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1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）学校法人及び短期大学の沿革 

＜学校法人の沿革＞ 

本学園は米国施政権下の昭和 41(1966)年 4 月に琉球政府より、県内唯一の女子教育機関

として、学校法人（設立時は財団法人）嘉数女子学園沖縄女子短期大学、同附属高等学校の

設置が認可された。学園創立者は、故嘉数昇・津子夫妻であり、初代理事長兼学長には、嘉

数津子氏が就任した。開学時の設置学科は英語商業科第一部・第二部、家政科第二部で、創

立者が設置していた那覇市松尾の文化服装学院を仮校舎に、附属高校と共用してスタート

した。同年 11 月には、那覇市長田の新校舎が完成したため移転した。昭和 43(1968)年 12

月には、児童教育科第一部・第二部が設置認可され、昭和 46(1971)年 7 月には、学校法人

しらゆり学園報恩幼稚園を本学附属幼稚園として合併し、同年 12 月には、英語商業科を商

業科に変更した。 

昭和 47(1972)年 5 月には、本土復帰により琉球政府で認可された学校は「沖縄の復帰に

伴う文部省関係法令の特別措置に関する政令」により学校教育法による学校として認可さ

れた。その後、時代の変遷の中で学科の改廃も行われ、商業科は平成 16(2004)年 4 月に総

合ビジネス学科に学科名を変更し、平成 25(2013)年 4 月には、ビジネス心理コース、観光

ホスピタリティコースが設置されている。 

児童教育科第一部・第二部は統合され、昼夜開講制としての児童教育学科となり(平成

20(2008)年 12 月 24 日認可）、昼間主コース（初等教育クラス、心理教育クラス、福祉教育

クラス）と夜間主コース（人間発達クラス）が設置されたが、その後、平成 26（2014）年

度に夜間主コース（人間発達クラス）を廃止した。平成 21(2009)年 2 月には岐阜女子大学

との姉妹校提携が締結され、本学卒業生は、本学校舎において遠隔授業により、小学校・幼

稚園教諭一種免許状及び同専修免許状の取得が可能となっている。更に、令和元（2019)年

から先行履修制度を導入し、中学校教諭二種免許状（英語もしくは国語）に加え、日本語教

員資格の取得も可能となっている。また、平成 21(2009)年度からは教員免許状更新講習の

実施校として認可を受けている。 

平成 22(2010)年 3 月には財団法人短期大学基準協会による第三者評価適格認定を受けて

いる。 

平成 23(2011)年度には、本学の教職課程及び保育士養成課程を充実するために学生支援、

教職員支援及び地域貢献等のために新しく教育実践支援センターを設立し、平成 25(2013)

年 3 月には「教育実践研究支援センター」に名称を改め、協働研究校として、地域小学校と

の交流を図り、将来の教師を目指す学生の資質向上に力を入れている。 

平成 25(2013)年 4 月には、本学と与那原町との間で大学設置移転に関する覚書が締結さ

れた。平成 26(2014)年 9 月に工事を着工し 1 年の工期を経て、平成 27(2015)年 9 月に引渡

しを受け、平成 27(2015)年 10 月 1 日から新キャンパスで教育活動が行われている。 

平成 22(2010)年 3 月に受審した認証評価（第三者評価）の認定期間満了に伴い、平成

28(2016)年度（２回目）、令和 4(2022)年度（３回目）に一般財団法人 大学・短期大学基準

協会による認証評価（第三者評価）を受審し、協会が定める短期大学評価基準を満たしたこ

とから「適格」と認定された。 

様式 4－自己点検・評価の基礎資料 
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＜学校法人の沿革＞ 

昭和 41(1966)年 

4 月 

財団法人 嘉数女子学園 沖縄女子短期大学・同附属高等学校設立認

可。第一期生入学（英語商業科第一部・第二部 家政科第二部） 

昭和 42(1967)年 

6 月 

法人名を学校法人 嘉数女子学園に変更 

昭和 44(1969)年 

8 月 

嘉数女子学園 学寮竣工 

昭和 46(1971)年 

7 月 

学校法人しらゆり学園報恩幼稚園を本学附属幼稚園として合併認可 

12 月 英語商業科を商業科に学科名を変更 

 

昭和 47(1972)年 

3 月 

商業科の課程認定認可 

5 月 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の特別措置に関する政令により学

校教育法による短期大学として認可 

昭和 58(1983)年

1 月 

商業科第二部、家政科第二部学科廃止認可 

平成 16(2004)年

4 月 

商業科を総合ビジネス学科に学科名変更 

総合ビジネス学科、児童教育科第一部に男子学生入学 

平成 21(2009)年 

3 月 

沖縄女子短期大学附属高等学校を廃校 

平成 23(2011)年 

3 月 

沖縄女子短期大学附属報恩幼稚園を廃園 

平成 25(2013)年

4 月 

大学移転に関する覚書締結（与那原町） 

平成 26(2014)年

9 月 

与那原町東浜に新校舎等建設着工 

平成 27(2015)年

9 月 

新キャンパス校舎等完成引渡式 

12 月 与那原町、与那原町教育委員会と学校法人嘉数女子学園、沖縄女子短

期大学との包括的な連携・協定に関する協定書締結 

津波時における避難施設の使用に関する協定書締結 

平成 28(2016)年 

2 月 

創立 50 周年記念式典・校舎落成式並びに祝賀会 

＜短期大学の沿革＞ 

昭和 41(1966)年 

4 月 

財団法人 嘉数女子学園 沖縄女子短期大学設立認可。第一期生入学

（英語商業科第一部・第二部 家政科第二部） 

昭和 43(1968)年 児童教育科第一部・第二部設置認可 
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12 月 

昭和 62(1987)年 

4 月 

各科にコース制を導入。（商業科には「秘書コース」「ビジネス情報

コース」、児童教育科には「初等教育コース」「幼児教育コース」「社

会福祉コース」を導入） 

平成 7(1995)年 

7 月 

沖縄県私立大学協会加盟大学間における単位互換協定締結 

   11 月 放送大学と本学間の単位互換協定締結 

国際交流事業調印式（ハワイ大学コミュニティカレッジ） 

平成 9(1997)年 

7 月 

ハワイ大学リーワードコミュニティカレッジズ夏期講習派遣 

   11 月 「児童厚生二級指導員」養成課程認定校として児童教育科第一部認可 

（（財）児童健全育成推進財団） 

平成 11(1999)年 

2 月 

「医事管理士、医療管理秘書士」教育指定校として認可 

（財）日本病院管理教育協会 

平成 14(2002)年 

6 月 

「ピアヘルパー」資格認定校として認可 

（日本教育カウンセラー協会） 

平成 15(2003)年 

4 月 

児童教育科第二部に男子学生入学 

   10 月 「児童厚生二級指導員」養成課程認定校として児童教育科第二部認可 

（財）児童健全育成推進財団 

平成 16(2004)年 

4 月 

商業科を総合ビジネス学科に学科名変更 

総合ビジネス学科、児童教育科第一部に男子学生入学 

平成 17(2005)年 

4 月 

「プレゼンテーション実務士」「社会調査アシスタント」教育課程認

定 全国大学実務教育協会 

平成 19(2007)年 

5 月 

協働事業協定書締結（那覇市教育委員会） 

平成 20(2008)年 

4 月 

総合ビジネス学科に情報管理コース、ビジネス心理コースを設置 

7 月 協働事業協定書締結（南城市教育委員会） 

 

   12 月 児童教育学科（昼夜開講制）設置認可 

平成 21(2009)年 

2 月 

姉妹校提携調印式（岐阜女子大学） 

    6 月 保育支援ボランティア協定書締結（那覇市） 

      10 月 協働事業協定書締結(豊見城市教育委員会) 

平成 22(2010)年 

3 月 

財団法人短期大学基準協会 第三者評価適格認定 

平成 23(2011)年 

4 月 

収容定員増 

教育実践支援センター（現 教育実践研究支援センター）設置 
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総合ビジネス学科の両コースを総合ビジネスコースに統合 

   11 月 協働事業協定書締結（糸満市教育委員会） 

平成 24(2012)年 

7 月 

児童教育科第一部、児童教育科第二部 廃止 

11 月 協働事業協定書締結（八重瀬町教育委員会） 

平成 25(2013)年 

1 月 

協働事業協定書締結（浦添市教育委員会） 

4 月 総合ビジネス学科の総合ビジネスコースを廃止し、ビジネス心理コー

ス、観光ホスピタリティコースを設置 

4 月 「秘書士○Ｎ」「ビジネス実務士○Ｎ」「観光ビジネス実務士」教育課程

認定 （財）全国大学実務教育協会 

4 月 大学移転に関する覚書締結（与那原町） 

6 月 協働事業協定書締結（与那原町教育委員会） 

3 月 教育実践支援センターを教育実践研究支援センターに名称変更 

平成 26(2014)年 

8 月 

協働事業協定書締結（南部広域行政組合教育委員会） 

平成 27(2015)年 

2 月 

協働事業協定書締結（浦添市教育委員会） 

3 月 協働事業協定書締結（北中城村教育委員会） 

10 月 与那原町東浜キャンパス移転・開学式 

3 月 知念高等学校との高大連携事業に関する協定書締結 

5 月 NPO 法人ヴィクサーレスポーツクラブとの包括的連携に関する協定書

締結 

10 月 坂村真民（詩人）詩碑建立 

平成 29(2017)年 

3 月 

一般財団法人短期大学基準協会 第三者評価適格認定 

平成 31(2019)年 

3 月 

児童教育学科 教職課程再課程認定 

令和 2(2020)年 

4 月 

収容定員増 

令和 3(2021)年 

4 月 

「認定絵本士」養成講座開設機関認定 国立青少年教育振興機構 

令和 5(2023)年 

3 月 

一般財団法人大学・短期大学基準協会 第三者評価適格認定 
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（2）学校法人の概要 

◼ 学校法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び在籍

者数 

◼ 令和 7（2025）年 5 月 1 日現在 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

沖縄女子短

期大学 

〒901-1304 

沖縄県島尻郡与那原町東浜 1 番地 
250 520 431 

◼  

 

（3）学校法人・短期大学の組織図  

◼ 組織図 

◼ 令和 7（2025）年 5 月 1 日現在 
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

◼ 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢）   単位：人 

 
令和 2

（2020） 

年度 

令和 3

（2021） 

年度 

令和 4

（2022） 

年度 

令和 5

（2023） 

年度 

令和 6

（2024） 

年度 

沖 縄 県 1.458.840 1.468.526 1.468.634 1.468.375 1,467,065 

西 原 町 34.739 35.161 35.280 35.171 35,271 

与那原町 19.629 19.682 19.644 19.608 19,427 

※ 引用：本データは、「沖縄県人口移動報告年報」より作成 

 

◼ 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

 

 

地域 

令和 2 年 

(2020)年度 

令和 3 年 

(2021)年度 

令和 4 年 

(2022)年度 

令和 5 年 

(2023)年度 

令和 6 年 

(2024)年度 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

北部（12 市町村) 

うるま市以北 
8 3.3 13 5.6 23 8.3 11 4.5 8 3.8 

中北部(5 市町村) 

うるま市～北谷 
51 21.3 62 26.6 52 19 59 24.1 43 20.3 

中部西（2 市） 

宜野湾、浦添市 
33 13.8 27 11.6 40 14 35 14.3 30 14.2 

中部東（3 村） 

北中城､中城､西原 
15 6.3 21 9.0 24 8.6 16 6.5 12 5.7 

南部西（3 市） 

那覇､豊見城､糸満 
77 32.2 59 25.3 79 28.4 69 28.2 65 30.7 

南部東（4 市町） 

南風原、与那原 

南城市、八重瀬 

54 22.6 43 18.5 41 15 42 17.1 45 21.2 

離島（12 市町村） 0 0.0 8 3.4 17 6 10 4.1 8 3.8 

県外 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 

［注］ 

□ 短期大学の実態に即して地域を区分してください。 

□ この事項においては通信による教育を行う学科の学生を除いてください。 

□ 認証評価を受ける前年度の令和 6（2024）年度を起点に過去 5 年間について記

載してください。 
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◼ 地域社会のニーズ 

 沖縄県の「労働力調査」（令和 6 年平均）の就業別割合は、第一次産業 3.5％、第二

次産業 13.6％、第三次産業 81.2％となっており、基幹産業は第三次産業となっている。

第三次産業の就業者数の多い順は、①「医療・福祉・教育」、②「卸業・小売業」、③

「サービス業」、④宿泊・飲食業、⑤「情報通信・運輸等」となっている。 

 本学は、総合ビジネス学科及び児童教育学科を設置し、ビジネス界、教育・福祉界へ

の人材を養成している。 

 

令和 6 年度 沖縄県の産業別就業者数             （単位：千人） 

 

全 

産 

業 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 

総
数 

農
業
・
林
業 

漁
業 

総
数 

鉱
業
等 

建
設
業 

製
造
業 

総
数 

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
等 

情
報
通
信
・
運
輸
等 

卸
業
・
小
売
業 

金
融
・
保
険
等 

学
術
・
技
術
サ
ー
ビ
ス

等 宿
泊
・
飲
食
等 

娯
楽
等 

医
療
・
福
祉
・
教
育
等 

サ
ー
ビ
ス
業
等 

公
務
・
そ
の
他 

767 27 25 2 104 0 68 36 623 5 53 111 35 29 68 31 170 75 46 

➢ 引用：本データは、沖縄県企画部統計課「労働力調査」より作成 

 

 本学の令和 6 年度卒業生の産業別就職状況は表のとおりである。 

総合ビジネス学科及び児童教育学科の専攻分野、免許・資格を活かして、専門職に就

いている割合が高い。業種別では、「医療・福祉・教育」への就職が最も高く、97％と

なっている。本データから、本学は、特に沖縄県の医療・福祉・教育分野に貢献してい

るといえる。 

 

令和 6 年度卒 沖縄女子短期大学の産業別就業者数        （単位：人） 
 

就
職
者
数 

第一次産業 第二次産業 第三次産業 

総
数 

農
業
・
林
業 

漁
業 

総
数 

鉱
業
等 

建
設
業 

製
造
業 

総
数 

電
気
・
ガ
ス
・
水
道

等 情
報
通
信
・
運
輸
等 

卸
業
・
小
売
業 

金
融
・
保
険
等 

学
術
・
技
術
サ
ー
ビ

ス
等 

宿
泊
・
飲
食
等 

娯
楽
等 

医
療
・
福
祉
・
教
育

等 サ
ー
ビ
ス
業
等 

公
務
・
そ
の
他 

172 0 0 0 4 1 2 1 187 0 2 16 16 0 6 3 140 4 0 

 

◼ 地域社会の産業の状況 

与那原町は、那覇市から東へ約 9km、沖縄本島南部の東海岸に位置し、中城湾に面し

ている。南部と中部を結ぶ陸上の交通要衝である。歴史的には戦前には那覇から与那原

町間に沖縄で初めての軽便鉄道が開通していた。 

与那原町は「太陽と緑、伝統とやさしさを未来へつなぐ海辺のまち・与那原町」をテ
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ーマとし、「東部地域の中核都市」の形成に向け、マリンタウン・プロジェクトによる

住宅・商業・業務施設などの都市機能施設、マリーナ・緑地などの港湾施設が一体的に

整備されている。 

与那原町の人口は 19,427 人で、4 年前に比べ約 0.1％減少している。 

地域産業のうち、水産業のヒジキは町を代表する特産品であり、工業の沖縄赤瓦は首

里城の屋根材として使用されるなど、県内生産量の 9 割を占めている。観光では、沖縄

県の三大綱引きである「与那原大綱曳」が有名で町内外から多くの観客が訪れる。ヨッ

トハーバーも整備されており、海洋レジャーも充実している。また大型 MICE 施設の計

画も進行中であり、更なる人口増加と今後の発展が注目されている地域である。 

与那原町に移転して整備された新校舎はユニバーサルデザインとなっており、「沖縄

県福祉のまちづくり条例の適合証」を受けている。また海岸に近い立地であることから

防災拠点の機能も兼ね備え「津波避難ビル」として与那原町から指定されている。 

本学が移転してきたことにより、保育園、小学校から大学まで擁する教育環境が整い、

与那原の活性化の一翼にもなっていると町の行政当局、地域住民からも評価されている。 

 

◼ 短期大学所在の市区町村の全体図 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 

  以下の①～④は事項ごとに記述してください。 

 

① 前回の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事項へ

の対応について記述してください。（基準別評価票における指摘への対応は任意） 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

1 基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

［テーマＡ 教育課程］ 

卒業及び免許・資格の取得を目的とする学生が修得すべき単位数については、必要な

学修時間を確保し単位の実質化を図るために、年間又は学期において履修できる単位数

の上限について、学則又は学則上に根拠規定を置いた規程に定める必要がある。 

2 基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス 

〔テーマＣ ガバナンス〕 

監事による監査報告書には、財産の状況及び理事の業務執行状況についての記載はあ

るが、私立学校法の規定に従って学校法人の業務についても記載することが必要である。 

 

(b) 対策 

1 学生の必要な学修時間を確保し単位の実質化を図るため、卒業及び免許・資格の取得

を目的とする学生が修得すべき単位数の履修できる上限について、総合ビジネス学科で

は「学修ポートフォリオ」にて年間の上限について、児童教育学科では「履修カルテ」

にて学期単位の上限について、両学科ともにそれぞれの方法で示している。ただし、学

則又は学則上に根拠規定を置いた規定においては明記されていないことから、今後、全

学的に検討する。 

2 当該問題については、参考様式例、他大学等を参考にしながら理事長・常務及び監事

において検討した。 

 

(c) 成果 

1 上記対策については、次年度に早急に対応するものとする。 

2 令和 4 年度決算における監事監査報告書において改善をした。 

 

 

② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 改善を要する事項 

なし 

 

(b) 対策 
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(c) 成果 

 

 

③ 前回の評価結果における三つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で指摘

された事項の改善後の状況等について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事項」） 

1 基準Ⅲ 教育資源と財的資源 

［テーマＡ 人的資源］ 

評価の過程で、令和 4 年 5 月 1 日現在において、短期大学設置基準に定められてい

る短期大学全体の専任教員数が 1 人不足しているという問題が認められた。 

 

(b) 改善後の状況等 

1 当該問題については、機関別評価結果の判定までに改善した。 

 今後は、自己点検・評価を適切に行い、継続的な質保証により一層取り組みたい。 

 

 

④ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設置に

係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指摘事項が

付された学校法人及び短期大学は、指摘事項及びその履行状況を記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 指摘事項 

なし 

 

(b) 履行状況 

 

 

 

（6）公的資金の適正管理の状況（令和 6（2024）年度） 

◼ 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述してください（公的研究費補助金取

扱いに関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

公的研究費を公正かつ適正に取扱うことを目的に、以下の規程等を平成 26 年度に整備し、

これら規程等に基づき適正な執行管理ができるようになった。 

①科学研究費助成事業に係る事務取扱に関する規程 

②科学研究費補助金に係る間接経費の取扱要領 

③沖縄女子短期大学における公的研究費の取扱に関する規程 

また、上記の規程等を整備した際に、研究活動の不正防止に関する規程として、令和元

（2019）年度に以下の規程も併せて整備し、不正防止の管理体制等を明確にした。 

① 研究活動上の不正行為の防止等に関する取扱規程 
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2．自己点検・評価の組織と活動 

◼ 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

本学では自己点検・評価推進委員会、自己点検・評価委員会の 2 つの組織がある。 

自己点検・評価推進委員会は ALO、評価員候補者、総合ビジネス学科長、児童教育学科

長、総務企画課長、教学課長、入試広報課長、その他委員会が必要と認める者として教育

研究部長及び総務企画特命担当の 8 名で構成されており、ALO が委員長を務めている。自

己点検・評価推進委員会の構成員は次のとおりである。 

令和 7（2025）年 5 月 1 日現在 

 職 名 氏名 

委員長 ＡＬＯ 上原 健二 

委 員 評価員候補者 福里 芝人 

委 員 評価員候補者 石垣 愛一郎 

委 員 総合ビジネス学科長 内原 綾 

委 員 児童教育学科長 新垣 さき 

委 員 総務企画課長 武良 裕介 

委 員 教学課長 前里 めぐみ 

委 員 入試広報課長 富村 寿也 

 

自己点検・評価委員会構成員は学長、ALO、評価員候補者、事務局長、教学部長、教育

研究部長、学社連携部長、総合ビジネス学科長、児童教育学科長、事務局次長の 11 名で

構成されている。委員長は学長が務めている。自己点検・評価委員会の構成員は次のと

おりである。 

令和 7（2025）年 5 月 1 日現在 

 職 名 氏名 

委員長 学 長 金城 靖子 

委 員 ＡＬＯ 上原 健二 

委 員 評価員候補者 福里 芝人 

委 員 評価員候補者 石垣 愛一郎 

委 員 事務局長 宮國 克也 

委 員 教学部長 渡久地 啓 

委 員 教育研究部長 廣瀬 真喜子 

委 員 学社連携部長 上原 健二 

委 員 総合ビジネス学科長 内原 綾 

委 員 児童教育学科長 新垣 さき 

委 員 事務局次長 前里 めぐみ 
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◼ 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

 

◼ 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

自己点検・評価推進委員会では主として自己点検・評価委員会で話し合うための議

案の作成や点検・評価活動の進行について話し合っている。自己点検・評価推進委員

会では、自己点検・評価報告書作成マニュアルを確認するとともに、他大学の自己点

検・評価報告書を参考にしながら、自己点検・評価活動に必要な事項について、情報

の提供及び共有を図っている。 

各部署では、短期大学評価基準に従って点検・評価を行って報告書に取りまとめて

おり、各部署で作成された自己点検・評価報告書の点検・編集作業を自己点検・評価

推進委員会において行っている。 

 自己点検・評価委員会では自己点検・評価活動に関する事柄を中心に審議を行って

いる。 

 

◼ 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った令和6

（2024）年度を中心に） 

令和6(2024)年6月10日 

～6月19日 

（メール会議） 

自己点検・推進評価委員会（令和6年度第1回） 

・「沖縄女子短期大学外部評価委員会規程」の策定について

検討した。 

令和5(2024)年7月29日 自己点検・評価委員会（令和6年度第1回） 

・次回の認証評価受審時期について検討し、2027（令和 9）

年度に受審することが決議された。 

・「沖縄女子短期大学外部評価委員会規程」の策定について

検討され、継続審議となった。 

・『令和 5 年度 自己点検・評価報告書』作成の進捗状況が

報告された。 

令和7(2025)年2月27日 自己点検・評価推進委員会（令和6年度第2回） 

・『令和5年度 自己点検・評価報告書』の校了・発行につ

いて、本委員会として承認が得られ、自己点検・評価委員

理事長

学長

自己点検・評価委員会

自己点検・評価推進委員会

作業部会 専門部会
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会に上程することが決議された。 

・『令和6年度 自己点検・評価報告書』の作成について、

作成スケジュール、方法、流れ、役割分担について決議さ

れた。 

・「沖縄女子短期大学外部評価委員会規程」の策定につい

て検討され、一部修正の上で本委員会として承認が得ら

れ、自己点検・評価委員会に上程することが決議された。 

令和7(2025)年2月27日 自己点検・評価委員会（令和6年度第2回） 

・『令和5年度 自己点検・評価報告書』の校了・発行につ

いて、承認された。 

・『令和6年度 自己点検・評価報告書』の作成について、

作成スケジュール、方法、流れ、役割分担について承認さ

れた。 

・「沖縄女子短期大学外部評価委員会規程」の策定について

検討され、一部修正の上で承認された。 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神を確立している。］ 

 

＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 

本学は昭和 41(1966)年に嘉数昇・津子夫妻によって設立された。戦後、荒れ野となって

いた国場の地に咲き誇る白百合の光景に感銘を受け、教育の復興の必要性を印象付けられ

た創始者夫妻は、特に今後の女子教育への思いを「しらゆりの如く 気品豊かで愛情こまや

かな 温かみのある女子を教育する」という「建学の精神」へと発展させた。 

 その後、社会のニーズに応えて平成 15(2003)年度より男子学生の入学を可能とし、これ

までの女子教育に特化して作られた建学の精神が本学の実状と乖離していることから、建

学の精神の見直しの必要性を確認した。平成 26(2014)年度、本学の歴史を鑑み、現行の建

学の精神を尊重しつつ、本学の「教育の理念」「教育の目的・目標」との関連性を踏まえ、

目指すべき方向性の観点から見直しを行い、建学の精神を改定した。その際、教育基本法、

私立学校法に基づいた、地方の私立短期大学としての使命として自主性・独自性を担保させ、

且つ公の高等教育機関としての使命を貫く観点も十分に考慮した。 

 平成 27(2015)年 4 月より適用された新たな建学の精神は「しらゆりの如く 気品と強さ

があり 知性豊かで愛情あふれる人を教育する」であり、短期大学の教育理念・理想を明確

に示している。 

教育基本法第 1 条（教育の目的）には、「教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国

家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わ

れなければならない。」と謳われており、また、私立学校法第 1 条（この法律の目的）には

「この法律は、私立学校の特性に鑑み、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、

私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。」と定められている。本学の建学の精神は、

地方の私立短期大学としての使命としての自主性・独自性を担保しつつ、且つ公の高等教育

機関としての人材養成に適う使命を貫く観点も十分に考慮していることから、各法律等に

基づいた公共性を有している。 

本学の建学の精神は、学内においては学生便覧や創立 50 周年記念誌、入学志願者やその

他学外の地域社会の人々に対しては大学案内のパンフレット、学生募集要項、ウェブサイト

等での発信に努めている。入学生や保護者などには入学式や卒業式における式次などの際

に表明している。なお、平成 27（2015）年 10 月に与那原町東浜へ移転した際には校舎の正

面玄関にて常時掲示するなど、「建学の精神」がキャンパス全体から感じられる環境づくり

に努めている。また、今年度も引き続きコロナ禍での広報であったが、徹底した対策を講じ

ながら少人数で回数を増やしたオープンキャンパスにおいては、毎回、訪れる生徒、家族の

方々に向けて学長挨拶に「建学の精神」を語り発信していた。 

(4)平成 28(2016)年度からは、学生たちが入学当初より建学の精神に触れ、理解する機会

を設けている。入学式式辞をはじめ、特に新入生オリエンテーションの中では「創設者と建

学の精神について」と題して創設者の理念、本学の歴史等を含め、建学の精神に込められた

背景を学長より講話している。卒業式式辞にも学生たちの 2 年間の成長をなぞり、建学の精

様式 5－基準Ⅰ 
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神につながる姿を表明している。日常の授業等の中でも、配付資料、パワーポイント等に、

自主的に「建学の精神」を記す教員もある。総合ビジネス学科では次の２つの方法で教授し

ている。まず、入学前課題として、創設者嘉数津子の書籍から一部を抜粋し、その文章を読

み感想文の提出を課している。次に、オリエンテーション時に配信する学修ポートフォリオ

（本編）に建学の精神を記載し、学生が入学後も目に触れるようにしている。 

学生たちがいつでも身近に「建学の精神」から未来像を具現化し、意識を深める機会とし

て、奨学生授与式、学内各種行事等の場でも学長挨拶を通して伝えている。（「気品」「強さ」

「知性」「愛情」というキーワードを改めて確認し、学内外で「どのような人材を育成する

か」という際に端的に表明している。）教職員との共有については特に節目の式等、全ての

教職員が参加する場で行っている。 

本学園の設立時から女子教育に特化していた建学の精神は、平成 15（2003）年度からの

男子学生の受け入れの実状との乖離を踏まえて平成 26（2014）年度に改定された。その後

も、創設者嘉数津子氏のご著書が教職員・学生とも手に取れるように図書館に置き本学の歴

史を振り返ることと同時に、現在の「建学の精神」の成り立ちについて、定期的に場を設け

て発信・確認している。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞ 

建学の精神の学内外への周知は徐々に広がり見せているが、今後は、しらゆりに人材育成

像を照らし、「気品」「強さ」「知性」「愛情」を持つ人を教育するという建学の精神に込めら

れた具体的な「精神」について、学内外への発信を行っていき、沖縄女子短期大学をさらに

深く社会へ、学生・受験生等へ印象付けていきたい。 

また、コロナ禍において制限されていた地域・社会との連携も少しずつ回復してきなか、

引き続き感染予防を踏まえたオンラインの活用など、アフターコロナとしての工夫した取

り組みも継続し、可能な範囲で活動が広げられるように工夫したい。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の特記事項＞ 

総合ビジネス学科では建学の精神を具現化する科目として 1 年次に茶道を必修化してい

る。講義終了時には教職員らを招き、お茶会を実施し、学びを披露する機会を設けている。

さらにカリキュラム改革の一環として、平成 30(2018)年度入学者からは 2 年次に華道を必

修化し、講義終了時には実際に学生がいけたお花の披露をキャンパス内にて行っている。こ

のように、建学の精神を具現化するための環境を整えている。 

茶道の体験については児童教育学科でも 1 年次前期の共通科目の選択科目として取り入

れており、2 年次後期の教職科目である「保育・教育実践演習（保･幼･小）」では全学生が一

度は茶室に入り、茶道体験ができる機会を提供している。 

高大連携事業の一環として、与那原町内にある沖縄県立知念高等学校との先行履修制度

に基づく科目として、総合ビジネス学科は専門教育科目として「コミュニケーション概論（1

単位）」、児童教育学科は教養教育として共通科目に「学びの基礎演習（1 単位）」を令和 4 年

度適用の学則上で位置づけ、令和 4 年度から実施して３年目となっている。 
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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

建学の精神に基づく本学の教育目的を以下のように定めている。 

1．気品と社会人基礎力を備え、自ら学び続けることができる人 

2．平和を志向し、地域創生へ参画する事のできる人 

3．未来をみつめ、専門性の向上に努めることのできる人 

 

教養教育と専門教育と実務教育のバランスの取れた教育課程により職業能力を育成する

高等教育機関である本学は、教育の目的を達成するための本学の教育課程を実施する上で、

以下の 3 つを機関の教育目標としている。 

1．品位を重んじ、主体的に考え、協働して学び働く事のできる態度の形成、および生涯

学び続けるための学力の基盤構築を意図した教育の展開 

2．愛情にあふれ、人を尊び、平和を願い、積極的に地域社会との関わりをもつ意欲と能

力を身につけるための実践的な学習活動の展開 

3．自身や社会の未来を考えた目標設定と、その目標達成に必用な多様な専門教育の展開 

 

各学科について、学則第 3 条 2 では総合ビジネス学科の、第 3 条 3 では児童教育学科の

教育研究上の目的を、以下のように定めている。 

第 3 条 2 総合ビジネス学科においては、次を目的とする。 

(1)建学の精神を柱に、社会生活を営む上で必要な基礎学力と社会人基礎力を身につけた

人材を育成する。 

(2)ビジネスに関する専門知識・技術を兼ね備えた人として、地域社会に貢献しながら、

おかれた環境の中で輝ける人材を育成とする。 

 

第 3 条 3 児童教育学科においては、次を目的とする。 

(1)自他を尊重し、協働して地域創生の営みに寄与する気概を持つ人を養成する。 

(2)保育者・教育者としての豊かな専門性を身につけ、主体的に探求し続ける意欲を持つ

人を養成する。 

 

以上のように、機関の教育目標は各学科の目的同様、建学の精神が反映されており、これ

からの時代を生きる学生に合致する教育目的・目標となっている。 

 

各学科の教育目的・目標は、平成 28（2016）年度の点検を踏まえて、学生便覧、大学案内

のパンフレット、学生募集要項、沖縄女子短期大学ホームページ等で学内外に示している。

また、学生への周知は総合ビジネス学科においては、学修ポートフォリオ（別冊）の表紙に

学科の教育研究上の目的を記載し、学生の目につきやすいようにしており、児童教育学科で

は、学期ごとに作成・記入する履修カルテに掲載しており、これを利用してオリエンテーシ

ョン時等に周知・表明している。また、半期ごとに実施している FD 研修において、非常勤

講師に対して各学科の教育目的・目標を明示し理解を図っている。 
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教員は、成績評価及び検定取得状況、免許・資格取得状況などの学習成果を学科会議や非

常勤懇談会等を活用して公表し、それらの結果をもとに教育目的・目標の達成状況を把握・

評価している。 

児童教育学科では、県内の保育所および関係団体との情報交換や実践報告等を行うこと

で、本学科の人材養成が地域・社会の要請に応えているかどうかについて定期的にチェック

している。また、令和 2（2020）年度からは、卒業後の就職先にアンケートを実施し、両学

科の人材養成の成果についてチェックを行なっている。さらに、令和 2（2020）年度よりア

セスメント・ポリシーを策定し、学科の学習成果が地域・社会の要請に対応しているかにつ

いて点検し教育の改善に繋げている。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］ 

＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 

基準Ⅰ-B-1 に記した建学の精神に基づく教育目的では、教育課程の履修を通して学生が

身につける資質・能力を 3 つの力で定めている。これらは本学の教育課程を展開する上での

目的であり、これらの目的が達成された状況を短期大学としての学習成果（○○ができる人）

として表記するとともに、卒業認定・学位授与の方針は、それらを含むものとなっている。 

 

教育目的 

1．気品と社会人基礎力を備え、自ら学び続けることができる人 

2．平和を志向し、地域創生へ参画する事のできる人 

3．未来をみつめ、専門性の向上に努めることのできる人 

 

卒業認定・学位授与の方針 

激変する社会情勢に処し、平和と自然を愛し、郷土に誇りを持ち、豊かな教養と専門的

知識・技能・倫理観を基に強い実践力を発揮できる人 

 

各学科では、機関の教育目標である 3 つの力を、専門分野の人材に必要な具体的能力とし

て再定義し、それぞれの教育目的、目標に基づき定めた学習成果を 5 つの人材像とした。各

学科の人材像は以下のように定めるとともに、卒業認定・学位授与の方針はそれらを含むも

のとなっている。 

総合ビジネス学科 5 つの人材像 

1．主体的に行動する学生 

2．情報活用能力が高い学生 

3．ビジネスマナーをしっかり身につけた学生 

4．コミュニケーションスキルが高い学生 

5．意欲的に学ぶ学生 

卒業認定・学位授与の方針（総合ビジネス学科） 

1．主体的に行動し、他者と協働することができる。 

2．現状を分析し、目的や課題を明らかにし、解決方法を立案・実行できる。 
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3．自分の考えをわかりやすく伝え、相手の意見を丁寧に聴き、意見の違いや互いの立

場の違いを理解することができる。 

4．ビジネスに関しての知識・技術が身についている。 

5．情報活用能力が身についている。 

児童教育学科 5 つの人材像 

1．地域に根ざした愛情あふれる保育・教育を行える人材 

2．自然や芸術、運動に親しむ遊びを工夫し、子どもの感性と創造性を育む保育・教育

を行える人材 

3．子どもを取り巻く環境の多様性を理解し、柔軟に対応できる人材 

4．支援の必要な子どもに適切な配慮を行える人材 

5．他者と協働して多様な課題に主体的に取り組む人材 

卒業認定・学位授与の方針（児童教育学科） 

1．郷土に誇りをもち、心豊かな感性が身についている 

2．保育者・教育者としての専門的価値・知識・技術が身についている 

3．社会の変化に対応し、主体的に学び続ける力が身についている 

4．社会人としてのコミュニケーション能力を身につけ、協働できる力が身についてい

る 

以上のように、各学科の学習成果は、それぞれの教育目的・目標に基づき定めている。 

 

各学科の学習成果は、教育目的と同様、学生便覧や大学案内、学生募集要項、沖縄女子短

期大学ホームページで学内外に示している。学生へはオリエンテーション等で説明してい

る。 

学校教育法 108 条で「深く専門の学芸を教授・研究し、職業又は実際生活に必要な能力を

育成する事を主な目的とする」と規定される短期大学の教育目的に照らして、定めた学習成

果が各学科で養成する職業人や地域で生活する社会人が備えるべき能力としての妥当性が

あるかどうかの点検は、主として学科会議で行なっている。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入

れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

本学では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の

方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の 3

つの方針について、建学の精神、教育目的、教育目標、教育研究上の目的、各学科の目標と

それを実現するための 3 つの方針と関連づけて一体的に定めている。 

令和元（2019）年度には、新しい入試制度を見据えて、両学科ともに三つの方針の見直し

を行なった。見直しの際には文部科学省の「三つのポリシーの策定・運用に関するガイドラ

イン、各専攻分野を通じて培う「学士力」－学士課程共通の「学習成果」に関する参考指針

－」、及び他の短期大学の三つの方針を参考にしている。具体的にはＦＤや学科会議を通し

て検討を重ねて策定した。総合ビジネス学科では新しい教育課程の編成を進めており、令和
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6 年(2024)年度には三つの方針の改定を行った。 

すべての授業科目のシラバスには卒業認定・学位授与の方針を踏まえて到達目標が示さ

れ、この目標を達成するために構成した授業計画に沿って、授業を展開するとともに、授業

科目ごとに卒業認定・学位授与の方針の各項目のどこに比重を置くのかについて、◎○△で

示して教育を行って（授業を実践して）いる。 

 また、入学者受入れの方針は、学生募集や入試の評価の観点でも活用しており、卒業認定・

学位授与の方針や、教育課程編成・実施の方針に沿った教育を行うために欠かせない。以上

のことより、本学では、三つの方針を踏まえた教育活動を行っているといえる。 

3 つの方針は学生便覧や総合ビジネス学科の「学修ポートフォリオ」及び児童教育学科の

「履修カルテ」等に記載し、学生にとって身近なものになるような工夫をしている。学外へ

の表明としては、大学案内のパンフレットや学生募集要項、沖縄女子短期大学ホームページ

に掲載している。その他、受験生に対しては、オープンキャンパスの学科紹介の際に、入学

者受入れの方針を中心に説明を行っている。 

本学では、卒業要件を学則第 36 条「本学に 2 年又は第 19 条に定める期間以上在学し、次

の各号に掲げる単位を取得したものについては、教授会の意見を聴いて、学長が卒業を認定

する」と定めている。各号とは、卒業要件となる共通科目は両学科共通であるが、専門教育

科目の単位数は、学科で異なっている。 

本学の機関全体の卒業認定・学位授与方針を、以下の通り定めている。 

激変する社会情勢に処し、平和と自然と愛し、郷土に誇りをもち、豊かな教養と専門的

知識・技能・倫理観を基に強い実践力を発揮できる人 

機関全体及び各学科の卒業認定・学位授与の方針を含めた三つの方針は学生便覧、大学案

内、学生募集要項に明記されており、ウェブサイトにも掲載されている。この機関の卒業認

定・学位授与方針をふまえ、各学科の教育目標に基づいて定めた各学科の卒業認定・学位授

与の方針に示す学習成果は、以下の通りである。 

総合ビジネス学科の卒業認定・学位授与の方針は学習成果に対応したものである。本学科

では学習成果を学位授与の方針と位置づけ、それらを査定するものとして GPA、卒業研究論

文、資格取得率、秘書検定またはビジネス能力検定（B 検）ジョブパスの合格率、社会人基

礎力診断、パソコン検定試験の合格状況等を活用している。特に卒業論文については、卒業

論文及び口述試験ルーブリック（評価指標）を策定し、評価基準を明確化している。それら

の内容は、学修ポートフォリオ、入学時に全員に配布している学生便覧には建学の精神と学

則、諸規程、卒業要件が明記されている。 

本学科では 64 単位以上を取得することを卒業要件とし、所定の科目を履修して必要な単

位を取得することにより、全国大学実務教育協会の秘書士、ビジネス実務士、観光実務士の

資格を取得することができる。医事管理士、医療管理秘書士といった医療事務系の資格につ

いては所定の科目を履修し、必要な単位を取得することにより、認定試験の受験資格を得ら

れ、認定試験に合格することで、これらの医療事務系の資格を取得することができる。また、

国家資格である登録販売士、IT パスポートの資格取得のための授業を開講し資格取得支援

を行っている。ルーブリック（評価指標）については、卒業認定・学位授与の方針に対応し

た自己評価シートを作成したが、5 段階評価で評価しているため、具体的な達成水準を整備

したい。 
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児童教育学科の卒業認定・学位授与の方針も学習成果に対応したものである。学習成果は

学業成績、GPA、教育実習評価・保育実習評価、免許・資格取得等としている。62 単位以上

を取得することを卒業要件とし、所定の科目を履修して必要な単位を取得することにより、

短期大学士（児童教育）の学位が得られるとともに、コースによって異なるが、小学校教諭

二種免許状、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格、ピアヘルパー受験資格、児童厚生二級指

導員資格等を取得することができる。令和 3(2021)年度入学生からは新たに認定絵本士の資

格を取得するためのカリキュラムが整備された。 

ルーブリック（評価指標）については、卒業認定・学位授与の方針に対応した自己評価シ

ートを作成したが、5 段階評価で評価しているため、具体的な達成水準を整備したい。 

両学科の卒業認定・学位授与の方針は以下の通りであり、「学力の三要素」を基礎とした

方針となっており、十分に社会的・国際的に通用するものである。 

総合ビジネス学科 

【現行】卒業認定・学位授与の方針 

総合ビジネス学科では、卒業要件の 64 単位を修得し、同時に下記の能力を身につけた

者に対して「短期大学士」の学位を授与する。 

1．主体的に行動し、他者と協働することができる。（主体性・働きかけ力） 

2．現状を分析し、目的や課題を明らかにし、解決方法を立案・実行できる。（課題発

見力・計画力・実行力） 

3．自分の考えをわかりやすく伝え、相手の意見を丁寧に聴き、意見の違いや立場の違

いを理解することができる。（発信力・傾聴力・柔軟性） 

4．ビジネスに関しての知識・技術が身についている 

5．情報活用能力が身についている 

 

児童教育学科 

【現行】卒業認定・学位授与の方針 

建学の精神及び法令等に基づき策定された教育課程（カリキュラム）の単位を修得し、

定めるところにより学位を授与する。 

1．郷土に誇りを持ち、心豊かな感性を身につける。 

2．保育者・教育者としての専門的価値・知識・技術を身につける。 

3．社会の変化に対応し、主体的に学び続ける力を身につける。 

4．社会人としてのコミュニケーション能力を身につけ、協働できる力を身につける。 

 

両学科ともに、卒業認定・学位授与の方針は学科会議や学科 FD を利用して、定期的に点

検を行っている。平成 30(2018)年度には新しい入試に対応した卒業認定・学位授与の方針

を策定した。新しい方針では、卒業の要件と学習成果をより具体的に定めている。児童教育

学科では、平成 26（2014）年度より卒業認定・学位授与の方針と教育研究上の目的を同一

のものとして運用してきたが、令和元（2019）年の点検において教育研究上の目的を別途策

定し、卒業認定・学位授与の方針が学習成果に対応し、教育研究上の目的がよりわかりやす

くなった。令和 3（2021）年度、学科 FD や学科会議を通じて点検を行い、卒業時の到達目

標として学生にとってわかりやすい表記に一部修正をした。具体的には①～④の文末を「身
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についている」とし、④については「…コミュニケーション能力と協働できる力が身につい

ている」として、以下の通り定めた。 

児童教育学科 卒業認定・学位授与の方針 【2023(令和 5)年度入学者より適用】 

建学の精神及び法令等に基づき策定された教育課程（カリキュラム）の単位を修得し、

定めるところにより学位を授与する。 

1．郷土に誇りを持ち、心豊かな感性が身についている 

2．保育者・教育者としての専門的価値・知識・技術が身についている 

3．社会の変化に対応し、主体的に学び続ける力が身についている 

4．社会人としてのコミュニケーション能力と協働できる力が身についている 

 

両学科とも、教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 

 

総合ビジネス学科の教育課程編成・実施の方針は、次の通りである。 

教育課程編成・実施の方針 

総合ビジネス学科では、「ビジネス心理コース」と「観光ホスピタリティコース」を設

置している。本学科の教育課程は共通科目、必修科目、選択必修科目、自由選択科目、選

択科目によって構成され、以下のような方針に基づいて編成している。 

1．ビジネスマナーの知識・技術を身につける 

2．コミュニケーションスキルを向上させる 

3．情報活用能力の知識・技術を習得する 

（ビジネス文書の作成ができ、表計算ソフトの技術を身につけ、コンピュータを使った

プレゼンテーションができる。） 

4．社会人基礎力を向上させる 

5．専門的な知識・技術を習得する。 

 1 年次では、ビジネス心理コースと観光ホスピタリティコースのそれぞれの基礎科目

を履修する。 

 1 年次にフレッシュマンゼミナールを必修科目として配置し、アカデミックスキルの

修得と社会人基礎力の向上を図る。 

 2 年次には卒業研究ゼミナールを必修科目として配置し、学生の興味・関心に基づい

て、ゼミを選び、ゼミナール担当教員の指導の下で、卒業論文を執筆する。 

 

児童教育学科の教育課程編成・実施の方針は、以下の通りである。 

教育課程編成・実施の方針 

児童教育学科では、ディプロマ・ポリシーで明記している人材育成のために、大学全体

の「共通科目（教養科目）」と児童教育学科独自の「専門科目」を提供し、以下の 4 つの

方針で教育課程（カリキュラム）を編成している。 

1．保育者・教育者に必要な専門的知識・技能を獲得しやすいように体系的に順序だて

たカリキュラム 

2．豊かな人間性を育むために平和や郷土、自然等に関する教養教育及び保育・教育実
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践を支える基礎学力を培うカリキュラム 

3．保育士資格、幼稚園教諭二種免許状、小学校教諭二種免許状、児童厚生二級指導員

資格を取得し、子どもについて語ることができる教育者・保育者になるためのカリキ

ュラム 

4．地域の保育所、幼稚園、小学校、教育行政等と連携し、実習科目、演習科目、イン

ターンシップ、ボランティア活動を通して実践的に学習できる実践力を身につける

カリキュラム 

 

両学科ともに、教育課程は学科、教学部（教学委員会）が中心となって随時継続して点検

している。教育課程の見直しは教育の質保証や学生の実態を考慮しながら、学科会議等を通

じて定期的に行っている。総合ビジネス学科では、高大連携を踏まえ先行履修科目として

「コミュニケーション概論」を開講した。入学予定者（高校生）の受講者２名、本学在学生

（新２年次）５名、合計７名の参加となった。児童教育学科では、2 月に「学びの基礎演習」

（1 単位）を６名対象に実施した。 

次に示す通り、各学科の入学者受入れの方針は、卒業認定・学位授与の方針に到達するこ

とができる学生像として策定しており、学習成果に対応している。なお、令和元（2019）年

の入試改革で、学びの 3 要素を組み込み、各学科ともに再編成されている。 

沖縄女子短期大学 入学者受入れの方針 

【本学が求める学生像】 

自らの目標に向かって、積極的に行動でき、本学において幅広い教養と専門的知識・

能力・態度を学び、地域社会でその成果を活かし、実践していく志を持っている人 

 

【総合ビジネス学科】 

知識・技能 

1．高校等までに学習した各教科の基礎知識に加え、今日海外の幅広い教養を身に付

けた人 

2．文章などを正しく読み取り、理解し、まとめる力のある人 

3．ビジネスに関する基礎的な知識や技術の修得に意欲のある人 

思考力・判断力・表現力 

1．物事を多面的に捉え、深く考察することのできる人 

2．自らの置かれている状況を踏まえながら、自分の力で解決策を考えることのでき

る人 

3．自分の考えを論理的にまとめ、それを他者にわかりやすく伝えることができる人 

主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度 

1．自ら目標を設定し、その達成に向けて最後までやり抜くことができる人 

2．地域社会に興味をもち、貢献しようとする意欲のある人 

3．自分とは異なる他者の意見を理解し、尊重した上で、自らの意見を主張し、目的

達成、問題解決のために、協働することができる人 
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【児童教育学科】 

人やモノを大切にする心 

・自分自身や他者を大切にできる人 

・身近な環境を大切にできる人 

知識・技能 

  保育者・教育者になるために必要な基礎学力と幅広い知識や技能を身につけている

人 

思考力・判断力・表現力 

 物事を多面的に捉え、自らの考えを言葉や行動などで積極的に表現できる人 

主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 

 ・何事にも主体的に粘り強く取り組み、最後までやり遂げることができる人 

 ・子どもの育ちと教育に興味や関心があり、専門的知識・技能について意欲的に学び

たいという高い志と倫理観がある人 

 ・対話を通して地域社会のために協働しようとする意欲のある人 

 

入学者受入れの方針は、入学前の学習成果を把握するために、「○○な人」という人材像

を明確に示している。入学志願者に対しては、入学者選抜の方針、選抜方法について、学生

募集要項で明示している。 

沖縄県内の高等学校を訪問し、入学者の受け入れ方針を明記した学生募集要項、大学案内

にて入学者受入れの方針及び入学者選抜について説明し、意見を聴取している。また、高等

学校の校長との懇談会を設定し、意見聴取と各高校の進学事情の聴き取りを行っている。そ

れらの情報を委員会等より聴取し、学科会議で点検している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 

建学の精神に基づく教育目的、教育目標、学習成果、3 つの方針について、各項目の位置

づけや項目間の整合性について整備する必要が確認された。これを踏まえて、次年度以降の

整備に向けて、理事長・学長を中心に部長等による協議を進めている。 

機関の卒業認定・学位授与の方針については、学習成果の観点から測定の指標を客観的な

視点と主観的な視点から捉えて整理することが必要と考えることから、今後、改めて全学的

な組織において確認することが必要である。 

総合ビジネス学科としては、今後、新しい 3 つの方針を受験生にしっかりと説明するとと

もに、3 つの方針を踏まえて学習活動を行うということを在学生に意識づけさせることが必

要である。本学科の教育研究上の目的が地域・社会の要請に応えているかの点検についても、

これからの課題であり、企業等へのアンケート結果と卒業生へのアンケート結果を基に点

検を行っていく必要がある。また、卒業研究論文のクオリティの向上を目指して、どのよう

にしてルーブリック評価基準を学生に浸透させるかが課題である。 

児童教育学科としては、総合ビジネス学科で先行して導入されているルーブリック評価

基準の整備に向けて、令和 3（2021）年 3 月、8 月に学科 FD およびその後の学科会議におい

て学修成果の可視化に取り組み、4 つの卒業認定・学位授与の方針を踏まえて、どのような
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力を身につけているか「卒業までに身につける力」として「地域理解力・感性」、「専門性」、

「主体性・探求心」、「コミュニケーション力・協働性」の 4 つの力(全 22 項目)を策定した。

学生自身がそれについて自己評価する評価シートを履修カルテ内に新たに導入した。同シ

ートでは卒業までに身についている力を 5 段階評価で評価しているが、具体的な達成水準

を整備することが今後の課題である。それらの評価が教育・保育の現場とどのように関連づ

けられ共有されるかという点について、地域社会との協働で検討する必要がある。本学科の

教育研究上の目的が地域・社会の要請に応えているかの点検についても、今後も引き続き地

域社会のニーズや学生の状況等を考慮しながら、定期的に点検を行っていく必要がある。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 

令和 2（2020）年度より新しく設置された入試広報課における広報活動では、新しい入試

制度を説明する上で 3 つのポリシーについて丁寧に説明を行っている。 

外部診断テストについては、平成 28（2016）年度から総合ビジネス学科では「社会人基

礎力診断」を実施しており、児童教育学科についても令和 3（2021）年度から「NTI 検査」

を導入することによって、ディプロマ・サプリメントとして学生へ配布することができてい

る。本学のシステムとの関連で、今後両学科ともにどのようにそれを可視化していくのかは

今後の課題である。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献］ 

［区分 基準Ⅰ-C-1 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

 

＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 

本学は建学の精神に基づいた教育目的において「２．平和を志向し，地域創生へ参画する

ことのできる人」を、教育目標において「２．愛情にあふれ、人を尊び、平和を願い、積極

的に地域社会との関わりを持つ意欲と能力を身につけるための実践的な学習活動の展開」

と示しており、本学のガバナンス・コードにおいても「４．地域貢献 （１）本学は、社会

的責任を果たすために、その使命に鑑み、内外のステークホルダーとの関係を密にし、地域

貢献に努める。」と定めている。 

地域社会に向けた公開講座等については、公開講座委員会を中心として総合ビジネス学

科、児童教育学科、教育研究部（図書館、教育実践研究支援センター、子育て・とも育ち支

援室）等から提案された講座を地域に開放して実施している。 

令和 6（2024）年度は３つの公開講座を実施した。令和 6（2024）年 11 月 9 日（土）に

は、子育てとも育ち支援室主催で、令和 6 年度に行った公開講座のパート２として医療法人

愛燦会発達神経クリニックプロップの理事長・院長城間直秀先生による第１回公開講座を

実施した。令和 7（2025）年 2 月 8 日（土）には、図書館主催で第 2 回公開講座として本学

専任教員の玉城哲人先生による講座を行った。また、令和 6（2024）年 2 月 27 日には、子

育て・とも育ち主催のリカレント講座として本学名誉教授の講座を実施し、幅広い年代の卒

業生が参加し学びを深めた。 

生涯学習事業としては、子育て・とも育ち支援室が主管となり、児童教育学科と連携をし
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て 2 年次ゼミナール生を中心にした「こどもフェスタ」を令和 6（2024）年度も実施し、学

生は学びの成果を披露する場として地域の親子へ遊びを提供し、来場した約 600 名の保護

者や子どもたちから喜ばれた。 

また、子育て中の保護者と乳幼児（0～2 歳）を対象とした子育て・とも育ち支援室「とも

とも」では、同窓会の保育士 2 名と子育て・とも育ち支援室スタッフとで連携をして年 5 回

開室し、卒業生や近隣の親子へ遊びを提供した。 

令和 4 年度 7 月の免許施行規則一部改正に伴い、教員免許更新講習として実施していた

いきいき白ゆり講座事業は発展的解消となった。これに代わる文部科学省の「新たな教師の

学びの姿」研修補助事業について教育実践研究支援センターを中心に検討を開始し、同支援

センターの事業に位置付けた。令和 5 年度はその内容について検討したが、補助事業に参画

するのは困難であるが、本学の教員の教育成果を地域へ還元する仕組みを残していくこと

は継続することが望ましいとなった。令和 5 年度は「子どもと絵本」の科目を担当する非常

勤講師と専任教員とで作成した絵本リストを監修・発刊したが、令和 6 年度は予算が削られ 

成果物の発行はかなわなかった。 

大学所在地である与那原町と与那原町教育委員会及び本学は、相互発展を目的とし、資源

及び研究成果等の交流を促進し、まちづくり地震・津波の避難訓練実施、産業、観光、教育、

文化、福祉等の分野で連携・協力するため、平成 27（2015）年に 2 つの協定「与那原町並

びに与那原町教育委員会と学校法人嘉数女子学園 沖縄女子短期大学との包括的な連携・協

力に関する協定書」、「津波時における避難施設の使用に関する協定」を締結した。前者につ

いては、14 項目の連携事項を設定し、総合的、具体的な事業を展開できるようになってい

る。令和 2 年度から取り組んでいるオンラインによるインターンシップは、令和 6 年度は

オンラインと対面を併用する形で、企業も交えて与那原町の課題解決に向けて取り組みを

試みたが、応募者がいなかったため開催しなかった。企業を対象としたインターンシップは

対面で開催され、総合ビジネス学科の学生 2 名が参加した。 

さらに、教育実践研究支援センターの中核事業の一つである「地域連携」として、5 市 2

町 1 村（那覇市教育委員会：平成 19(2007)年、南城市教育委員会：平成 20(2008)年、豊見

城市教育委員会：平成 21(2009)年、糸満市教育委員会：平成 23(2011)年、八重瀬町教育委

員会：平成 24(2012)年、浦添市教育委員会：平成 27（2015）年、北中城村教育委員会：平

成 27(2015)年）及び平成 26（2016）年に南部広域行政組合教育委員会（島尻教育研究所）

以下、（島尻教育研究所という。）と協定を結んでいる。同協定書に基づき、これまで教育委

員会主催の研修会へ本学教員を講師として派遣するとともに、学生の学修支援に資するた

め、教育委員会所管の小学校の授業参観や研究報告会への学生の参加等を行ってきた。とり

わけ、島尻教育研究所とは同研究所の研究報告会への学生・教員の参加及び本学の授業に研

究所の指導主事・長期研究員を講師として招き、学生への指導等をいただいてきたところで

ある。令和 6（2024）年度も島尻教育研究所の研究員の協力を得て、児童教育学科初等教育

コースを対象とした全２回の特別授業を実施し、教職課程の充実を図った。また、本学の専

任教員 5 名を同教育研究所主催の幼児教育研修会等へ講師として派遣するなど、相互連携・

協力を継続している。 

また、協働研究協力校として、学校、保育園、認定こども園（以下学校等という。）との

交流を図り、将来の教師・保育士を目指す取組及び地域、学校等と連携を図っており、令和
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6（2024）年度は 2 校 3 園が協働研究協力校となっている。令和 6 年度もセンタースタッフ

が中心となり、それぞれの協働研究協力校に担当者を置き、学生を連れて見学へ行くことや、

園内研修にて講師となるなど、関わりを持てるような仕組みを継続した。 

協働研究協力校・園には、年度の終わりに研究の成果と課題を「協働研究協力校・園活動

報告書」を提出して頂いている。教育実践研究支援センターは令和 4 年度まで研究報告書・

指導案綴（抜粋）を制作して学生・教員の授業での活用に資していたが、利用率が低いこと

や経費削減の観点から総合的に判断をして、令和 5 年度からはセンター広報誌に研究成果

と関わった教員のコメントを掲載して、市町村教育委員会等へその成果を周知している。 

さらに、近隣の沖縄県立知念高等学校と高大連携事業に関する協定を結んでおり、高大連

携事業の更なる充実・発展を目指し、協定書の見直しと両学科において先行履修科目の設置

等について検討され、令和 4(2022)度より先行履修科目として、総合ビジネス学科は「コミ

ュニケーション概論」、児童教育学科は「学びの基礎演習」と題し、「子どもと造形」や「子

どもと音楽」、「アカデミック・スキル」の獲得を中心とした授業（全 8 回 1 単位）を 2 月に

計画した。令和 6(2024)年度は総合ビジネス学科では、受講希望者７名（高校生２名、在学

生５名）で実施した。児童教育学科では初等教育コース及び心理教育・福祉教育コースの受

講希望者 6 名を対象に計画した授業を実施した。 

学社連携部の産学連携推進センターでは、令和 3(2021)年度以降、継続して沖縄県未来の

IT 人材創造事業に採択されており、令和 6 年度も本学が拠点となり県内の児童等にオンラ

イン教材を活用したプログラミング学習に関する主体的で対話的な学びの機会を創出し、

オンライン教材での学習手法を普及させることを事業として行なった。 

本学施設等を活用した体験型のプログラミング講座を全 53 回開催し、受講１回完結型で

終了する動画教材を活用した学習プログラムとして実施した。第１期から第５期の学習プ

ログラムは毎期で異なるものを提供し参加人数は 540 名であった。同時開催プログラムと

して、保護者を対象とした IT に関する職業・就業に関するセミナーも実施し、参加した保

護者は 346 名であった。また、受講 3 回完結型の学習プログラムをプログラミングスクー

ルと称して全 34 回実施しており、640 名の児童の参加があった。本事業で創出したオンラ

イン教材を活用する指導・学習方法等を 8 小学校等で全 38 回にわたり巡回授業として 1185

名の児童等に実演を行った。本事業の実施に際して、学習プログラムの開発は企業等と共同

研究契約を締結しており、県・市町村教育委員会は後援機関として周知活動を行なっていた

だいている。また小学校巡回授業については、実施する小学校と依頼文等を交わしており、

産業界・行政（教育委員会等）との連携による地域貢献を本事業で実現できている。 

本学は与那原町と包括的な連携・協力に関する協定を締結している。総合ビジネス学科と

児童教育学科の学生が与那原町東浜の「与那古浜公園」のイルミネーション事業に企画の段

階からボランティアスタッフとして参加している。また、大学コンソーシアム沖縄の事業で

ある「子どもの居場所ボランティア」に学生が登録し、事前研修を受けて派遣されている。

児童教育学科では、これまで協定を結ぶ市町村との連携を踏まえて、ボランティア派遣の推

進を図っていたが、この取り組みは令和元（2019）年度より「保育・教育インターンシップ

Ⅰ・Ⅱ」として教育課程に位置づけられている。学生は、保育園、幼稚園、小学校、社会福

祉施設、児童館等の教育・福祉現場を中心に訪問するが、学生にとって直接子ども達や教師、

支援者等と関わり、実践的に学ぶことができる貴重な機会となっている。 
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児童教育学科 2 年次がゼミナール学生を中心に学びを披露する場として地域の子どもた

ちに遊びを提供するこどもフェスタは、新型コロナウイルス感染症防止のために 4 年ぶり

に開催した昨年度に引き続き、令和 6（2024）年度も実施し、たくさんの来場客から喜ばれ

た。 

また、教育実践研究支援センターの附属施設として「子育て・とも育ち支援室」が地域の

子育て家庭が気軽に立ち寄れる場として提供されていたが、令和 4 年度までは、新型コロナ

ウイルス感染症防止の観点から開室することができなかった。令和 6(2024)年度はコロナ前

の方法で同窓会の保育士 1 名と、とも育ち支援員とで連携をとり、6 月・8 月・10 月・12 月・

2 月に開室し、およそ 1～5 組の親子が利用した。 

地域・社会への貢献についての取り組みについては、各部署において実施した際に、また

は年度の振り返りを通して、定期的に点検している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献の課題＞ 

 総合ビジネス学科では、学生支援課との協力事業は今後も実施していく。課題としては、

地域住民をはじめとする来校者との接触の機会が少ない点である。これについては、就職活

動の学内企業説明会において、学生へ社会貢献の仕組みを考えてもらう機会を増加させる

方法が考えられる。また学園祭（沖女祭）において、来校者へのサービス（企画）を通して、

学生のビジネスマナーなどのレベルの高さを知ってもらうことで、地域人材育成を担う拠

点であることを周知できると考える。 

 教育実践研究支援センターにおける地域貢献の代表的な取り組みである協働研究協力校

と本学教員との取り組みが、昨年度よりも活性化している。年に 2 回の合同会議も、小学

校、認定こども園、保育所のそれぞれ置かれている課題について情報提供と意見交換をする

場ともなっているが、連携があまりとれていないところもあるため、次年度はもっと促進し

ていきたい。公開講座やリカレント講座については予算削減により、次年度は規模や開催の

見直しを余儀なくされている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献の特記事項＞ 

子育て・とも育ち支援室主催の地域の子育て世帯へ向けた「ともとも」の実施については、

同窓会とも連携がとれて、2 人体制で実施することができた。回数を増やしたいが、玩具が

少なく、マットなどの老朽化が課題であり、次年度は環境整備に力をいれたい。 

図書館の絵本コーナーは、乳児連れでも来れるようになっているが、マットが老朽化して

いる。また、今年度学園祭にて、学生によるおはなし会を絵本コーナーで行なったが、レイ

アウトを変えるのが難しかったため、次年度は環境整備を行いたい。 
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［テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証］ 

［区分 基準Ⅰ-D-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んで

いる。］ 

＜区分 基準Ⅰ-D-1 の現状＞ 

自己点検・評価活動等を実施するために、本学における点検・評価を適切、かつ、円滑に

実施することにより、改革・改善を推進し、本学における教育研究活動等の水準の向上・充

実に資することを目的とした「沖縄女子短期大学自己点検・評価規程」を定めている。また、

その自己点検・評価業務を円滑に実施するために必要な事項を「沖縄女子短期大学自己点

検・評価推進委員会規程」において定めている。また、これらの規定に基づき、本報告書に

既述のとおり（P13「2．自己点検・評価の組織と活動」）の組織を整備している。 

自己点検・評価委員会およびその長である学長の指揮のもと、教職員個人、各学科、各課・

部署等において、年度末に振り返りを行うことで次年度の改善につなげる取り組みが行わ

れており、PDCA サイクルを用いて定期的に自己点検・評価を行っている。 

自己点検・評価報告書は原則として年度毎に作成し、公表することとしているが、平成 29

（2017）年度及び平成 30（2018）年度についてはまとめて作成した。令和元（2019）年度、

令和 2（2020）年度の自己点検・評価報告書の作成については時期が遅れるものの、令和 3

（2021）年度以降は所定の時期に作成している。いずれの年度の報告書についても定期的に

公表している。 

自己点検・評価活動には、理事長及び学長のリーダーシップの下、原則としてすべての教

職員が関わることが学内において周知されており、実際に上述の通り、教職員個人、各学科、

各課・部署等において検討される自己点検・評価活動の内容に基づいて自己点検・評価報告

書が作成されていることから、活動には全ての教職員が関与している。 

自己点検・評価活動には、高等学校等の関係者との意見交換にもとづく提案や改善点が盛

り込まれており、地域・社会との連携のあり方や入試情報の提供・解説等の改善に資するも

のとなっている。 

自己点検・評価活動は、その活動自体が全教職員の改革・改善の意識・能力に影響を及ぼ

すものであると同時に、結果から導き出される改善計画に沿った業務の遂行と調整、さらに

それらの効果測定というように業務全般が PDCA サイクルに基づいていることから、有効に

活用できているといえる。令和 4(2022)年度は一般財団法人大学・短期大学基準協会による

認証評価を受審し、評価員等からの意見を踏まえてより具体的に改革・改善につながる取り

組みが行われており、令和 5(2023)年度以降も継続して取り組まれている。 

 

［区分 基準Ⅰ-D-2 教育の質を保証している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-D-2 の現状＞ 

学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法について、令和 2（2020）年度に短期

大学全体及び総合ビジネス学科として、令和 3（2021）年度に児童教育学科として、以下の

通り、アセスメント・ポリシーを策定した。アセスメント・ポリシーは、短期大学全体レベ

ル（機関レベル）、学科レベル（教育課程レベル）、科目レベル（個々の授業レベル）におい

て、3 つのポリシーに基づく評価時期に応じて策定している。学習成果を可視化することで、

学科の教育成果を測定・評価し、教育の改善に繋げている。策定したアセスメント・ポリシ
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ーは教育の質を保証し、向上及び充実に向けて取り組むため、年度末に学科会議において内

容の再確認等を行い教育の改善等に取り組んでいる。 

 

①機関レベル 

評価時期 
入学時 

(入学前・入学直後) 
在学中 卒業時・卒業後 

評価指標 入学者受入れの方針 教育課程編成・実施の

方針 

卒業認定・学位授与の

方針 

短期大学 

全体レベル 

（機関レベ

ル） 

 

・入学前課題 

・入学願書の記載内容 

・出身校の調査書の記

載内容 

・入学に関するアンケ

ート調査 

・各種入学試験 

（口述、面接、小論文、

一般教養、学力等） 

・カリキュラムマッ

プ、ツリー 

・GPA 

・修得単位数 

・休学率・退学率 

・学生生活・学習状況

アンケート 

・学生の受賞 

・資格試験・検定試験

合格者数 

・学位授与数（GPA・修

得単位数） 

・就職率 

・地元就職率 

・進学率 

・卒業時アンケート 

・免許・資格取得者数 

・検定試験合格者数 

・外部評価 

 

②教育課程レベル（総合ビジネス学科） 

評価時期 
入学時 

(入学前・入学直後) 
在学中 卒業時・卒業後 

評価指標 入学者受入れの方針 教育課程編成・実施の

方針 

卒業認定・学位授与の

方針 

学科レベル 

（教育課程 

レベル） 

 

・各種入学試験に係る

出願書類の記載内容 

・各種入学試験 

（口述、プレゼン、面

接、小論文、学力等） 

・入学前課題 

・GPA 

・修得単位数 

・単位認定状況 

・休学率・退学率 

・検定合格者数 

・資格取得者数 

・自己点検・評価表 

・外部診断テスト（社

会人基礎力診断）およ

び振り返り 

・学修ポートフォリオ 

・学修計画書 

・学位授与数 

・資格取得者数 

・就職率 

・就職先アンケート 

科目レベル 

（個々の 

授 業 レ ベ

 ・卒業論文及び口述試

験ルーブリック（評価

指標） 
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ル） ・学生の授業に関する

評価 

 

③教育課程レベル（児童教育学科） 

評価時期 
入学時 

(入学前・入学直後) 
在学中 卒業時・卒業後 

評価指標 入学者受入れの方針 教育課程編成・実施の

方針 

卒業認定・学位授与の

方針 

学科レベル

(教育課程

レベル) 

・各種入学試験に係る

出願書類の記載内容 

・各種入学試験（口述・

面接・小論文・一般教

養・学力等） 

・入学前課題 

 

・GPA 

・修得単位数 

・単位認定状況 

・休学率・退学率 

・免許取得者数 

・資格取得者数 

・DP に対する自己評価

（「卒業までに身につ

けている力」振り返り

シート） 

・保育・教職実践演習自

己評価「必要な資質能

力の振り返りシート」 

・実習先による評価（※

上記振り返りシートを

想定） 

・外部診断テスト（NTI

検査） 

・学位授与数 

・免許取得者数 

・資格取得者数 

・就職率 

・卒業生状況評価 

・外部診断テスト（NTI

検査） 

科目レベル

(個々の授

業レベル) 

 ・成績評価（ルーブリッ

ク含む） 

・学外実習評価（アクテ

ィブ・ラーニング含む） 

・学生の授業に関する

評価 

・学修履歴（履修カル

テ） 

 

 

具体的な査定の手法と PDCA の方法は以下の通りである。 

 

①授業科目ごとの測定・把握方法 

 教員は各授業科目において卒業認定・学位授与の方針に基づく到達目標を反映させたシ
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ラバスを作成し、そのシラバスに従って授業を実施している。学習成果は試験、レポート、

提出物、授業の参加度等で測定している。学期末の授業評価アンケートやＦＤ研修、専任教

員によるティーチング・ポートフォリオ実施等を通じて、授業改善に取り組んでいる。 

 

② 授業期間終了後の測定・把握方法 

＜総合ビジネス学科＞ 

 学生の単位修得状況については、学科会議において GPA 一覧表にて把握している。学期ご

とに（2024 年度通年・１年次を下記に掲載）GPA や受講態度等を考慮して、各学年 3 名を最

優秀学生として、学科オリエンテーション時に表彰している。 

学科オリエンテーションの際に成績と単位取得の状況や GPA 等を学修ポートフォリオに記

入させ、それを基にゼミナール担当教員が指導及び助言を行っている。学修ポートフォリオ

には「各学期の GPA が 1.5 未満の場合は、指導教員による個別面接・個別指導を行う。」、

「二期連続して GPA が 1.5 未満の場合は、保護者同席の上、指導教員による個別面接・個別

指導を行う。」と記載している。2 年次学生については、入試種別による GPA 平均値を算出

し、学習成果の把握につなげている。 

 

令和 6（2024）年度入学者入試別 GPA 平均値（通年） 

入試種別 総合ビジネス学科 

総合型選抜Ⅰ期 2.97 

学校推薦型選抜（指定校型） 3.33 

学校推薦型選抜（公募型） 3.22 

総合型選抜Ⅱ期 3.4 

総合型選抜Ⅲ期 2.94 

一般選抜Ａ日程 3.08 

 

1 年次学生については、初年次教育科目として設置している必修科目のフレッシュマンゼ

ミナールⅠ（前期）において、主としてアカデミックスキルの獲得と向上に向けた授業を行

っている。同じく必修科目のフレッシュマンゼミナールⅡ（後期）では、経済産業省が提唱

している「社会人基礎力」の向上を目指した授業を展開している。1 年次の後期の終わり頃

には日経 HR 社の社会人基礎力診断を実施している。社会人基礎力診断の結果を学科会議に

て報告している。 

 

2024（令和 6）年度社会人基礎力診断結果(2025 年 1 月実施） 

12 の能力要素の学科平均を確認した結果、12 能力要素のうち 11 能力要素において全国

平均を上回っている。 

 

12 能力要素 学科平均 全国平均  差異 

主体性 62.38 53 9.38 

働きかけ力 68.47 58 10.47 
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実行力 66.88 58 8.88 

課題発見力 79.91 72 7.91 

計画力 67.33 63 4.33 

創造力 75.71 65 10.71 

発信力 67.03 66 1.03 

傾聴力 85.79 79 6.79 

柔軟性 75.42 68 7.42 

情況把握力 79.39 71 8.39 

規律性 68.21 55 13.21 

ストレスコントロール力 59.36 62 -2.64 

 

＜児童教育学科＞ 

授業期間終了後の学生の単位修得状況については成績通知書で把握している。さらに、学

科会議や IR 推進室からの各学期の GPA2.0 未満の学生について情報提供がなされ、これを

学科会議で共有している。 

令和 6（2024）年度入学者入試別 GPA 平均値（令和 6（2024）年度通年） 

受験種別 児童教育学科 

総合型選抜Ⅰ期 2.95  

総合型選抜Ⅱ期 2.25  

学校推薦型選抜（指定校型） 3.22  

学校推薦型選抜（公募型） 2.41  

一般選抜Ａ日程 3.09  

一般選抜Ｂ日程 3.60  

社会人選抜Ⅰ～Ⅳ期 3.20  

また、学生個々人でファイリングしている「履修カルテ」には各学期の受講科目ごとに自

己評価や振り返りの記述を行うことで、実際の単位修得状況や成績評価と組み合わせた振

り返りを行うとともに、学生に対して主にクラス担任が指導及び助言を行っている。この

「履修カルテ」は 2 年後期に開講している「保育・教育実践演習（保･幼･小）」の最終課題

に活用している。上記の振り返りに加えて、「卒業認定・学位授与の方針」に関する自己評

価を実施した。さらに、令和 3(2021)年度より導入した外部診断テストである NTI(Nersery 

Trait Inventory)検査（以下、「NTI 検査」とする）を実施した。これらの結果については、

最終的に卒業式の時点で「児童教育学科ディプロマ・サプリメント（学修成果到達度シート）」

として個別にフィードバックした。 

それとともに、各学期の授業開講時期の終了後に行われる各種実習においては、実習先か

ら返送される実習評価票に基づき、各実習の事前及び中間の指導を通した評価も踏まえな

がら、実習の事後指導として全体の振り返りの機会を設定しており、各実習指導の担当教員

によって個々の学生に対する指導及び助言を行っている。 

査定の手法については、両学科とも GPA の結果や外部テストを導入しており、運用上の問

題はなく、現行の手法を継続する予定だが、今後は定期的に点検していく。 
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両学科とも、学校教育法、短期大学設置基準、免許・資格関連の法令・規程の変更などを

確認し、法令遵守に努め、教育活動を展開している。文部科学省等からの法令に関する通知

文書は、関係部署から、担当教員にその写しが配布され、内容によっては、教学委員会、学

科会議、部署長等会議、教授会での情報共有が図られている。 

また、全国大学実務教育協会の規程の変更や、教職課程に関する法令の変更等があった場

合は、学科会議にて情報を共有し、届け出書類の提出が生じた際には担当する教員と教学課

職員が連携して速やかに書類を作成し、学科会議にて点検し、提出している。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証の課題＞ 

学習成果を焦点とする査定の内容や方法は多岐にわたり、それらについて学生・教職員・

地域の三者が等しく理解することは容易ではない。建学の精神や教育の目的・目標に沿った

教育がどのような内容と方法で行われ、その結果としてどのような学習成果が得られるの

かということについて、さらに議論を深め、妥当性と信頼性が一層高まるように定期的に点

検しなくてはならない。また、学習成果の明確化と学内・学外への周知を行っていくことが

課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証の特記事項＞ 

高等学校の校長先生方を対象に、前年度に引き続き第 4 回「魅力ある大学づくり」懇談会

を実施した。本年度は、対象校を普通高校と職業高校に分け本大学に求めること等について

聴取することができた。次年度も実施していく予定である。 

令和 6（2024）年度も卒業生の就職先アンケートを教育活動に活かしている。児童教育学

科においては、教学課と連携し、新型コロナ禍が落ち着いた社会状況における現場での各種

の実習実施に向けて取り組んでいる。小学校教員免許取得に係る「介護等体験」について、

令和 6(2024)年度から学外での現場体験が再開された。 

 

＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

① 建学の精神や教育研究上の目的の点検及び公表 

建学の精神や教育研究上の目的については定期的な検討を行なっているが、前回認証時

から現在に至るまでに変更となった箇所はない。建学の精神等を学内外に広く公表するこ

とは、学長はじめ教職員がさまざまな機会を利用して周知に努めており、従前と比較して共

通理解の程度が増加している。 

② 全学的な教育目的・目標の点検及び公表 

全学的な教育目的・目標の点検及び公表は予定通り実施されている。 

ただし、前回の認証評価の受審準備に当たり、建学の精神に基づく教育目的、教育目標に

ついて、各項目の位置づけや項目間の整合性について整備する必要が確認された。これを踏

まえて、理事長・学長を中心に部長等による協議を始めている。 

③ 学習成果と建学の精神や教育研究上の目的等との対応の検証 

学習成果については、建学の精神や教育研究上の目的に基づいて、教育課程の履修を通し
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て学生が身につける資質・能力を 3 つの力を教育目的として定めており、これらの目的が達

成された状況を短期大学としての学習成果として位置づけている。さらに学科ごとの 3 つ

の方針に沿った形で整備している。 

ただし、前回の認証評価の受審準備に当たり、学習成果について、建学の精神やそれに基

づく教育目的、教育目標等、各項目の位置づけや項目間の整合性について整備する必要が確

認された。これを踏まえて、理事長・学長を中心に部長等による協議を始めている。 

なお、これらは学内外に公表されている。 

④各学科における学生の自己評価に用いる評価項目の再検討 

総合ビジネス学科の自己点検・評価表や児童教育学科の履修カルテ等の評価項目につい

ては、各学科の教育目的・目標とより関連の高いものになるよう、再検討し、その内容や利

用方法については定期的に点検が行われることによって、学習成果の把握や効率的な指導

にとってより有効な仕組みに改善がなされている。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

大学入試制度改革を機に、建学の精神や教育研究上の目的、3 つのポリシー等の詳細を点

検したが、学習成果の観点から改めて全学的な組織において確認する。多面的な視点から学

習成果を査定することについての内容や方法を整理し、妥当性や信頼性を高めることで、学

習成果を明確化できるよう、アセスメント・ポリシーを点検するよう、議論を深めていく。

引き続き入学から卒業までの一貫した教育活動においてそれらがどのように具現化されて

いるのかを継続的に点検することによって、地域における本学の役割を明確にし、これらを

内外に周知することが重要である。そのためにも、学生の就職先や卒業生などを対象とする

アンケート結果をさらに学内で有効活用する条件を整備し、それらも学内で活用しつつ、ル

ーブリック評価基準を両学科において明確にして、学生に浸透させていくことを試みる。地

域社会のニーズや学生の状況等を考慮しながら、定期的に点検を行う。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

［区分 基準Ⅱ-A-1 卒業認定・学位授与の方針に従って、単位授与、卒業認定や学位授与

を適切に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 

単位授与については本学学則第 15 条に基づいて、授業科目を履修した者には試験及び出

席状況、その他によって認定の上、単位を与えている。 

両学科とも CAP 制を導入しており、総合ビジネス学科では年間履修可能な単位数を 40 単

位と定めている。ただし、40 単位を超える学生については、指定の様式「40 単位超過申請

書」の提出を求め、GPA や受講態度、超過理由により、申請許可について学科会議で審議し

ている。児童教育学科では学期ごとに履修可能な単位数の上限を 35 単位として設定してい

る。 

単位授与、卒業認定や学位授与が適切に運用されていることの点検については、次のよう

に実施している。まず、単位授与については、各教員が各学期の成績評価を提出する際に、

単位認定報告（Excel）を提出することで、学生個人の成績評価について点検が実施されて

いる。また、卒業認定や学位授与については、教学課にて作成された成績一覧をもとに２月

の学科会議において卒業判定を実施しており、その際に運用と同時に制度面の点検（振り返

り）を実施している。卒業認定については学科会議、教授会の議を経て認定を行っており、

適切に運用している。 

進級判定について、両学科では１年次から２年次に進級する際に条件を設けていない。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。］ 

＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 

教育課程編成・実施の方針に基づいて各学科の学習成果に対応した授業科目を編成して

いる。 

総合ビジネス学科では、社会人基礎力を備えたビジネスパーソンを目指し地域社会に貢

献出来る人材の育成を目指し学位授与の方針に基づく学習成果を達成するために、体系的

に教育課程を編成している。1 年次のフレッシュマンゼミナールⅠ・Ⅱを履修することで、

短期大学での学びのスタートであるアカデミックスキルを身に着け、経済産業省が提唱す

る「社会人基礎力」の能力として定義されている、課題発見力、計画力、創造力、実行力や

コミュニケーション能力、状況把握力、踏み出し力の素養が身につく教育プログラムを組ん

でいる。共通科目では基礎教養や基礎学力、沖縄（郷土）関連科目を通して幅広い教養を養

い、専門教育科目では、経営学、経済学、法律、簿記、心理学、観光学等の講義科目を幅広

く学べるほか、ビジネスマナーやコンピュータスキルを向上させながら人材の育成を目指

して教育活動を展開している。 

また、令和５年度より数理データサイエンスを開講し、教育ＤＸを具体的にスタートさせ

た。2025（令和７）年 2 月には、リザンシーパークホテル谷茶ベイ（沖縄県国頭郡恩納村谷

茶 1469）に「ホテル見学ツアー」と題し総合ビジネス学科学生 20 名（及び児童教育学科学

生 3 名）と本学科教員も参加した。学生にとって宿泊業の現場を見学することは、日頃の学

様式 6－基準Ⅱ 
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びそして、就職活動にも有意義な経験となった。 

児童教育学科では、児童福祉法施行規則ならびに教育職員免許法施行規則を順守し、教養

科目や保育・教育に関する専門科目を体系的に配置した教育課程の中で、教養科目、専門科

目（卒業必修科目と選択科目）に分けて編成している。教養科目では、郷土の文化や歴史、

異文化理解と多様性の受容等に繋がる科目を開設している。専門科目では、資格・免許に関

連する科目を体系的に順序立てて提供している。編成の特色は、学習成果の重点項目である

資格・免許取得に関連して、実習を核としたカリキュラムを編成し、また、授業科目間の授

業内容の連続性や順次性を考慮して開講時期を設定するなどの工夫をしている。平成 28

（2016）年度の点検を通して、教育課程の順序性、関連性を体系化してわかりやすく提示す

るために、カリキュラムツリーを策定したが、同年の児童福祉法の改定により、保育士養成

課程のカリキュラム改定がなされたことや平成 29 年（2017）年教育職員免許法の改正によ

り、教職課程のカリキュラムの改正がなされたことを受けて、再度、カリキュラムツリーの

検討を行った。その後、令和 3（2021）年の学科 FD 及び学科会議において新たなカリキュ

ラムツリーを作成し、令和 4（2022）年度より学生へ配布している。 

本学は専門職学科を設置していないため、該当しない。 

両学科とも、平成 28（2016）年度の点検を踏まえて、シラバスには学習成果の獲得とし

ての授業の到達目標、卒業認定・学位授与の方針との対応、授業概要、授業計画（授業回数

及び授業時間数）、事前・事後の時間外学習、成績・評価の方法・評価基準、テキスト、参

考資料、オフィスアワー、、ディプロマポリシー(DP)と授業の対応、アクティブラーニング

の実施、授業や課題に対するフィードバックを明示している。各授業の初回において、シラ

バスが活用されている。総合ビジネス学科では、成績評価の具体的な評価方法について学科

会議において検討し、令和 4 年度より学生への周知を行い、成績評価の可視化及び具体的な

理解を深めるため成績評価基準表の作成を行った。FD 活動を通して、非常勤教員との成績

評価に関する意見交換等を行っている。 

教員は、学生による授業評価を学期ごとに受けている。授業評価の結果の個票には、教員

個人の授業評価アンケートの集計結果と全教員の平均値、学生からの自由記述が掲載され

ている。令和 3（2021）年度からは、ティーチング・ポートフォリオ等において授業評価の

結果を活用している。総合ビジネス学科では教員自らのフィードバックに活かすとともに、

ティーチング・ポートフォリオへの改善点についても意見を収集している。 

教員は、同一科目を共有する担当者間で可能な限りシラバスの共通化を図り、さらに、学

科会議等で講義の進行状況を公表し、授業内容について授業担当者間での成績不良や受講

態度等で気になる学生について、意思の疎通、協力・調整を図っている。また、専任教員は、

担当する関連科目担当の非常勤教員とも休み時間や合同 FD 研修会において適宜連携を取り、

情報共有を図っている。 

両学科とも、通信による教育は実施していない。 

両学科ともに、教育課程は学科、教学部（教学委員会）が中心となって随時継続して点検

している。教育課程の見直しは教育の質保証や学生の実態を考慮しながら、学科会議等を通

じて定期的に行っている。総合ビジネス学科では、高大連携を踏まえ先行履修科目として

「コミュニケーション概論」を開講した。入学予定者（高校生）２名が参加した。また本授

業は現行の１年次にも開講されているので、入学者は先輩と一緒に授業を受けることがで
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き、授業雰囲気を感じとれる時間にもなった。児童教育学科では、2 月に「学びの基礎演習」

（1 単位）を６名対象に実施した。 

本学は専門職学科を設置していないため、該当しない。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培うよ

う編成している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 

両学科に共通する授業科目として共通科目を開設しており、これらの授業科目において

教養教育を位置づけている。令和 3(2021)年度より、共通科目を社会科目群、生活科目群、

自然科目群、情報科目群、キャリア科目群、郷土科目群、健康科目群、国際科目群、健康科

目群、日本語科目群、外国語科目群に新たに分類し直し、専任教員のほか、非常勤講師が科

目を担当している。 

専門科目を学ぶ基礎的な科目を学び、それらを発展させ専門科目、職業人及び社会人とし

て必要な汎用的なスキルを培う科目を共通科目に配置している。キャリアの育成、コミュニ

ケーション能力の向上、情報機器能力の向上などを基礎に置き専門科目へと連動させてい

る。特に、沖縄県の基幹産業である観光に関しては郷土について学べる科目として「沖縄と

文化」、「沖縄の歴史と文化」、「沖縄の方言」、「生活と芸術」等を開設している。総合ビジネ

ス学科では「生活と芸術」において沖縄の伝統芸能も取り入れるなど、専門教育科目である

観光関連の科目と関連しており観光を学ぶ上での素地が身につくように科目間の関連を持

たせている。児童教育学科では保育・教育現場における児童とのかかわりなどを意図して、

すべてのクラスについて「教養演習」を開講し、幅広い教養を身につけることで専門的な学

習の基礎的な視点につながるようにしている。また、「沖縄の歴史と文化」や「沖縄と方言」

などを開講して郷土の伝統文化を学び乳幼児の保育・教育の実践に生かせるようにしてい

る。なお、令和元(2019)年度より、本学と姉妹校提携している岐阜女子大学との新規取り組

みとして日本語教員免許取得のためのカリキュラムが開講されることとなった。日本語教

員資格は、岐阜女子大学（沖縄サテライト校）へ編入または進学し、所定の授業科目を履修

の上、取得可能な資格となる。編入を見据えた学生の履修環境を考慮して、本学 1 年次か

ら、初等教育コース学生のみ対象にした「日本語学研究Ⅰ」を 1 年前期に開講されることと

なった。また、令和 2（2020）年度からは「日本語学研究Ⅱ」、「書写書道の基礎」、「デジタ

ルアーカイブ」が履修科目として開講された。ただし、令和 4 年度入学生からは、「日本語

学研究Ⅰ」及び「日本語学研究Ⅱ」は時間割の過密なスケジュールとの関連で開講していな

い。 

これらの幅広い教養教育（共通科目）を配置し、受講することで形成される学びの基礎と

広い視点での物事を考える力と各学科の専門的な教育とを互いに補完する形で教育課程が

形成されている。 

教養教育の効果を測定・評価し、改善につなげる取り組みについては、科目担当者の単位

取得率の確認、授業評価アンケートの結果等で行っている。今後は、教養教育充実のため評

価に関する仕組みを構築していく必要性がある。 

 



39 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必要

な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-4 の現状＞ 

総合ビジネス学科では、1 年次のフレッシュマンゼミナールⅠ・Ⅱ、2 年次の卒業研究ゼ

ミナールⅠ・Ⅱにおいて就職活動の支援を行っている。学科の専門教育と教養教育を主体と

する職業への接続を図る職業教育として「女性とキャリアデザイン」、「特殊演習」、「特殊講

義」、「秘書学概論」、「秘書実務Ⅰ」、「秘書実務Ⅱ」、「ビジネス実務概論」、「ビジネス実務演

習Ⅰ」、「ビジネス実務演習Ⅱ」といった科目を設置しており、職業教育の実施体制は明確で

ある。また、実務家教員の採用により、社会のニーズを明確に学生に伝え、就職意識の向上

を行っている。教育課程外においても、教学課（就職）において就職関連の講座を多数開催

し、面接、就職、エントリーシートの書き方、自己分析等の支援を行っている。また、卒業

生へのアンケートや協定を結んでいる企業との意見交換等から得られた地域社会で必要と

される人材像を常に把握できる体制を形成している。 

児童教育学科では、教養教育をカリキュラム・ポリシーの 2．豊かな人間性を育むための

教養教育や実践を支える基礎学力を養うためのカリキュラムとして位置づけ、それが土台

となり、3．保育士資格、幼稚園教諭二種免許状、小学校教諭二種免許状、児童厚生二級指

導員資格を取得するためのカリキュラムの専門教育へとつなげ、すべては養成校での学び

の核となる 4．学外の保育所、幼稚園、小学校等と連携し、実践的に学習できるカリキュラ

ムの実習教育へとつながり、実践力を育てる職業教育を行っている。「教養演習」の内容に

ついて令和 4(2022)年度に抜本的に見直し、専任教員がオムニバス形式で担当し、初年次教

育として①大学における学習・生活スキルを習得し、②さまざまな学び・活動において学生

や教員とのコミュニケーションを通して、協同する力を高めるという到達目標を掲げた。そ

の中で、「保育者・教育者の先輩に聞く」と題し、現場の保育者・教育者、児童福祉施設職

員を招聘し、職業教育につなげている。また、同科目において社会人マナーや保育・教育の

専門職を目指す上での心得や 2 年間のカリキュラム等を踏まえて、2 年間を総括する科目で

ある「保育・教職実践演習」、保育・教育関連するテーマを深める「ゼミナール」に接続し

ている。また、教育研究部、教学部が主催するさまざまな就職支援活動を学生が積極的に活

用できる体制を整えている。 

教学課においては、総合ビジネス学科の学生に対し、入学後の 5 月からキャリアセミナー

を開催し、前期の期間に就職の基礎を学び、夏休みにはインターンシップ、後期からは合同

就職説明会等に参加、1 年次の 3 月（春休み）からは本格的な就職活動に対応できるよう、

短期間で力を高める必要があるためより手厚い支援が必要とされる。学内イベントは一般

的な就職支援の流れである「自己理解」・「環境理解」・「啓蒙的経験」・「意思決定」と、

「就職活動ハンドブック」を使用し支援をする。併せて、啓蒙的経験の蓄積を目的に、イン

ターシップや学外活動等の企画、参加の促しを行なっている。 

児童教育学科の学生向けには、学科の性質上、授業や実習をとおして「仕事理解」・保育・

教育関係の「啓蒙的経験」の機会に恵まれているが、「自己理解」や「キャリアプランニン

グ」の機会は少なく、保育・教育業界以外での知識や経験に偏りがある。「自己理解」を促
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す講座や、保育・教育業界以外での「啓蒙的経験」の機会を創出していくため、早期（2 年

次前期まで）に保育士総合支援センター職員による講話を児童教育学科と連携して実施し、

2 年次後期には時間を固定してセミナー等を開催し、求人票の見方、園研究などを行なって

いる。また、児童教育学科学生も一般企業への就職希望者は一定数おり、実習担当や担任等

と連携し、一般企業を目指す学生については早期の就職指導を案内できるような環境づく

りを行い、総合ビジネス学科の学生と共に支援している。 

総合ビジネス学科では、職業教育の効果としては就職状況を学科会議にて把握し、確認し

ている。また、ゼミナール担当教員が適宜、面談等を実施し、就職意欲の喚起に努めている。

また、令和 6（2024）年度は学園祭（沖女祭）の際に、卒業生との情報交換会を設け、その

内容を学科会議にて共有した。また、就職状況のほかに、資格の取得率（下記）も測定して

おり、得られたデータ等から支援する資格等の検討を学期末に行っている。 

 

 総合ビジネス学科 2025 年 3 月時卒業生 49 名中 

秘書士 32 名（65％） 

ビジネス実務士 24 名（49％） 

観光実務士 7 名（14％） 

医事管理士    8 名（16％） 

医療管理秘書士  8 名（16％） 

また、学生の資格取得を促す目的で、「検定合格者報奨制度」も実施している。 

就職担当の事務職員との連携を密に取りながら、学内で行われる就職関連事業等の活性

化及び学生への意欲喚起に随時努めている。 

児童教育学科では、職業教育の効果の測定・評価として学生が取得する小学校教諭二種免

許状、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格、児童厚生二級指導員資格、ピアヘルパー資格の

取得状況などを根拠に実施しているほか、就職状況を学科会議にて把握し、確認している。

また、ゼミナール担当教員や担任が適宜、面談等を実施し、就職意欲の喚起に努めている。

また、令和 2（2020）年度には、卒業生の就職先の企業等からの意見等を分析し、学科の職

業教育の内容及び効果について検討した。 

令和 6(2024)年度卒業生の免許・資格取得者数は次表の通りである。 

免許・資格 人数 

教員免許 
小学校教諭二種免許状 24 

幼稚園教諭二種免許状 159 

資格 

保育士資格 151 

児童厚生二級指導員資格 58 

ピアヘルパー 22 

認定絵本士 24 

 

令和 6(2024)年度の児童教育学科卒業生は 176 名であった。幼稚園教諭二種免許状につい

ては学科の卒業生の 181 名が取得している。また、初等教育コースの卒業生は 25 名であり、

うち 24 名が小学校教諭二種免許状を取得している。さらに、児童厚生員二級指導員資格を
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取得可能とする福祉教育コースでは、コース卒業生全員の 58 名が資格取得に至っている。

保育士資格は取得可能とする心理教育コース及び福祉教育コースの卒業生の 151 名が取得

している。ピアヘルパー資格については、心理教育コースの受験者 33 名のうち 22 名が取

得している。幼稚園教諭二種免許状、小学校教諭二種免許状、保育士資格、児童厚生二級指

導員資格、ピアヘルパー受験資格等の免許及び資格取得は学習成果の一つである。ただし、

各コースによって取得できる免許や資格は異なる。すべての免許・資格取得は卒業要件とせ

ず、学生の主体性に基づいて希望した免許・資格を取得することとしているが、取得希望者

に対する免許・資格の取得状況について学習成果を把握し、学科会議にて確認している。 

児童教育学科では、2 年間の総まとめの科目である「保育・教職実践演習」において、初

等教育コースでは模擬授業を、心理・福祉教育コースでは①「理想の保育者宣言」と②「理

想とする園の設計図」、②に紐付く「環境構成」の観点を踏まえた説明書を最終課題として

課している。各コース、複数の担当教員で、課題への主体的な取り組み状況、提出状況、教

育者、保育者としての専門価値、知識、技術の到達状況を把握している。また、令和 6（2024）

年度からはおもちゃインストラクターの養成講座を NPO 法人 芸術と遊び創造協会と共催で

実施し、令和 6(2024)年度は 24 名が受講している。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

新型コロナウイルス感染対策を機にこれまで授業・学習管理システムとして Google 

Classroom を導入してきたが、授業の質をあげるべく対面授業でも活用することとなった。

今後も有効に活用できるよう工夫したい。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 

コロナ禍が明け、令和 4 年度以降の授業は感染症防止対策を徹底しながら全面対面授業

となった。児童教育学科においては、令和 4 年度に聴覚に配慮が必要な学生が入学してきた

ことを機に、持病のある学生への対応など、令和 5 年度以降も引き続き学内及び非常勤教員

へのＦＤも複数回実施するなどして工夫したほか、資格、免許取得に向けての保育実習、施

設実習、幼稚園実習についても実習先との連携や配慮を行いながら取り組んだ。 

就職活動については、令和 6（2024）年度も与那原町と企業と合同でキャリアアップセミ

ナーを実施したほか、教学課主催のキャリアセミナーを複数回開催し、キャリア教育の充実

に寄与した。 

児童教育学科の実習訪問は、学生の指導を兼ねて卒業生の実態を聞くなど、効率的かつ効

果的な方法について検討する必要がある。 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果］ 

［区分 基準Ⅱ-B-1 短期大学及び学科又は専攻課程において、学習成果は明確である。］ 

＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

総合ビジネス学科の学習成果は、カリキュラムツリー及び履修モデルに示しているよう

に、基礎的な科目を初年次に配置しながら専門的な科目を卒業までの 4 学期にバランスよ

く配置している。カリキュラムツリーを明確化して学びの可視化を行うことで、少人数ゼミ
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ナール（フレッシュマンゼミナール、卒業研究ゼミナール）での指導を丁寧に行い、学生へ

の学習成果の周知も丁寧に行っている。学修成果を明確にするために、各教員が担当する科

目の到達目標、ディプロマ・ポリシーとの関連性、成績評価をシラバス上に明記し自らの学

びと学修成果の関連性を講義の開始時、ゼミナール等の時間を利用して、周知を行っている。

さらに、科目を習得することで資格認定が行われ、学習成果が社会で必要とされていること

を周知している。また、毎月ごとに行っている学生の自己点検活動を通して、学びの自己評

価を行いながら、各自の学習成果について把握に取り組んでいる。 

児童教育学科の学習成果は、学業成績、GPA、教育実習評価・保育実習評価、免許・資格

取得、「保育・教職実践演習」における初等教育コースの模擬授業の実践力と、心理・福祉

教育コースの“保育者宣言文”と“理想の園庭・園舎（環境構成図）”等の作成であり、具

体性がある。全ての学習成果は学生自身が明確に把握できると同時に、学科会議や卒業合否

判定会議等において教員も状況を確認している。 

総合ビジネス学科では、卒業までの 4 学期（2 年間）の学びの中で、各科目の到達目標の

明示並びに、資格取得や検定の合格に向けた科目を配置しているため、学習成果の獲得が可

能である。またそれらを学生に説明するためにカリキュラムツリーには開講年次、科目間の

関連性を分かりやすく明示している。 

児童教育学科の学習成果は、十分な学習成果が得られるように、各授業科目は 1 年次前期

から 2 年次後期まで学習効果を考慮して順序よく配置されており、カリキュラムマップ・履

修モデル等で示されるとおり、基礎教養科目から専門科目まで無理なく履修できるよう配

慮されている。実習指導の科目や学外実習の時期においても、他の科目との関連性や順序性

が考慮されている。 

総合ビジネス学科の学習成果は、資格の取得状況、社会人基礎力診断結果、GPA 及び科目

レベルにおいては授業担当の教員の成績評価によって数値化されており、測定可能である。

数値化された測定結果を三つの方針の見直し等にも活用している。さらに、卒業研究論文の

評価にはルーブリック評価基準を策定し、その評価基準は学生に公開されており、論文作成

への意識付けの役割を担っている。学生は 2 年間を通して、自己の学びの自己点検活動を実

施し、担当教員から随時学修に関するアドバイスを行える仕組みを保持しており、学習成果

の学生自身の自己理解に活用している。また、建学の精神の具現化を目的に必修科目として

取り入れている茶道では、講義終了時にお茶会を開き、華道は、学園祭の場で取り組んだ成

果を発表した。 

児童教育学科の学習成果は、GPA や修得単位数、免許・資格の取得状況、実習先による評

価、また、履修カルテにおける自己評価など、いずれも学生個人として具体的な数値あるい

は結果として把握できるものであるとともに、学科全体としての成果や達成状況を分析測

定し評価することも可能なものである。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得状況を適切に評価している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

教育課程編成・実施の方針に基づいて各学科の学習成果に対応した授業科目を編成して
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いる。 

総合ビジネス学科では、社会人基礎力を備えたビジネスパーソンを目指し地域社会に貢

献出来る人材の育成を目指し学位授与の方針に基づく学習成果を達成するために、体系的

に教育課程を編成している。1 年次のフレッシュマンゼミナールⅠ・Ⅱを履修することで、

短期大学での学びのスタートであるアカデミックスキルを身に着け、経済産業省が提唱す

る「社会人基礎力」の能力として定義されている、課題発見力、計画力、創造力、実行力や

コミュニケーション能力、状況把握力、踏み出し力の素養が身につく教育プログラムを組ん

でいる。共通科目では基礎教養や基礎学力、沖縄（郷土）関連科目を通して幅広い教養を養

い、専門教育科目では、経営学、経済学、法律、簿記、心理学、観光学等の講義科目を幅広

く学べるほか、ビジネスマナーやコンピュータスキルを向上させながら人材の育成を目指

して教育活動を展開している。 

また、2023（令和５）年度より数理データサイエンスを開講し、教育ＤＸを具体的にスタ

ートさせた。2025（令和７）年 2 月には、リザンシーパークホテル谷茶ベイ（沖縄県国頭郡

恩納村谷茶 1469）に「ホテル見学ツアー」と題し総合ビジネス学科学生 20 名（及び児童教

育学科学生 3 名）と本学科教員も参加した。学生にとって宿泊業の現場を見学することは、

日頃の学びそして就職活動にも有意義な経験となった。 

児童教育学科では、児童福祉法施行規則ならびに教育職員免許法施行規則を順守し、教養

科目や保育・教育に関する専門科目を体系的に配置した教育課程の中で、教養科目、専門科

目（卒業必修科目と選択科目）に分けて編成している。教養科目では、郷土の文化や歴史、

異文化理解と多様性の受容等に繋がる科目を開設している。専門科目では、資格・免許に関

連する科目を体系的に順序立てて提供している。編成の特色は、学習成果の重点項目である

資格・免許取得に関連して、実習を核としたカリキュラムを編成し、また、授業科目間の授

業内容の連続性や順次性を考慮して開講時期を設定するなどの工夫をしている。平成 28

（2016）年度の点検を通して、教育課程の順序性、関連性を体系化してわかりやすく提示す

るために、カリキュラムツリーを策定したが、同年の児童福祉法の改定により、保育士養成

課程のカリキュラム改定がなされたことや平成 29 年（2017）年教育職員免許法の改正によ

り、教職課程のカリキュラムの改正がなされたことを受けて、再度、カリキュラムツリーの

検討を行った。その後、令和 3（2021）年の学科 FD 及び学科会議において新たなカリキュ

ラムツリーを作成し、令和 4（2022）年度より学生へ配布している。 

シラバスに関しては、両学科とも非常勤講師を含む教員が参加する FD 研修会において、

成績評価に関する観点について共通理解を図っている。教学委員会等で検討される成績評

価に関する決定事項等は各教員に報告され、シラバスに示した成績評価基準により、学習成

果の獲得状況を評価している。両学科の新規採用の非常勤講師については各学科より説明

し、作成して頂いている。各教員は成績提出時に、単位認定状況表も併せて提出する。単位

認定状況表には成績ごとの人数割合が載っており、各教員は学習成果の獲得状況を適切に

評価している。 

学習成果の獲得状況について、両学科とも学期ごとに学科会議にて GPA を確認し、特に

GPA が著しく低い学生については学習支援に向けた情報の共有を図っている。また、欠席が

3 回を超えた時点で教学課と連携して学生の周知を図り、個別面談を行っている（必要に応

じて保護者面談も実施している）。児童教育学科の実習訪問指導について、例年は対面で実
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習施設を訪問するところ、前々年度に続き令和 3（2021）年度も新型コロナウイルス感染症

防止の観点から対面ではなく電話での対応となっていたが、令和 4 年度からは時間を短縮

して児童教育学科専任教員で対面による訪問を行っており、令和 5 年度以降も引き続き対

面での訪問を行っている。学生と実習先の双方からの評価の聴き取りを行ない、教員間でそ

の情報を共有することで学生の状況を把握し、指導・支援を行っている。これらの情報をも

とにして、学習支援方策を点検している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-3 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをも

っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

GPA 分布について、総合ビジネス学科では学期ごとに学生の成績（GPA）を学科会議で確

認し、最優秀学生の選考や成績不良の学生の情報共有など学生指導等に活用している。児童

教育学科では成績不良の学生の情報共有などについて適宜、学科会議で確認し、学生指導等

に活用している。また、両学科について、入試種別の GPA 平均値も教授会で確認している。 

単位取得率については IR 室で算出し、教授会等で報告している。学位取得率については、

2024 年 10 月及び 2025 年 3 月卒業生について、総合ビジネス学科 54 名中 49 名合格（学位

取得率、91％）、児童教育学科卒業予定者 208 名中 202 名合格（学位取得率、97.1％）、大学

全体では、275 名中 264 名合格（学位取得率、96％）であった。 

資格等の取得状況については、両学科とも卒業式要覧にまとめられている最終データを

専任教員が確認し、把握している。総合ビジネス学科におけるパソコン系の検定試験や児童

教育学科におけるピアヘルパー認定試験については、合否の結果を学科会議で確認し、学生

指導につなげるようにしている。 

学生の業績の集積（ポートフォリオ）について、総合ビジネス学科においては「学修ポー

トフォリオ）」を 1 年次と 2 年次全員に配布し、必修科目の「フレッシュマンゼミナールⅠ・

Ⅱ」「卒業研究ゼミナールⅠ・Ⅱ」における指導に活用している。 

児童教育学科においては、各学期に記入する「履修カルテ」で情報を集積しつつ、「保育・

教職実践演習（保・幼・小）」にて免許・資格の取得に向けた総括的な学びにも活用してい

る。 

ルーブリック分布について、総合ビジネス学科においては、2 年次の卒業研究論文の評価

基準として「学修ポートフォリオ」に予め提示（掲載）しており、卒業研究論文作成に取り

組む際の行動指針となっている。児童教育学科においては、履修カルテにおいて、保育者・

教育者に求められる資質能力について学期ごとに個人で 5 段階評定による測定を行い、自

身の足りない部分について自覚できる仕組みを整えている。また、令和 3（2021）年度より

新たに「2 年間で身につけている力」を測る自己評価基準と NTI 検査（外部診断テスト）を

設定している。 

学生調査は、卒業年次（2 年次）を対象に、教学課が卒業直前の 3 月に実施している。調

査項目については学生支援委員会が中心となって検討しており、主に在学期間内を対象と

する満足度調査としての項目を精査しており、アンケート調査形式で実施している。 

総合ビジネス学科では、学生による自己評価として、1 年次と 2 年次全員に、「自己点検・
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評価表」（前期編・後期編）を配布し、各ゼミナールにおいて記入・各担当からのコメント

及びフィードバックをほぼ毎月行っている。児童教育学科では、例年は「履修カルテ」を作

成することを通して学期ごとの振り返りによる自己評価の機会を設定しているが、令和 3

（2021）年度は新型コロナウイルス禍による混乱により、記入する機会を設定できなかった

が、令和 4(2022)年度以降は機会を設定することができている。 

令和 4（2023）年度からは大学・短期大学基準協会の「短期大学生調査」を導入し、調査

結果を教育改善に活用している。 

インターンシップに関しては、令和 5（2023）年度は与那原町の行政・企業・大学が協働

し、共に学び、与那原町全体で「高い就業意識の醸成と自主的・独創性のある人材」を育成

し、与那原町全体でキャリアアップを目的としたプログラムへと発展した「キャリアアップ

セミナー」として「オンライン（ZOOM）」と「対面」で実施した。 

大学編入者の数は、総合ビジネス学科 2 名と、児童教育学科 38 名、大学全体で 40 名が進

学をしている。 

就職率については、総合ビジネス学科は、児童教育学科、大学全体ともすべて 100.0%で

あった(令和 7(2025)年 5 月 1 日現在)。令和 6（2024）年度の卒業生は、総合ビジネス学科

51 名、児童教育学科 176 名である。両学科とも、大学の編入学等については、学科会議に

て情報共有を図っている。 

本学では、本学卒業生の評価に関するアンケート調査を就職先の人事担当者に対して実

施している。アンケートの主な内容は、本学の卒業生の評価や就職後に必要とする知識・能

力・技能、本学の教育に対する評価であり、それを受けてキャリア支援の取り組みを行なっ

ている。 

総合ビジネス学科では学内で行われる合同企業説明会等で先輩社員として参加する機会

が設けられ、その際に企業の人事担当者との意見交換を行い、卒業生の仕事内容やビジネス

スキル等に関する事項、企業が求める人材に関する意見の聴取を行っている。医療事務実習

の際には教員が病院等の実習担当者との意見交換を行い、在学生への指導に活用している。 

児童教育学科では、平成 3（1991）年から沖縄県私立保育連盟、平成 23（2011）年からは

日本保育協会沖縄県支部との意見交換会、懇談会をそれぞれ開催し、本学卒業生の進路状況

や学科の 3 つのポリシーについて説明をすると共に卒業生の強みや課題、今後求められる

保育士像、養成校と現場の役割などについて意見交換を行うことで、キャリア教育・支援に

繋げている。令和元（2019）年度末の新型コロナ感染症拡大により、中止せざるを得ない状

況もあったが、令和 4（2022）年度からは人数を縮小して実施した。令和 5(2023)年度はス

ケジュール調整等が難航したため開催できなかったが、令和 6(2024)年度については、沖縄

県私立保育連盟、日本保育協会沖縄県支部と合同で意見交換会を実施した。令和 6(2024)年

度は就職に特化した内容となったことから、次年度については令和 4 年度(2022)年度まで

の内容についても検討し、卒業生の強みや課題、今後求められる保育士像、養成校と現場の

役割などについて意見交換を行うことで、キャリア教育・支援に繋げられるようにしていき

たい。 

また、各実習の訪問指導の際には、保育所（園）や幼稚園、児童館，社会福祉施設等に就

職した卒業生の様子等を聞き取り、学科会議や実習担当者会議で共有した上で学習成果の

点検に活かしているが、新型コロナウイルスの感染予防として令和 4 年度は時間を制限し
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て対面による施設からの聞き取りを行ったが、令和 6 年度からは、全ての実習において感染

予防対策を行いながら、通常の訪問による聞き取りや指導を実施した。 

令和 6（2024）年度も、実施したアンケート結果を踏まえて学生支援委員会（就職）で議

論し、各学科へ情報共有し学修成果の点検に活用している。 

総合ビジネス学科では企業等及び病院実習先との意見交換を踏まえ、定期的に学科会議

において必要なビジネススキルの中身の精査及び実施可能な検定の検討を随時行っている。

令和元（2019）年度はビジネス能力検定 B 検ジョブパスの実施を加えることとした。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 学習成果の獲得状況の公表に努めている。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

学習成果の評価や公表について、総合ビジネス学科では学習成果の質的評価の一つとし

て卒業論文を作成し、さらにプレゼンテーションを課し、ルーブリック評価基準に基づいて

評価している。完成した卒業論文は、各ゼミの論文集として刊行し、図書館で所蔵して学内

者及び学外者が閲覧できるようにしている。 

また、学びの成果の一つとして、必修科目の茶道では学期の終わりにお茶会を開催し、学

内の教職員及び学生にお茶をふるまうことで、学習成果の確認につなげている。 

量的データについては、「社会人基礎力診断」を導入している。総合ビジネス学科では 1 年

次の後期の終わりに学生全員が社会人基礎力診断を受験しており、診断結果の個票を学生

に配布している。また、平均値等を算出し、学科会議で共有し、学習成果を確認している。

また、大学案内パンフレットにも社会人基礎力診断の結果について、記載している。外部へ

の公表については、社会人基礎力のスコアの平均値を高校の進路担当教諭向けの地区別説

明会にて公表している。その他の量的データとしては、各種検定試験の合格状況を参考にし

ている。 

児童教育学科では、実習に関する諸様式について優秀な記述と評価された学生について

は今後の実習指導に活用される実習報告書である『実習を終えて』の掲載学生として評価さ

れ、刊行された冊子は図書館に所蔵して学内関係者及び学外者が閲覧できるようにしてい

る。量的データとしては、令和 6（2024）年度の小学校教諭免許状取得率は 100%、幼稚園教

諭二種免許状取得率は 100%、保育士資格の免許状取得率は 100％、児童厚生二級指導員資格

の免許状取得率は 100%、ピアヘルパー受験資格の免許状取得率は 66.7％、認定絵本士は

100％となっており、大学案内の冊子やホームページにて公表している。 

「学生に獲得した学習成果を自覚できるように、根拠を基に説明している」について、総

合ビジネス学科では、次のように実施している。例えば卒業研究ゼミナールⅠでは中間発表

会を実施している。ここでは、学生が卒論テーマ等を PowerPoint にまとめて会議室に掲示

する。これにより、学生は、前期の学習成果を自覚でき、また、ゼミ担当教員は、その

PowerPoint に基づいて研究活動を説明できる。また、卒業研究ゼミナールⅡでは論文を完

成させた後、１年次に向けて内容のプレゼンテーションを実施している。これにより学生は、

卒論の完成を自覚でき、プレゼンテーション練習時にもゼミ担当教員からプレゼンテーシ

ョン資料を根拠に学習成果の説明を受けることが可能となる。 
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児童教育学科においては、各実習後実習報告会を実施し、各実習の成果と課題についてま

とめ、1 年次に向けた実習の成果報告会を実施している。また、毎学期において履修カルテ

の記入を通して学修の成果を自覚している。2 年次の後期には、「保育・教職実践演習」に

おいて、初等教育コースでは模擬授業の実践報告、心理・福祉教育コースでは“保育者宣言

文”と“理想の園庭・園舎（環境構成図）”等の作成等を行うことで、学修の成果を自覚で

きるようカリキュラム構成を行っている。また、DP（ディプロマ・ポリシー）と「2 年間で

身につけている力」を測る自己評価基準と NTI 検査（外部診断テスト）を設定し結果を確認

することで、2 年間の学修成果を自覚できるよう実施している。 

「学習成果の獲得状況について、根拠を基に公表することに努めている」について、 

両学科とも、教員免許及び諸資格の取得者数の推移についてホームページにて公開してい

る。総合ビジネス学科では次のように実施している。先述している社会人基礎力診断の結果

は学生個人及び本学科に通知されている。よって、学生の学習成果の獲得状況を把握し、そ

れを基に学生指導で活用はしているが、「公表」には至っていないため、今後対応していく

予定である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果の課題＞ 

総合ビジネス学科では上記のような現状に対して、特段の課題はないが、学生の振り返り

に使用している「学修ポートフォリオ」や、必修科目「卒業研究ゼミナール」の成果発表会

において、学生の成長をより可視化する運営において検討の余地があると考えている。今後

は、これらの運営について、学生の意見も取り入れながら実施を試みていく。 

児童教育学科においては、DP（ディプロマ・ポリシー）と「2 年間で身につけている力」

を測る自己評価基準と NTI 検査（外部診断テスト）を設定し結果を確認することで、2 年間

の学修成果を自覚できるよう実施している[さ新 6.1]が、2 年次の後期にしか NTI 検査（外

部診断テスト）の実施ができておらず、同様の検査においての数値での判断が難しい状況で

ある。今後 1 年次、2 年次の 2 回実施することで、具体的な数値での学習成果を示す必要が

あると考える。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果の特記事項＞ 

 総合ビジネス学科では、2024 年度に卒業研究ゼミナールⅡでは論文を完成させた後、１

年次に向けて内容のプレゼンテーションを実施した。これまでは、教員が口述試験形式で評

価していたが、知識や経験の共有を、学年・ゼミを越え実施する目的で、プレゼンテーショ

ン形式をとった。その結果、１年次においては、卒業研究ゼミナールのイメージをつかむこ

とができ、また２年次同士では、友人のプレゼンテーションを見学することができ、お互い

の成果から学びを得る機会を持てた。この取り組みは、次年度以降も継続していく。 
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［テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜］ 

［区分 基準Ⅱ-C-1 入学者選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて実施

している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ-C-1 の現状＞ 

すべての入学者選抜方法（総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、社会人選抜、外国人

選抜）のそれぞれにおいて、本学のアドミッション・ポリシー及び各学科のアドミッション・

ポリシーに基づいた選考基準を定め、高等学校が発行する調査書のみならず面接において

も、学力の 3 要素を含め、多面的・総合的に評価をしている。 

本学の入学者選抜においては高等学校教育で培われた学びの 3 要素について、各選抜別

に選考基準を設定して評価している。調査書を活用するのはもちろんのこと、面接において

は、担当者を 2 名配置して、評価の偏りが出ないよう配慮している。 

本学は専門職学科を設置していないため、該当しない。 

「沖縄女子短期大学入学者選抜管理委員会規程」に基づいて、全学体制で委員会運営を行

っている。入学者選抜は『学生募集要項』に基づき実施され、各学科会議及び教授会で入学

者選抜の判定を行って合否を決定している。 

入学者選抜の実施体制については、学長を委員長とする入学者選抜管理委員会により検

討されている。入学者選抜の合否については各学科の検討結果に基づき、教授会の意見を聞

いて学長が最終決定している。 

本学では令和 2（2020）年度より設置された入試広報課が募集活動として、大学案内や学

生募集要項の制作、オープンキャンパスの企画運営、高校訪問、進学ガイダンスへの出展、

地区別説明会を実施し、また、入学者選抜について、選抜実施要項の策定、選抜試験運営、

受験に関する問い合わせ、入学手続きに関わる支援、学内、文部科学省等へ提出の調査統計

資料作成を担っている。これら内容は入試広報委員会にて方針及び計画を周知し実施して

いる。 

 

［区分 基準Ⅱ-C-2 入学者選抜に関する情報を適切に提供している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ-C-2 の現状＞ 

学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示すとともに、オープンキャンパスや地区

別説明会の機会に、学科の入学者受入れの方針を入学希望者に説明している。また、大学案

内やウェブページにも示しており、進学ガイダンスや高校訪問でも説明をしている。 

学生募集要項において、学科・コース毎に選抜区分毎の募集人員を明確に記している。 

総合ビジネス学科では、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ期、学校推薦型選抜においては具体的な人数を

記し、それ以外の入試（総合型選抜Ⅲ～Ⅴ期、一般選抜Ａ～Ｃ日程、社会人総合型選抜、社

会人特別選抜、外国人特別選抜）においては「若干名」と記している。児童教育学科では、

（総合型選抜Ⅰ・Ⅱ期、学校推薦型選抜、一般選抜Ａ～Ｃ日程）においては具体的な人数を

記し、それ以外の入試（総合型選抜Ⅳ・Ⅴ期、社会人総合型選抜、社会人特別選抜、外国人

特別選抜）においては「若干名」と記している。 

 なお、12 月までに実施された入試の合格者数に応じて、それ以降の入試における募集人
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員を変更し、具体的な人数をホームページ上に掲載して周知している。 

入学金及び授業料・施設設備費については、大学案内、学生募集要項及び本学ウェブペー

ジで明示している。また、高等教育就学支援制度についても明記し、利用した場合にかかる

授業料の負担等についても示している。 

電話やメール、LINE 等による受験に関する問い合わせに対しては、入試広報課が窓口と

なり、迅速な回答に努め、丁寧に対応している。 

令和 6（2024）年度は新型コロナウイルスの感染防止対策の緩和を受けて、対面による地

区別説明会やオープンキャンパスを実施し問い合わせに対応した。また、分野別のガイダン

スや 1・2 年生を対象にした進学ガイダンスにも積極的に参加し、問い合わせに対応した。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜の課題＞ 

 入試問題の作成における学力の３要素との対応やその評価方法について、時代に即した

相応しい内容に見直すことが求められる。また、入学者選抜における提出書類の各項目の妥

当性を検討することが望ましい。 

また、学生募集や入学者選抜の業務は令和 2（2020）年度より設置された入試広報課を中

心に進められており、これらの内容は入試広報委員会にて方針及び計画を周知し実施して

いる。ただし、学生募集や入学後の学生の状況について調査・分析を担うＩＲ業務から得ら

れた調査結果を参考にしてはいるが、より具体的で実践的なアドミッションオフィス機能

の整備・活用が望まれる。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜の特記事項＞ 

 入学者選抜の方法として、総合型選抜などにおいて各学科における多様な選抜方法を選

択できることや、複数回の選抜試験を設定することで、多様な選択肢を受験生に提示するこ

とができる。 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援］ 

［区分 基準Ⅱ-D-1 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-D-1 の現状＞ 

入学手続き者に対しては、入学前に本学の授業や各種イベント、サークル・クラブ活動及

び学生生活等についての情報を大学案内のパンフレットや学生募集要項、本学ウェブサイ

ト等を通じて発信している。また、学科ごとに設定した入学前課題を実施することで、入学

後の授業に関する事前の情報を提供している。総合ビジネス学科では、創設者の書籍を読み

感想文の作成及び、キーボードのタイピング、e-learning 教材、漢字検定の問題集を課し

ており、これらの課題が学科のどの科目に関連したものかを一覧表に提示することで入学

後の学びに繋げられるように工夫している。児童教育学科では課題図書の感想文、子どもに

関するニュース等についての新聞スクラップ、子ども向けの歌の調べ学習、e-learning 教

材等の入学前課題を課している他、参加が可能な入学手続き者を対象として、本学校舎にお

いてピアノの指導を行っている。 
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入学者に対しては入学後に新入生オリエンテーションを実施し、オリエンテーション用

資料、学生便覧を用いて履修指導を行うほか、講義マナー等、学生生活に関しての指導を行

っている。履修科目の選択について、総合ビジネス学科では全学年の学修ポートフォリオの

中にカリキュラムツリーを記載し、科目選択のガイダンスに活用している。児童教育学科で

は学生便覧に記したカリキュラムマップを用いて履修指導を行っているが、一部の科目を

除いてクラス毎の時間割に沿った履修となっている。また、教養演習の授業を活用して、履

修カルテを使用した指導を行っている。 

総合ビジネス学科ではフレッシュマンゼミナールにて、児童教育学科では各クラス担任

にて引き続き履修指導を行っており、科目の履修漏れがないようにしている。科目の選択に

ついて、総合ビジネス学科では全学年の学修ポートフォリオの中にカリキュラムツリーを

記載し、科目選択のガイダンスに活用している。 

総合ビジネス学科では必要に応じて高校時代に取得した検定、資格等を取得単位として

認め、習熟度別のクラス編成を行ない、オリエンテーションやフレッシュマンゼミナール

Ⅰ・Ⅱを活用し、近年増加している編入学についても言及し、学生のモチベーションに配慮

した助言を心がけている。児童教育学科では、学科内のコースによって選択できる免許・資

格の取得やそれに係る実習の実施に向けた動機づけに焦点を合わせて学習の方法や科目の

選択のためのガイダンス等を行っている。また、諸事情で実習の時期がずれる学生に対して

は、動機づけに配慮しながら受講すべき科目についての履修指導を行っている。 

学習成果の獲得に向けて、本学では学生便覧を発行し、総合ビジネス学科では学修ポート

フォリオを、児童教育学科では履修カルテを発行し、活用している。履修モデルは印刷物を

学生に配布するとともに、ウェブサイトにも掲載している。 

総合ビジネス学科では１年次にフレッシュマンゼミナールⅠ及びⅡ（前期後期）、卒業研

究ゼミナールⅠⅡ（前期後期）で必修科目として配置している。この４科目において、毎履

修登録期間に学生からの質問や相談に応じる形で、履修登録をサポートしている。また卒業

については、学修ポートフォリオ別冊を使用し、各ゼミ担当教員は学生に卒業までに必要な

単位をカテゴリーごとに把握させ、助言を行っている。 

児童教育学科においては、クラス担任制を設けており、年間通して履修及び卒業に至る指

導・支援、就職活動における指導・支援を行っている。また、初等教育コースの独自科目で

ある「初等教育演習Ⅰ」においては、学修ポートフォリオを記入し個人面談を 2 回行い、学

生の学修計画のサポート等を行っている。2 年次では、各ゼミ担当においても、卒業及び免

許資格取得、就職に向けた指導・支援を行うことで学生が目標を達成できるような体制づく

りを構築している。 

学習上の悩みなどの相談及び指導助言については、基本的には教員が各々のオフィスア

ワーをシラバス上に提示して周知を図るとともに、教学課の職員とともに学生からの要請

に応じて相談・指導助言を行っている。組織的な相談・指導助言を行う体制としては、令和

6（2024）年度より、教育実践研究支援センターに学習上の相談を受ける学修支援アドバイ

ザーとして、主に教員採用試験対策講座を担当している参与に兼務していただき相談でき

る仕組みを整えたが、令和 6 年度の利用者は皆無であった。 

基礎学力の不足等、学習に躓きのある学生への学習支援については、これまで学科及び教

学課を中心に情報共有され、必要に応じて教員（クラス担任あるいはゼミナール担当教員）
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がオフィスアワーを利用するなどして個別的に学習支援に当たっているが、補習授業等の

組織的な措置は講じていないのが現状である。 

総合ビジネス学科では、学生に対する学習支援の取り組みとして検定試験への個別指導、

進学編入指導を行っている。優秀な学生に対する学習支援の取り組みとして級数の高い検

定等への個別指導、編入指導を行っている。なお、検定への対応については、報奨制度を設

置し、検定合格者に報奨を与える仕組みを構築し運用している。また、最優秀学生賞を設け

オリエンテーション時に表彰している。 

 児童教育学科では教育実践研究支援センターと連携し、教員採用試験対策講座や編入学

希望者への支援を行っている。 

本学では、通信による教育は行っていない。 

図書館は、図書館司書の資格を有する専任職員 1 名、期間契約職員 2 名の 3 名体制で学

生の学習支援に努めている。また、専任職員の資質向上を図るべく、現在加盟する私立短期

大学図書館協議会、沖縄県大学図書館協議会及び沖縄県図書館協会等が主催する研修会に

職員を積極的に派遣し、研修で得た専門知識を活かした図書館サービスの充実及び学生の

学習向上の支援に繋げている。豊富な専門知識を有する司書によるきめ細やかなレファレ

ンスに加え、入学時のオリエンテーションや授業を通じて、適宜、図書館利用に関するガイ

ダンスを実施したり、読書促進を図る様々なイベントを企画・運営したりする等、図書館の

利便性の向上を図っている。 

また、図書館システム（オンライン蔵書目録＝OPAC）の活用により、効率的な資料検索及

び検索支援を図るなど、利便性の向上に努めているほか、定期的な蔵書点検、所蔵する図書

資料一覧表や紙媒体から Web 媒体に移行した統計資料のサイト一覧表作成等、積極的な利

便性の向上に努めている。 

図書館はコンピュータ機器 16 台（デスクトップ型 PC9 台、ノート型 PC5 台、タブレット

型 PC2 台）を管理し、教育研究活動における資料検索としてオンライン蔵書目録（OPAC）及

び各種新聞（日本教育新聞及び県内地方紙 2 社）データベースのオンライン利用、視聴覚資

料（CD・DVD）の視聴方法を随時学生へ教授し、ゼミナール等の授業では館内のコンピュー

タを活用した学習を支援するなど、多面的な活用を促進している。 

図書館の運営は、図書館委員会（図書館長、両学科の代表教員各 1 名、司書 1 名、合計 4

名による構成）が主管し、毎月開催される同委員会会議において学生の学習向上の支援に向

けた運営方針の検討及び図書館サービスの点検・評価を定期的に行っている。 

令和 6（2024）年度も図書館の利便性を維持するべく、図書館内及び入口付近の消毒を講

じた。 

本学では経済状況（長期の円安等）を踏まえ、本学学生の家計状況を鑑み、県内で異文化

交流ができる「まちなか留学」制度を活用し、指定のプログラムを履修した 12 名の学生

には共通科目にて、単位認定を行っている。 

学期ごとに各学科にて、学生の GPA を確認し、GPA が低い学生については学科内で情報共

有を図っており、必要に応じてゼミ担当教員が面談等を実施しているが、学習支援方策につ

いての組織的な議論は今後の課題である。 
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［区分 基準Ⅱ-D-2 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ-D-2 の現状＞ 

教員と事務職員が連携して学生支援に取り組んでいる。学生支援のための学生の個人情

報は教学課及び各学科において「学生カード」として記録・管理されている。学生支援のベ

ースとなるのは総合ビジネス学科ではゼミナールの指導教員、児童教育学科ではクラス担

任であるが、教職員が連携して学生支援にあたっている。組織的には、教学課所管の委員会

である学生支援委員会が学生支援について審議を行っている。学生支援委員会は、学生支援

と就職支援に分かれており、それぞれ教学部長、教学課長、両学科から選出された 1 名の教

員で構成されている。そこでは「奨学金」「修学上の配慮」「就職活動」「インターンシップ」

「課外活動」などについて審議及び検討を行っている。 

平成 27（2015）年 10 月にキャンパス移転後は、サークル棟や体育館の利用時間も充実し、

学生自ら積極的に課外活動に取り組める環境が整っている。活動費の予算額面の支援も、教

育活動費以外で後援会からの学生活動費等、学生支援を充実させている。 

「クラブ・サークル活動」については、約 50 年の歴史を持つ「児童文化研究サークル」の

1 サークルと、「バスケットサークル」「バレーサークル」「バドミントンサークル」の運動

系サークルに加え、文化系サークルの「バルーンサークル」「手話サークル」「郷土芸能サー

クル」も活発で、近年は学外イベントへの参加依頼も多く、活動が盛んである。 

 また、学生会は主体的にイベントを企画し、リーダー会や必要に応じて学生と教職員が協

働で運営できるように取り組んでいる。学生会が企画するイベント等に関しては、学生支援

委員会を通して教職員と情報を共有することで、助言等を行なっている。さらに、学生会の

協議の場には必要に応じて学生支援担当職員や教員も参加し、支援を行なっている。 

学生の憩いの場として、学生ラウンジには 60 席以上の席を設け、テラス席も整備されて

おり、昼食時間を中心に教員と学生のコミュニケーションの場となっている。また、小規模

ではあるが書店も設置されており、書籍や文具等、学習に必要な消耗品等が取り揃えられて

いる。校舎棟の 2 階には自主学習の出来る場所としての「学びの部屋」や「自習室」も設置

され、空き時間を利用して課題等に取組む学生の姿が見られる。キャンパス・アメニティと

して、女性用トイレにはパウダールームも設置され、日頃から身だしなみに気をつけるよう

心がけているほか、校舎棟の 3 階には交流広場（テラス）も設置し、休憩時間には多くの学

生が寛いでいる。 

本学では離島や県外出身、本島北部地域からの学生も在籍しているため、入学の際には大

学周辺の住宅情報や不動産会社の紹介を行なっている。遠隔地からの入学者に対しては、入

学のために近隣で賃貸契約した場合には、「遠隔地学生住居支援金」として、一人あたり

50,000 円を給付している。また、ひとり暮らしの入学者を対象に 4 月から 5 月にかけて「や

どかりカフェ」を開催し、親元を離れて生活する中で不安感や心配事がないか、大学での友

だちはできたのか等、アンケートを取りながら教職員との交流の場を設けて情報共有して

いる。 

学内には 330 台余の学生駐車場以外にも 30 台程度の駐輪場を整備し、自動車通学の学生

に対しては、駐車場登録申請後、駐車許可証を発行している。多くの学生が自動車通学をし

ており、交通安全に関わる指導もオリエンテーションを通して実施している。 
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経済的支援について、学内奨学金制度の見直しを行い、本学独自の学内給付奨学金として、

学業、人物ともに優秀な学生に「学業成績優秀者奨学金」（100,000 円）を 10 名（1 年次 5

名、2 年次 5 名）に給付した。また、建学の精神や教育目標を基に、自ら積極的に学内外の

活動に取り組み、大学に対して貢献度の高い学生へ給付する「しらゆり奨学金」（100,000 円）

も、3 名に給付した。「親族在学者奨学金」（100,000 円）は、親族が同時に在学している学

生に対して給付するもので、2 組 4 名の学生に給付した。その他「金秀青少年育成財団奨学

金」（100,000 円）を 5 名、「千代田ブライダルハウス奨学金」（100,000 円）を 2 名に給付し

た。また、沖縄女子短期大学白百合同窓会より 50,000 円を 3 名、沖縄女子短期大学後援会

より 100,000 円を 30 名に給付した他、「軍用地地主奨学金」として 4 名の学生へひとりあ

たり 50,000 円、「比嘉為弘奨学金」として 100,000 円を 2 名の学生へ給付した。その他、学

外奨学金として、「那覇西ロータリークラブ奨学金」（＠月額 40,000 円）び 1 名、「国際ソロ

プチミスト奨学金」（100,000 円）に 2 名の学生が推薦され、奨学生として給付が行われた。

コロナ禍前までに実施していた海外（ハワイ）研修は中止せざるを得ない状況となり、海外

研修奨学金は執行していない。海外研修に代わり、令和 6 年度から国内研修として「まちな

か留学」を実施したが、奨学金の支出は行なっていない。 

各種奨学金の選考にあたっては、両学科の意見を聴取し、学生支援委員会で選考、決定して

いる。令和 2 年 4 月よりスタートした高等教育無償化制度の給付型奨学金・授業料減免制

度は約 2 割の学生が該当しており、日本学生支援機構の貸与型奨学金は約 7 割の学生が利

用している。 

学生のメンタルヘルスケアや健康管理については、保健室に看護師が常駐し、日常的に支

援している。また、校医も月 1 回配置されており、学生の健康管理はもちろん、メンタル面

での対応も必要に応じて行っている。さらに、学生が予約を希望した場合には、本学が依頼

している公認心理師へ繋ぎ、カウンセリングを行なっている。 

学生生活に関しては、教学課の学生会との連携や教職員の日常的な学生との関わりを通

して、学生の意見や要望を聴取するように努めている。また、岐阜女子大学との姉妹校提携

15 周年ということもあり、教育実践研究支援センター主催により、「岐阜女子大学への編入

希望者集まれ」とのテーマで学生と本学教職員、岐阜女子大学へ進学した卒業生、岐阜女子

大学職員を交えた「トーキングカフェ」を 3 年ぶりに開催した。 

留学生支援に関しては、令和 6（2024）年度は外国人留学生の入学者は皆無だった。 

本学学生の社会人学生の支援については、少しでも学習に専念できるよう、これを対象と

した奨学金を設けている。また、現役の学生とは異なり子育て等との両立などで苦慮してい

る場合もあるため、必要に応じて相談等を行っている。 

障がい者の受け入れについては、障がい者用専用駐車スペースやエレベーター、多目的ト

イレの設置のほか、点字ブロックの案内等、ユニバーサルデザインに基づいた設備を整えて

いる。また、平成 30（2018)年 9 月より障がい学生支援委員会を設置し、組織的な支援体制

の整備に向けて取り組んでいる。令和元（2019）年度からは公認心理士を配置し、配慮の必

要な学生の個別面接を行っている。さらに、配慮の必要な学生のニーズを受けるための配慮

願いをもとに、専任教員と当該学生が受講する授業担当の非常勤講師に各授業での合理的

配慮について情報共有を行い、対応している。 

 令和 4 年度には聴覚に配慮が必要な学生が入学してきたため、、障がいの特性について全
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教職員で学ぶＦＤ研修を実施し、授業を担当する非常勤講師へも合同ＦＤ・ＳＤ研修会にて

周知徹底するなどした。また、日常的に教学課職員と教員とで対応するなど行った。これら

の支援は令和 5 年度も引き続き継続できる体制を整えた。 

 令和 5(2023)年度後期より、合理的配慮申請書の様式を作成し、学生に配慮が必要な場合

は教学課への申請書提出により配慮を願い出ることができる旨を周知し、授業担当教員や

実習先での合理的配慮を得る支援を行った。 

長期履修生の受け入れについては、平成 28（2016）年度に教務委員会を中心に規程の一

部を見直し、必要に応じて審議している。令和 6（2024）年度は対象学生はいなかった。 

近年は多くの企業や小学校・幼稚園や保育園、福祉施設等からボランティアの依頼が多く、

教学課と学科とが連携し、学生への周知等に努めている。特に、50 年近くの歴史を持つ本

学の学生サークル「児童文化研究クラブ」の活動は地域社会から高く評価されており、保育・

教育現場からの公演依頼が多い。特に障がいのあるこどもたちがいる福祉施設では、年末か

ら年始にかけてのイベントでの依頼も多く、公演を通して施設のこどもたちとふれあう機

会となっている。また、令和 5 年度入学生で立ち上げた「郷土芸能サークル」も各イベント

において、沖縄の伝統であるエイサーや三線などを披露している。児童文化研究サークルと

同様、県内の福祉施設や児童デイ等を訪問し活動を行なっている。「バルーンサークル」も

地域社会の各イベントにおけるボランティアとしてこどもたちとふれあう機会となってい

る。 

その他、本学の所在地である与那原町との包括的な連携・協力に関する協定に基づく取り

組みとして、両学科の学生が各種の地域貢献活動に参画している。特に与那原町イルミネー

ション事業の実行委員として、毎年、両学科の学生が積極的に企画・運営に参画しているほ

か、与那原町の行事等に関して、依頼があれば学生ボランティアを派遣し、地域貢献に努め

るよう体制づくりをしている。 

さらに、本学も加盟校である「一般社団法人大学コンソーシアム沖縄」において実施して

いる事業「子どもの居場所学生ボランティア」を通して、希望する学生が主に貧困対策を背

景とした子どもたちへの学習支援や交流活動も行っている。その他の地域でのボランティ

ア活動も含めて、このような取り組みを通して地域社会の一員として一定の評価を受けて

いる。 

なお、ボランティア活動については、依頼者側がボランティア保険に加入したうえで受入

れするようお願いしている。 

その他の身近なボランティア活動としては、毎年、学内でのオープンキャンパスで「沖女

サポーターズ」を募っている。学生は参加者の誘導など、当日の運営に関わる他、在学生の

立場から高校生にアドバイスを行うことで、本学のアピールに貢献している。 

以上、学生が取り組む様々な社会的活動については、就職活動などにおける履歴書や推薦書

などにも記載することで、本学として評価する取り組みについて記載するようにしている。 

その他、学内奨学金の志願書には学内・学外活動について記述する欄を設けており、学内・

学外活動に積極的な学生を評価し、奨学生として選考する仕組みを整えている。 

 

 

 



55 

 

［区分 基準Ⅱ-D-3 進路支援を組織的に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-D-3 の現状＞ 

就職支援のための教職員の組織として学生支援委員会を設置しており、構成員は教学部

長（委員長）、各学科から選出された 2 名の教員（総合ビジネス学科 1 名、児童教育学科 1

名）と教学課職員である。これにより、学科と教学課とで連携を密にしながら、キャリア支

援に取り組んでいる。 

校舎棟の 1 階には就職相談室が設置されている。沖縄県新規学卒者総合支援事業により

県内各大学に専任コーディネーターが配置され、就職率の向上を図っているが、本学にもコ

ーディネーターが常駐しており、親身になって就職活動に関する相談及び支援業務を担っ

ている。就職コーディネーターとの面談は基本的に予約制を取っており、個人面談を行うほ

か、就職活動に関する心構え、履歴書、エントリーシートの書き方の指導、模擬面接等、非

常にきめ細かい指導・アドバイスを行っている。 

個別面談の希望者が多い場合は、常駐する就職コーディネーターのほかに就職支援コー

ナー（1F に併設されている資料コーナー）を活用した就職支援活動として、ハローワーク

那覇や沖縄県キャリアセンターからの出張相談も行なっている。企業説明会や個別相談の

案内等は学内掲示板だけでなく、教務システムを利用して学生に一斉メールの配信やゼミ

ナール等を活用して資料を配布する等、個々の学生に適切に情報が伝わるように周知して

いる。 

就職試験対策として、就職ガイダンスや履歴書・面接対策講座、筆記試験対策講座、グル

ープディスカッション対策講座、就活メイクアップ講座の他、他の機関等との連携でインタ

ーンシップや県外就職合宿の斡旋、支援等を行っている。資格取得と検定試験の受験につい

ては、学期の始めのオリエンテーション時において、学生便覧と学習ポートフォリオを使い

ながら、履修指導を行っている。 

総合ビジネス学科では秘書士○N 、ビジネス実務士○N 、観光実務士、医事管理士、医療管理

秘書士などの資格が取得できるようにカリキュラムを編成している。資格取得に向けて、ゼ

ミ等での履修状況の確認を随時行っている。教育実践研究実践支援センターでは、就職支援

としては令和 5 年度からは夢チャレンジ塾の１つとして総合ビジネス学科と連携しながら

各種検定試験の対策講座を開催している。令和 6（2024）年度も 7 月、11 月、2 月に情報処

理検定やプレゼンテーション作成検定等の講座を実施し、毎回受講生の 8 割が合格するな

ど大きな成果をだしている。 

 

「総合ビジネス学科で目指せる主な検定試験」 

秘書系の検定試験 コンピュータ系 その他 

・秘書検定 

・ビジネス文書技能検定 

・サービス接遇検定 

・ビジネス能力検定（B 検）

ジョブパス 

・日本語ワープロ検定 

・情報処理技能検定（表計

算） 

・文書デザイン検定 

・プレゼンテーション作成

検定 

・社会人基礎力検定 

・日商簿記検定 

・メンタルヘルスマネジメ

ント検定 

・FP 技能検定 

児童教育学科では小学校教諭や市町村の保育士・幼稚園教諭に関する就職支援として、教
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育実践研究支援センターが主催する対策講座に教員を派遣している。また、心理教育コース

においては、ピアヘルパー受験資格取得のための試験に備えた対策講座を学科の教員が担

当して開催している。 

また、教育実践研究支援センターでは就職支援対策の一環として、児童教育学科・総合ビ

ジネス学科、学修アドバイザーと連携しながら、夢チャレンジ塾として小学校教員候補者選

考試験対策講座及び市町村職員（幼稚園教諭、保育士、行政職）選考試験対策講座を実施し

ている。これらの講座は本学の在学生はもとより、卒業生、姉妹校の岐阜女子大学生を受入

れ、地域人材育成を通じた社会貢献の一環としても位置づけられている。令和 6（2024）年

度は、教員採用試験対策講座については受講生 19 名中 16 名、市町村職員採用試験対策講

座では 4 名（現役学生 1 名含む）の合格者を輩出した。 

その他、就職支援の一環として、e-ラーニング教材「オコジョリル」を導入しており、学

生は「基礎学力コース」、「就職採用試験対策コース」、「SPI 対策コース」の 3 つの中から、

各自で自由に選択し、就職試験に備えた学習ができる環境を整えている。 

卒業時に学科ごとに就職状況の情報を共有し、その結果を検討し、学生の就職支援に活用

している。 

進学に対する支援については、入学前は大学案内を通して、入学後は教学課主催の説明会

等で、4 年制大学編入学に関する指定校一覧と前年度の編入学の実績を提示しており、編入

学に関する情報を提供しつつ、学生からの個別相談に応じている。また、留学に関しては、

外部団体と連携しながら説明会を開催し、必要に応じて個別に支援している。 

教学課では進学希望者に対して随時、カウンセリング、編入学試験対策等を行い、就職支

援を行っている。 

総合ビジネス学科では、志願理由書や小論文の添削指導のほか、模擬面接、編入学を視野

に入れた履修指導等を専任教員が丁寧に行っている。 

児童教育学科では、志願理由と編入希望大学について検討した上で、志願理由書等の添削

指導や面接指導等を専任教員が丁寧に行っている。 

姉妹校であり、本学にサテライト校を設置する岐阜女子大学への編入希望者に対しては、

例年 4 月～5 月頃に編入学のための説明会を開催している。7 月には第一期募集について説

明会を開催し、残り 4 回の受講については個別に進学説明会を行っている。 

 教育実践研究支援センターでは、前期と後期にトーキングランチを開催し、学生と教職員

が進学や留学について話せる場を設定している。また、令和 5 年(2023)度からは、留学に関

する手続きは教学課であるが、これまで個々の教員で対応していた情報提供などの個別的

な支援を教育実践研究支援センターの夢チャレンジ塾の１つとして位置づけ、支援を組織

的に見えるようにした。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援の課題＞ 

卒業対象学生に対しては満足度調査を行っているが、そこで得られた知見をどのように

学生支援に活用していくのかが課題である。令和 5 年度より、大学・短期大学基準協会が実

施している「短期大学生調査」を実施し、調査結果を基に学生支援の課題等を精査していく

必要がある。 

学生の図書館の利用状況は定期試験や課題レポート、卒業論文執筆のほか、各種資格検定
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試験及び実習の時期に集中しており、週末や連休、夏期休暇等の長期休暇期間の利用率の向

上が課題である。 

令和 2（2020）年度より新たに設置された教育研究部の管轄下にある教育実践研究支援セ

ンター、図書館、子育て・とも育ち支援室には、ラーニングコモンズとしての新たな機能を

担うことが求められているが、特に学習に躓きのある学生への学習支援に向けたリメディ

アル教育の充実に向けて、他部署との連携を図る必要がある。 

学生に対する学習支援や相談、指導助言など、組織的な体制の構築が課題となっている。

現状では学習に躓きのある学生へ向けた学習支援を、学生の求めに応じて個々の教職員が

個別的に対応しているが、学生のなかには自身の基礎学力不足を十分に認識していなかっ

たり、教員が学生個々の学修状況を十分に把握しきれていなかったりするケースも考えら

れることから、全学的な学修の実態を把握するとともに、学習成果に基づいて適時、補習授

業等を実施するなど、リメディアル教育を効果的に行う必要がある。同時にスキルアップを

目指して入学してきた学生へのサポートも必須であり、学び続ける力を組織的にどのよう

に保障していくのかが課題である。 

学習上の悩みなどの相談・指導助言を行う体制整備の１つとして、令和６（2024）年度か

ら教育実践研究支援センターに全学生を対象にした学修アドバイザーを配置している。し

かし、学習上の悩みや躓きを抱えると思われる学生の利用には至っていない。 

また、就職サポートについては、教学部において進路セミナーやガイダンス等の実施がさ

れているものの、保育・教育分野への就職に向けたセミナーやガイダンスの内容については

十分とは言えないため、今後は保育・教育分野への就職に向けた内容の充実が求められる。 

社会人学生については、子育て・介護等を含む家庭生活と学業との両立など、社会人学生

特有の悩みといった共通の背景があると推察されることから、社会人学生同士の情報共有

を図る交流の機会を創出したり、教職員との座談会などを企画したりして、相談・指導助言

を行う等の継続的な取り組みが必要と思われるが、実現に至っていない。 

令和６年度は前期と後期に昼食時間を活用して、学生生活や就職・編入学などについて学

生と教職員が語り合うトーキングランチを実施した。時間割上、すべての学生が参加できる

時間帯を確保できず、短時間の実施は課題であるが、本学教職員のみならず岐阜女の職員も

参加し、学生からは満足との声をいただいている。一方でじっくり話したい学生へのイベン

ト提供が課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援の特記事項＞ 

就職支援については、教学部においても両学科向けの進路セミナーやガイダンスを時間

割上に組み込み、学生が受講しやすいように工夫して実施することで、学生のモチベーショ

ンを保つ工夫を行った。学生の就職・進路相談については、教学課窓口の用紙に予約表を用

意して書きこんでもらうことで、じっくり向き合う時間を確保することができた。 

メンタルヘルスについては、保健室がその窓口となり、両学科の担任やゼミ担当とも連携

を行い、必要に応じて外部から委嘱しているカウンセラーへつなぐなど、きめ細かいサポー

トをすることができている。 

障がいのある学生や困りごとのある学生など、合理的配慮が必要な学生については、教職

員が情報共有を図り、個々の学生に応じた支援をおこなっている。 
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図書館では、「推し本 Contest!!」や「沖女図書館委員と行く選書ツアー」、定期的な企画

展示、参考図書リストの作成、推薦図書コーナーの常設など、授業と連動した学習支援を行

っている。学生の図書館利用促進を目的として、印刷物やブログ「沖女 LiBLOG」を通じた

イベントや推薦図書の紹介を行っている。 

また、令和 2（2020）年度より教育研究部 教育実践支援センターに配置された学修アド

バイザー（特別任用職員）の学修支援の役割は対象が初等教育コースに限られていたが、今

年度から全学生対象のアドバイザーとして認定されることとなった。 

令和６（2024）年度の公務員試験一次対策講座については、印刷配布物を削減し、見通し

のある自主学習を促進させる目的のもと、学生へ事前に参考書を購入してもらい、それに沿

って講座を開講することができた。また、検定対策講座も軌道にのってきたため、今後は総

合ビジネス学科のカリキュラムとの連携について検討していくことが求められる。教員採

用試験対策講座については、学修アドバイザーがすべて決定していたが、次年度はスケジュ

ールや内容について、スタッフ会議などで確認をして決定していくとともに、岐阜女子大学

との連携や在学生への支援についても検討していく。 

 

 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

① カリキュラムの体系的な検証・改善 

各学科の人材養成像に基づいた学習成果を獲得できるバランスの取れた特色あるカリキ

ュラムを両学科とも検討している。各学科ともにゼミナール担任及び担任制によってきめ

細かに学生の状況を把握することに取り組んでいるが、学習に関する個別指導をさらに徹

底する観点からもカリキュラムツリー・カリキュラムマップ・履修モデル等の検証・改善が

必要となる。これらについて総合ビジネス学科、児童教育学科ともカリキュラムツリー等に

ついて確定できている。 

② 学生の経済的な支援体制の充実強化 

平成 29（2017）年度より、学業成績優秀者奨学金、遠隔地学生住居支援奨学金、沖縄県離

島学生支援奨学金、社会人学生支援奨学金、被災学生奨学金を創設した。さらに、令和元

（2019）年度より元学長の鎌田佐多子奨学金が給付され、また、学外奨学金では那覇西ロー

タリークラブ奨学金も新たに追加された。 

③ 課外活動に関する支援と学習成果の発信 

 学生支援委員会を中心に教育実践研究支援センターと連携をとりながら、サークル活動、

ボランティア活動、学生会活動の充実発展に繋げている。また、大学祭では、建学の精神及

び各学科の養成像を踏まえた上で、各学科の特長を生かした学習成果を学内外に発信して

いる。 

④ 就職支援と相談体制 

就職支援については、就職委員会を中心に職業教育の方針について検討している。また、

総合ビジネス学科の 1 年生を対象にした就職に向けたキックオフセミナーは、学科と学生

支援課担当者が密に連携をとりプログラムの充実を図った。就職に関する相談支援体制に
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ついては、学生支援部及び教育実践研究支援センター、学科との連携の下、就職コーディネ

ーターを積極的に活用しながら、きめ細かな個別指導を行っている。 

⑤ アンケート等を活用した状況把握と学習成果の質向上 

授業評価アンケートや卒業年次に対する満足度調査を通して学生の状況把握を行ってい

る。また、企業や保育所、小学校等との懇談を通して得られた情報を活用して、カリキュラ

ムや就職支援プログラムの検討を行っている。平成 29（2017）年度からは就職先に対する

卒業生の評価に関する調査も実施している。これらの結果等を検証し、学生支援体制の改善

に繋げている。なお、授業評価アンケートの回収率の向上を図るために、ＦＤ・ＳＤ委員会

を中心として、学科、教授会等と連携して検証を行っている。 

⑥ 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の検証 

 平成 27 年度より施行された新たな建学の精神や教育目標、地域社会の求めるニーズ、学

生の現状などを踏まえ検証を行った。大学入試制度改革も併せて、入試管理委員会及び学科

会議を通して平成 30（2018）年度より検証を行い、令和元（2019）年度より改訂されたもの

を適用した。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

授業・学習管理システムとして導入した Google Classroom を始めとした ICT 環境の活用

方法を引き続き、検討していく必要がある。 

図書館においては、恒常的な利用を促進すべく、定期的な取り組みを検討・実施していき

たい。具体的には各学科と連携して、長期休暇中に図書館を利用してもらうための特別課題

を設定したり、読書活動を促進するための特別講演会を企画したりするなど、学生及び教職

員のニーズを把握しながら、実効性のある措置を講じていきたい。 

補習授業等をはじめとするリメディアル教育の充実に向けた組織的な体制の構築に向け

ては、部署間の連携を図りながら、学生の学修成果の実態に関する資料をもとに全学的な学

修状況の実態把握に取り掛かりたい。その上で、学修成果に基づく具体的なリメディアル教

育のみならず、学生の学び続ける力をサポートできるための事業計画策定を進めていきた

い。 

学生生活に関する学生の意見・要望の聴取における課題については、今後は、各部署にお

いて実施される個別相談の内容について文書等で記録・保管し、学生支援委員会等、然るべ

き部署において情報を集約するとともに、関係部署間での情報共有を図り、組織的な相談・

支援の充実に繋げたい。 

社会人学生の支援については、学習上の悩みや躓きがないか、相談活動を促進するととも

に、GPA などを参考に客観的に学習成果を把握するとともに、必要に応じて補習授業や相談

活動といった支援策を講ずるとともに、昨年度トーキングカフェの代わりに実施された座

談会のような社会人学生同士、あるいは教職員を交えての情報交換の機会を設け、継続的な

学習支援の促進を図りたい。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づき教員を配置している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 

本学は、総合ビジネス学科及び児童教育学科を設置しており、その教育研究上の目的の達

成のための必要な教員組織を適切に編成している。 

学校教育法第 92 条第 1 項及び第 2 項に基づき学長、教授、准教授、講師、助教を配置し

ている。令和 6（2024）年 5 月 1 日現在における専任教員数は短期大学設置基準第 22 条を

充足している。 

専任教員と非常勤教員（兼任・兼坦）は、各学科、コースの教育課程編成・実施の方針に

基づき、上記設置基準に即した教員配置と教育的効果を考慮した非常勤講師の配置を行な

っている。 

本学は、沖縄女子短期大学教員の採用規程に教授、准教授、講師、助教、助手の資格条件

を定義している。専任教員の採用については、上記設置基準の規定を踏まえ上記選考規程に

より選考委員会で選考を行い理事会の議を得て理事長が行う。専任教員の職位は真正な学

位、教育実績、研究実績、制作物発表、その他経歴等、上記設置基準を充足している。 

非常勤教員の採用は、沖縄女子短期大学教員の採用規程に基づき学科会議の議を経て教

授会の意見を聴き理事長が採用している。 

指導補助者は、配置していない。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 教員は、教育課程編成・実施の方針に基づき教育研究活動を行ってい

る。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 

専任教員は、専門分野に関する専門知識や技術について情報収集、法改正の動き等を把握

することを目的として、所属学会や養成校の連絡協議会、研修会に参加して自己研鑽を重ね

るとともに人脈形成に努めている。研究紀要にもみられるように「教育活動の実践例」が活

発であり、教育課程編成・実施の方針に従い成果をあげている。 

専任教員の科学研究費補助金、外部研究費等の獲得状況は以下のとおりである。 

① 科学研究費助成（科研費） 

氏名 研究テーマ 研究費（千円） 

澤田幸輝 わが国におけるアストロツーリストの視覚分析

と観光地空間の形成過程に着目した研究 

184 

 ② 女性研究者奨励金（私学事業団） 

氏名 研究テーマ 研究費（千円） 

赤嶺絵吏子 

  

保育における実践的な三線の演奏技能を習得する 

ための教材開発 

400 

様式 7－基準Ⅲ 
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③ 公益信託 宇流麻学術研究助成金  

氏名 研究課題 研究費（千円） 

名渡山よし乃 沖縄の自然を生かした木育の実践的研究 250 

④ 沖縄県未来のＩＴ人材創造事業（委託事業） 

部署 研究テーマ 研究費（千円） 

産学連携推進 

センター  

オンライン教材を活用したプログラミング学習と 

ICT 技術活用の習得と応用 

2,382 

 ⑤ 共同研究 

研究名 研究担当者 

「プログラミング講座」の実施を通した効果的な

プログラミング教育の在り方に関する共同研究 

・児童教育学科講師：新垣さき他 

・（社）ツクル 

 

本学が整備している研究活動に関する規程等が以下のとおりである。 

 研究活動上の不正行為の防止等に関する取扱規程 

 研究費の助成に関する規程 

 科学研究費助成事業に係る事務取扱に関する規程 

 科学研究費助成事業に係る間接経費の取扱要領 

 研究活動の不正行為への対応規程 

 研究活動の不正行為対策委員会規程 

 公的研究費の取扱に関する規程 

 紀要の体裁に関する規程 

 学術雑誌編集規程 

 

研究倫理を遵守する取組みとして、「研究活動の不正行為への対応規程」の規定に基づき、

日本学術振興会の研究倫理 e ラーニングを活用した研究倫理教育を定期的に行なう必要が

あるが、現時点では個人対応に任されている。令和 6 年度に研究倫理委員会規程等が学内理

事闘会議に提出されたが、規程としてはまだ整備されていないため、早急な対応が望まれる。 

専任教員の研究成果を発表する機会としては、本学紀要が挙げられる。本学では学術雑誌

編集規程に基づいて、令和 6 年度からは図書館が主管となり両学科から 2 名の委員で編成

される紀要編集委員会が中心となり、年 1 回紀要を発行している。令和 6 年度は論文と研

究ノート、資料をあわせて 21 本掲載された。 

専任教員には研究費が助成され、学外での調査、学会発表、学会出席等が可能であり、時

間割を調整して研究日を設けるなど、教員の研究、研修等を行なう時間を確保するよう努力

しているが、一部の教員はそれがかなっていない。 

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程は整備されていないため、今後

検討を要する。 
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［区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果の獲得が向上するよう事務職員等を配置している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

事務職員は、その専門的職能を活用し、学生の学修・キャリア支援、入試広報等専門的な

知識をもって大学の管理運営に当たっている。また、教学部教学課には CDA（キャリア・デ

ベロップメント・アドバイザー）、図書館には図書館司書、保健室には看護師の専門職を配

置している。 

毎月 1 回定例で事務職員連絡会議及び課長会議を行い、情報の共有化を図り協力体制を

構築している。また、重要課題等があれば随時課長会議や関係者会議を開き対応するととも

に、職員の業務状況を把握し、能力や適正を十分に発揮できる環境を整えている。 

事務関係規程については、以下のとおり整備している。 

  「学校法人嘉数女子学園事務組織及び事務分掌規程」 

  「学校法人嘉数女子学園文書取扱規程」 

  「学校法人嘉数女子学園文書保存規程」 

  「学校法人嘉数女子学園公印取扱規程」 

  「学校法人嘉数女子学園経理規程」 

  「学校法人嘉数女子学園経理規程細則」 

  「資産管理規程」 

  「物品管理規程」 

  「沖縄女子短期大学施設使用要領」 

事務室は、学生対応のためカウンターを設置し、1 階ワンフロアには、総務企画課、教学

課、入試広報課を集約し、2 階には、図書館、教育実践研究支援センターを配置している。

小規模組織であることから有期的・機能的に業務の連携・協力体制を取るとともに、それぞ

れの部署には人数及び業務に必要な情報機器、備品が適切に設置されている。 

事務部門業務の進捗把握と情報共有を図るため、定例で月 1 回事務職員連絡会議及び課

長会議を実施している。また、必要に応じて適宜、課長会を開き、協議をとおして適切な対

応を行っている。事務局長及び課長は、日常業務をとおして見直しや事務処理の点検・評価

を行い、改善に努めている。 

事務職員は、学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。成績記録は科目ごとに

採点表と出席簿をファイルし、年度末に卒業確定者の個別成績一覧を印刷してファイルし

ている。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 学習成果の獲得に向けて、教職員の役割や責任を規定している。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

事務職員と教員の役割や責任の所在は明確であり、相互に連携がスムーズに図られるよ

う学内ネットワークの活用を行っている。具体的には、業務に係るコミュニケーション方法

を統一し共通認識・情報共有の促進と業務効率化の改善をはかる目的でビジネスチャット

ツール「Slack」を導入しており、教職員間の連携及び各種委員会等の情報共有が迅速にで
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きている。 

 また、事務職員は、教学委員会、学生支援委員会、入試広報委員会をはじめとする各種委

員会の構成員として参画しており、学生の学修支援、キャリア研修・就職指導など、入り口

（入学）から出口（卒業）までのトータルサポートを行い、学習成果の獲得・向上のために

関係部署や教員と連携している。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-5 教職員等の資質、教育能力、専門的能力等が向上するよう組織的な研

修を実施している。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-5 の現状＞ 

令和 2 年 4 月の組織改編に伴い、各種委員会等も見直しを行い、FD 委員会規程と SD 委員

会規程を統合し、「沖縄女子短期大学 FD・SD 委員会」規程を整備し、FD 及び SD 研修を適切

に実施している。また、大学コンソーシアム沖縄共催の研修、姉妹校である岐阜女子大学と

の共同開催による研修会も実施し、資質・能力向上をはじめ、教育研究活動等の活性化に取

り組んでいる。 

本学は FD 活動に関する規程「沖縄女子短期大学 FD・SD 委員会規程」を整備しており、同

規程第 3 条に基づき、FD・SD 委員会を設置し、適切に実施している。 

FD・SD 委員会の構成は、令和 6 年度より教学部長、教育研究部長、事務局次長、各課長、

各学科から選出された教員 1 名、教学課職員 1 名から組織されており、非常勤教員との合同

FD 研修会及び学内 FD・SD 研修会、並びに授業評価アンケート等の企画・実施を担っている。

このように再編されたことで、より包括的かつ系統的な FD・SD 活動の促進が期待されてい

る。 

令和 6（2024）年度の事業は、以下の通りである。 

 
 

本学では、指導補助者は採用していないため、該当しない。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-6 労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-6 の現状＞ 

教職員の就業に関する諸規程については、学校法人嘉数女子学園の「就業規則」「育児・

介護休業等に関する規程」「ハラスメント防止規程」等の労務管理の他、「職員給与規程」「職

員再雇用規程」等を整備している。 

教職員の就業に関する諸規程は、事務局に備え付けられており、各部署には規程集が配布

事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者数 参加者数

第1回（前期）

合同ＦＤ研修会

特別講話：新しい世代とのコ

ミュニケーションを学ぶ

（外部講師招聘）

令和6年8月30日（金） 大教室 8名

49名

19（専任教員）

20（非常勤教員）

10（事務職員）

第2回（後期）

合同ＦＤ研修会

特別講話：生成AIの授業での活

用方法

（外部講師招聘）

令和7年3月21日（金） 大教室 8名

44名

21（専任教員）

12（非常勤教員）

11（事務職員）
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され周知している。しかし、規程の整備が追い付いていないものもあり、各部署に最新の規

程集があるわけではない。また、学園共通の Web 上でグループに掲載しており教職員がいつ

でも閲覧できるようになっている。 

教職員の就業については就業規則に基づき、教育職員は同規則第 35 条の「専門業務型裁

量労働制」に基づいて、事務職員は同規則第 28 条の「勤務時間及び休憩時間」の定めに基

づいて適正に管理している。また、事務職員については、タイムカードを導入し出退勤や出

張、時間外労働等について毎月状態を確認し、適正な労務管理につなげている。 

教員の採用については、沖縄女子短期大学教員の採用規程及び学校法人嘉数女子学園就

業規則に基づき行われている。昇任については、教員の昇任・手続に関する規程に基づき、

人格、学歴、職歴、業積等総合的に勘案し選考され、学長は理事会に諮り承認を得ている。 

 事務職員の採用については、学校法人嘉数女子学園就業規則第６条に基づき行われてお

り、事務職員定数は、各部署の事務分掌量及び「経営基盤の安定化」を図りつつ、必要職員

数を配置している。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 

「教学マネジメント」（選ばれる大学）の方向性を確立し、具体化・実践化に努めるため

教員の専門的領域の拡大を図る。 

令和 2 年 4 月に行った組織改編後の業務遂行の実績を振り返り、改善を図っていく。 

労働時間把握の義務化への対応として、事務職員については、令和 2 年 11 月からタイム

カードを導入した。教員については、令和 3 年 1 月から「専門業務型裁量労働制」を導入し

た。教員の裁量によって、自己の勤怠管理、研究時間の確保などがなされることから、特定

の教員に業務が偏らないよう業務の均衡化を図っていく。 

また、人材の中長期的な視点からは、マネジメントのできる管理者層の育成も図っていく。 

 以上のことを今後も推進していく。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞ 

教員の FD 活動を通じた授業・教育方法の改善活動の一環として、令和 6（2024）年度は

年に 2 回合同 FD 研修会を実施した。夏季研修では、組織開発コンサルタントの方を外部と

して招聘し、新しい世代とのコミュニケーションについての講話をしていただいた。春季研

修では生成 AI の授業での活用方法について、ICT に精通したコンサルタントの方を外部講

師として招聘し、講話をしていただいた。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づき校地、校舎、施設設備、その他の

物的資源を整備、活用している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

本学の校地面積は20,517㎡で、短期大学設置基準の規定 5,400㎡を大幅に上回っている。 

校舎面積は、設置面積が 5,856 ㎡で、基準面積 4,650 ㎡を充足している。 

運動場面積は、3,000 ㎡で、教育研究活動に支障のない面積を有している。 
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 校地面積（㎡） 校舎面積（㎡） 

基準面積※1 設置面積 差異 基準面積※2 設置面積 差異 

5,400 20,517 15,117 4,650 5,856 1,206 

     （短期大学設置基準算定） 

※1 校地面積：基準面積 1 人当たり 10 ㎡×540 人＝5,400 ㎡ 

     ※2 校舎面積：総合ビジネス学科 1,700 ㎡ 

児童教育学科   3,350 ㎡  計 4,650 ㎡ 

 

校舎の敷地には、学生ラウンジ、東屋等のスペース等があり学生の交流の場となっている。 

障がい者の対応としては、校地内には点字ブロック、運動場への移動はスロープが整備さ

れている。校舎内では、バリアフリー対応となっており多目的トイレが 1 階、2 階、4 階に

整備され、校舎の移動はエレベーターや車椅子リフトの利用が可能となっている。 

また、校舎と体育館は渡り廊下で繋がっており雨に濡れずに移動が可能であり、沖縄県か

らは「福祉のまちづくり条例適合」の認定を受けている。 

教育課程編成・実施の方針に基づいて、大教室、茶室、中教室、小教室、視聴覚室学びの

部屋、自習室、理科室、プレイルーム、調理実習室、演習室、パソコン教室、ピアノ教室、

ピアノレッスン室を整備している。 

なお、総合ビジネス学科は建学の精神を具現化するための科目として、専門教育科目の必

修科目に「茶道」を設置しており、茶室で茶道の授業を行っている。茶道で学んだ成果は大

学祭等で披露されている。 

専任教員の研究室は、校舎棟の 5 階に配置されており、専任教員に 1 人 1 室ずつ研究室

が整備されている。研究室には電話回線、エアコン、本棚が設置されており、概ね快適な研

究環境だと言える。ただし、電話機は留守番機能や転送機能がないため、当該機能のある機

器に変更するのか検討する余地がある。 

各研究室には有線の LAN のコンセントが設置されており、学内ネットワークに接続する

ことにより、教職員専用のファイルフォルダや教員と学生の共用のファイルフォルダにア

クセスすることができ、教育研究の向上と業務の効率化に寄与している。校舎棟の各フロア

の廊下には無線 LAN のアクセスポイントを整備しており、無線 LAN にも接続が可能である。 

専門職の学科は設置していない。 

通信による教育は行なっていない。 

講義室（小教室 2 室、調理室を除く）にはノートパソコンやタブレットパソコンが接続可

能な情報端末が設置されており、授業等で積極的に活用されている。また校舎棟内には無線

LAN が整備されており、学生用の Wi-Fi 回線と教員専用の Wi-Fi 回線が整備されている。 

コンピュータ教室では授業支援システムが導入されており、教員用のパソコンの画面を

学生用パソコンに一斉に配信でき、各種アンケートの実施も可能である。その他、小教室用

にタブレットパソコンが 26 台整備されている。 

総合ビジネス学科及び児童教育学科、それぞれの専門分野に関連した図書の整備を積極

的に行っているほか、各授業のシラバスに掲載されている参考図書を積極的に整備し、学生

の学習向上へ向けた図書の充実を図っている。例えば、総合ビジネス学科に関しては、一般

ビジネス系の図書のほか、ビジネス心理学系や観光系といった同学科が有するビジネス心
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理コース及び観光ホスピタリティコースにそれぞれ関連した図書を多く所蔵している。ま

た、児童教育学科では、初等教育・幼児教育関連図書のほか、保育、教育心理学、福祉関連

の図書を積極的に整備し、それぞれ初等教育コース、心理教育・福祉教育コースの学生のニ

ーズに対応している。エプロンシアター、パネルシアター、紙芝居といった特徴的な児童文

化財の所蔵は、本学図書館の特色を成すものとなっており、本学の学生だけでなく、本学を

卒業して保育士や幼稚園教諭として現場で活躍する大学関係者やその他、一般利用者にも

広く活用されるなど、本学の地域貢献にも寄与している。 

本館 2 階に設置された図書館は、面積 676.36 ㎡の二層式構造となっており、短期大学設

置基準第 28 条を充足している。また、バリアフリー対応として、館内に車椅子専用リフト

一基を有している。図書館の蔵書数は、92,052 冊（2025 年 3 月 31 日現在）に上り、その

内、洋書 731 冊、電子書籍 37 冊、マルチメディアデイジー図書 14 冊、エプロンシアター35

点、パネルシアター55 点、視聴覚資料 678 点を所蔵している。また、座席数 96 席は、短期

大学設置基準第 29 条第 1-5 項を充足しており、学生は授業の一環としてグループ学習の目

的で利用しているほか、課題・レポート等の作成及び資格検定試験に向けた個別学習として

有効利用している。 

 購入図書選定については、「沖縄女子短期大学図書館委員会規程第 2 条第 4 号」に基づき、

原則として毎月開催される図書館委員会の議を経て、バランスのとれた図書選定に努め、計

画的に購入を決定している。また、学生及び教職員からのリクエストも常時受け付けるなど、

購入図書選定システムを確立している。 

一方、資料の除却については、「沖縄女子短期大学図書館資料除籍規程及び除籍に関する

細則」に基づき、購入図書選定と同様、適切に処理されており、廃棄システムを確立してい

る。 

図書館は、他大学図書館とのネットワークを通じて、図書の相互貸借、文献複写サービス

等を行っており、相互活用を図っている。 

オンライン授業に関しては、新型コロナウイルスの影響による休講の際に自宅にインタ

ーネット接続環境のない学生に向けた貸出用パソコンを整備し、学内で学習可能な環境を

設置しており、現在も継続して整備している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程、財務諸規程を含めた整備状況については、

資産管理規程、経理規程、経理規程細則、資産管理規程を整備している。 

施設設備と物品について諸規程に基づいて、施設設備及び物品の維持管理を適切に行っ

ている。また、電気、消防設備、コンピュータ等の保守は、専門業者に委託し、定期的な点

検と緊急時の対応を行っている。また建物全体の清掃業務は外部の専門業者に委託してい

る。 

火災・地震対策、防犯対策として、危機管理規程、消防計画規程の整備、自衛消防隊組織、

予防管理組織を編成してある。 
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火災・地震対策、防災対策の一環で、毎年地震・津波の避難訓練を実施している。訓練内

容は、シェイクアウト（身体防護）訓練、津波避難（垂直移動）訓練を実施した。また、緊

急時連絡体制として、教職員間は緊急時連絡網を整備しているほか教職員及び学生全員へ

速やかに周知できるようにしている。 

防犯については、警備会社から派遣された警備員及び防犯カメラを設置して、セキュリテ

ィ強化に努めている。 

さらに、本学は学生の自動車通学が多いため、教学課が中心となり、通学の際の交通マナ

ーの啓発活動を行っている。 

コンピュータシステムへのセキュリティ対策として、学外のインターネットと学内 LAN を

接続する部分へファイヤーウォールを設置し、学外からの不正なアクセスや学内からの特

定の危険なウェブサイトへのアクセスを遮断している。 

また、学内で管理する全てのパソコンへウイルス対策ソフトを導入しており、ウイルス感

染及び拡散を防止している。 

学内 LAN については、VLAN を使って教育系（教員、学生、教室パソコン等）及び事務系

（事務職員）のネットワークに分け、更に、ユーザーのアクセス権限にて、各資源へのアク

セス可否を制御することでネットワーク全体のセキュリティを保っている。 

特に、事務職員用パソコンについては取り扱うデータの重要度が高いことから、仮想サー

バーによるシンクライアントシステムを導入し、各自のパソコン内には、ファイルサーバー

以外へのデータ保存及び、USB メモリ等によるデータの持ち出しもできない仕組みとなって

いる。これら対策により、外部へのデータ流出及び、外部からのウイルス感染を防いでいる。 

外部業者にネットワークの構築と保守を委託し、情報化推進室の担当職員で日常の運用

を行っている。 

省エネおよび地球環境保全対策については、新校舎のコンセプトの一つに、エコキャンパ

スをうたっており、省エネルギー・省資源対策に取り組んでいる。 

館内に設置する空調設備は、事務局にて各空調機器を集中コントロールすることができ

る最新の省エネタイプを導入することで、設定温度、電気の消し忘れ等を注意喚起している。

また、電灯には全て LED 照明を採用するとともに、校舎棟及び体育館の屋上へ太陽光発電シ

ステムを設置し、自家発電された電力を全て構内の電力消費に還流することで、僅かではあ

るが電力会社からの電力購入量を減らし、環境負荷低減に貢献している。 

その他に、敷地内植栽等への散水には備蓄した雨水を利用することで、本県で特に貴重な

水資源の節約に寄与している。 

省エネルギー対策の一環として、授業終了後の空き教室でのエアコンと照明の電源をオ

フにするよう、学生マナーの向上に努めている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 

本学の立地が海岸に近いことから塩害の影響を受けるため、こまめなメンテナンスが課

題となっており、優先順位を考慮し実施している。 

火災・地震対策としては、訓練時に移動経路を掲示し周知を図っている。避難経路の周知

徹底や災害時の行動マニュアルに沿って訓練を実施している。 
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＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 

各教室の空調設備や屋上に設置されている高架水槽設備等のメンテナンスが課題である。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

［区分 基準Ⅲ-C-1 教育課程編成・実施の方針に基づき学習成果を獲得させるために技術

的資源を整備し、有効に活用している。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

各学科の教育課程編成・実施方針に基づいた授業を遂行するため、本学には、パソコン教

室を 2 教室設置している。コンピュータ教室にはデスクトップ型パソコンを 2 教室合わせ

て 62 台、そのほかに、普通教室用として、タブレットパソコンを 26 台準備しており、計 88

台のパソコン等端末を設置して授業に対応している。各教室にはモノクロレーザープリン

ターとカラーレーザープリンターを設置し、授業で活用している。プロジェクターとスクリ

ーンも常設しており、さらには授業支援システムである「e Watcher SRⅣ Jr.」を導入して

おり、教員のパソコン画面をスクリーンに投影するだけでなく、学生用のパソコンに一斉送

信することができ、授業の利便性が向上している。 

パソコンやプリンターの故障、ネットワークの管理等の専門的な支援については、情報化

推進室が窓口となり、必要に応じて業者に対応してもらうなど、迅速に対応している。上記

のパソコン教室及びサーバー、タブレットパソコンは定期的にメンテナンスを行い、維持管

理に努めている。 

また、科目に必要となるソフトウェアについては、情報化推進委員会にて意見収集し、選

定及び導入をしている。 

「パソコン室の整備状況」 

設置場所 詳細 

パソコン教室 

PC604教室（6階） 

デスクトップ型パソコン 33台（学生用32台＋教員用1

台） 

パソコン教室 

PC605教室（6階） 

デスクトップ型パソコン 29台（学生用28台＋教員用1

台） 

多目的用 

（どの教室でも利用可能） 

タブレット型パソコン  26台（学生用+教員用の区別な

し） 

 

学生用コンピュータにインストールされている主なソフトウェアは次表の通りである。 

ソフトウェア名 主な用途 

Microsoft Office Professional2013 

(Word、Excel、PowerPoint、Access、

OneNoteほか) 

文書作成、グラフ作成、各種計算、 

プレゼンテーション、データベース作成 

ORCA 医療事務の授業においてレセプト（診療報
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酬）作成用 

弥生会計16 会計ソフト 

Dr.Web for Windows ウイルス対策ソフト 

この他にも画像処理や動画編集用として Adobe Creative Cloud(Illustrator、Photoshop

等)が 5 台インストールされている。 

教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営で活用している。令和 2（2020）年度か

ら Google Classroom による学習管理システムを導入し、Google Meet や Zoom 等のテレビ会

議システムのほか、様々なアプリケーションを活用したアクティブラーニングを実践し、学

生の学修成果の獲得に努めてきた。令和 6（2024）年も、FD・SD 委員会を中心に行う年 2 回

の非常勤講師との合同研修会では、新任の先生へ使用方法とルールについて個別の支援を

行うなど組織的な教員の資質・能力の向上に努めている。令和 6（2024）年度後期の合同研

修では、AI の利用について外部講師から学び、情報技術の向上に取り組んだ。学生を対象

としたトレーニングについては現段階では実施していないため、今後の課題である。 

パソコンをシンクライアント化したことにより、再起動をすることで授業用の初期設定

へ戻る仕様となっており、学生の操作ミス、システムエラー、または万が一のウイルス感染

等の不具合が出た場合、すみやかに授業用初期設定へ復旧をすることが可能となっている。

一方、部品の故障等による不具合へは、予備用パソコン（2 台）を準備しておくことで、交

換して復旧することを可能にしている。これに加えて、定期的な保守を外部業者へ委託し、

パソコン教室の適切な状態保持に務めている。 

各学科の教育課程編成・実施の方針に基づき、コンピュータ専用のハードウエアーを必要

とする授業については専用の教室を利用している。時間割編成の段階で重複した場合は、時

間割を調整することで技術的資源が公正に分配するよう常に見直し活用している。 

パソコン教室は月曜から金曜の 9 時から 21 時 40 分を授業・ゼミ等で利用しているほか、

授業・ゼミ等以外の時間は自習用として学生に開放している。授業においては、学生 1 人に

つき 1 台を使用できるよう履修登録にて管理している。また、PC604 教室と PC605 教室は隣

り合って配置されており、間の壁を移動することでより大きな教室（定員 60 名）として活

用することが可能となっている。これにより、片方の教室で収まらない授業については、両

方の教室をつなげた状態で利用するなど、フレキシブルな対応が可能となっている。 

パソコン教室に設置されたパソコンへはシンクライアント化及び授業支援システムを導

入しており、教員用パソコンより学生用パソコンを起動・終了でき、教員画面の学生への転

送や、学生の操作内容を閲覧・管理することができる。これにより、パソコン等の故障が増

大傾向となっていた課題に対して、授業への支障を最小限に抑えることができている。 

本学のネットワークシステムは、校舎棟６階サーバー室を基点として、外部インターネッ

トに接続されており、そこから体育館、サークル棟と全館を結ぶ LAN を整備しており、研究

室や教室等へ接続している。また、近年急速に増えつつあるタブレット、スマートフォン等

の無線 LAN 接続機器へも対応するため、学内全域で利用できるよう無線 LAN のアクセスポ

イントを整備している。これら学内 LAN については、VLAN 及びユーザーのアクセス権限に

て、各資源へのアクセス可否を制御することでセキュリティを保っている。 

教員は、授業の際には、PowerPoint などのプレゼンテーションソフトを活用し、視覚に

訴えながらわかりやすく質の高い授業を提供するために努力している。また、一部の授業で
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はタブレットを学生に配布し、学生用のタブレットの画像をワイヤレスで接続してプロジ

ェクターに投影することにより、グループの考えをクラス全体で共有することを行ってい

る。 

パソコン教室等に設置された機器及びシステムについては、5 年を目安に大幅な見直しを

行っており、それ以外については両学科及び各部署から上がってくる要望を単年度ごとに

精査・検討をし、設備の陳腐化を防いでいる。 

本学には各学科の教育課程編成・実施方針に基づいた授業を遂行するため、パソコン教室

だけでなく、一般教室、視聴覚室、演習室、プレイルーム、理科室、音楽教室でも映像音響

機器を整備しており、プロジェクターからの資料投影等を利用できる。 

主として授業の中で学生のコンピュータ技術の向上を図っている。総合ビジネス学科で

は、ビジネスコンピューティングⅠ・Ⅱ・Ⅲ、情報機器利用プレゼン演習、基礎統計学など

の科目を設置し、児童教育学科では情報機器操作、教育機器演習を設置しており、これらの

授業においてコンピュータスキルを向上させている。 

本学では教育課程編成・実施の方針に基づいて、授業を行うコンピュータ教室を 2 教室整

備するとともに、タブレットパソコンが使える教室を整備している。なお、マルチメディア

教室、CALL 教室等は設置していない。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 

移転に伴い本学ではパソコン教室及び基幹ネットワークをリニューアルしたことにより、

教育資源は良好となった。しかしながら、これらの教育資源を使いこなす側である、教職員

の情報技術の向上が課題である。今後は FD・SD 活動を通して、情報技術の向上を図る。 

令和 3(2021)年度に新たにパソコンを入れ替え現在使用中である。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 

本学ではコロナ禍において、各学科の教育課程編成・実施方針に基づいた情報技術を向上

させる授業を提供していたが、現在は、ほとんどが面接授業となっている。ただし、PC ス

キルの向上や AI 機能におけることを目的とした研修等を FD・SD 委員会を中心に実施して

いる。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

資金収支は過去 3 年間にわたり、学生数の増減はあるが現預金残高は減少傾向である。事

業活動収支については、3 年間にわたり経常収支差額は、減少傾向であるが黒字は維持して

おり正常である。 

事業活動収支（経常収支差額）は、令和 4（2022）年度及び令和 5（2023）年度は、学生

数等の増加、光熱費、印刷製本費等の経費節減により収入増加となった。令和 6（2024）年

度は、学生数、国庫補助金等の減少で収入減となったが、黒字幅 1.0％の収入超過となった。
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なお、令和 6（2024）年度は文部科学省の「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改

革支援」に応募申請し県内唯一選定されたことは特筆すべき事項である。 

貸借対照表の状況については、減価償却費による固定資産の減少、借入金返済による固定

負債も減少傾向である。基本金組入後の純資産は、毎年増加し健全に推移している。 

（前年度対比、令和 4（2022）年度 50,030 千円増加、令和 5（2021）年度 41,280 千円増加

令和 6（2024）年度 6,153 千円増加） 

本学の事業活動収支における経常収支の黒字幅は過去 3 年間 7.6％～1.0％で推移してい

る。特に令和 6（2024）年度は、学生数や国庫補助金等が大幅に減少した。「少子化時代を支

える新たな私立大学等の経営改革支援」の事業計画を推進し経営の安定化を確保したい。 

なお、本法人は短期大学以外の学校は設置してないため、法人全体に占める割合は、ほぼ

同額である。 

本学の財政状態は、日本私立学校振興共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営

状態の区分」において「A3」に区分され正常状態ではあるが、黒字幅が充分ではないため収

益の確保に努める。 

退職給与引当金は、期末要支給額の 100％を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金

の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。 

資産運用規程についての規程は、「学校法人嘉数女子学園資産運用規程」で定められてお

り、安全確実な運用を行っている。 

本学は過去 3 年にわたり、教育研究経費の経常収入に占める割合が 20％を超えている。

令和 4（2022）年度 36.8％、令和 5（2023）年度 36.1％、令和 6（2024）年度 37.5％である。 

過去 3 年における教育研究用の施設設備および学習資源(図書等)は、学内ネットワーク、

新教務システム、視聴覚教室椅子、電子黒板等を整備した。資金配分については、各部署に

おいて年度初めの予算ヒアリングを参考に予算編成をしており資金配分は適切である。 

公認会計士の監査意見に対しては、監事との情報交換を含め、理事長及び役員等に 報告

しながら情報共有し適切な対応をしている。 

寄付金の募集は、趣意書等でその寄付金の趣旨を明示し、評議員会、理事会での承認を得

た上、適切に行なっている。学校債の発行は行っていない。 

入学定員充足率は令和 4（2022）年度 102.9％、令和 5（2023）年度は 90.7％、令和 6（2024）

年度 81.1％となっている。収容定員充足率は、令和 4（2022）年度 95.5％、令和 5（2023）

年度 97.0％、令和 6（2024）年度 85.0％となり、3 年連続未充足となった。 

収容定員充足率は上記のとおり 3 年連続で未充足となったが、過去 3 年間の教育研究経

費比率は 36.8％から 37.5％、経常収支の黒字幅は 7.6％～1.0％と推移し、教育環境の充実、

経費節減等を図り堅実な運営に努め財務体質を維持している。 

令和 5（2023）年度～令和 9（2027）年度（5 ヶ年）の第四次経営計画に基づき単年度の

予算方針を踏まえ事業計画及び予算編成を行なっている。毎年 11 月頃各部署からの予算要

求、ヒアリングを行い、事業計画に基づいた予算編成を各部署の予算責任者で構成員される

予算委員会を経て、毎会計年度開始前（3 月）の評議員会、理事会において決定している。 

理事会で承認された事業計画と予算は、速やかに関係部署に通知している。 

各部署は、予算執行規程に基づき適正に執行している。月次予算執行状況を経理責任者及

び統括責任者（理事長）に毎月報告し実績の推移と内容を把握している。 
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日常の出納業務は、会計担当者が学校法人会計基準に則り円滑に処理し、経理責任者であ

る事務局長が総括している。また、事務局長が出納帳及び現金残高を確認し円滑かつ適正に

処理しており、重要な案件については常務理事及び理事長に報告している。 

資産については、資産管理規程及び物品管理規程に基づき、固定資産台帳（財産目録）を

作成し管理している。資金は、有高、通帳、残高確認を行い、現金出納簿に適切な会計処理

に基づいて記録し、安全かつ適正に管理している。 

事務局長（経理責任者）は、予算対比の月次資料（試算表・資金収支計算書・事業活動収

支計算書等）及び説明資料や現金預金明細表等を添付し、統括責任者（理事長）へ予算執行

状況を毎月報告している。 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき財的資源の

実態を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

 

［注意］ 

基準Ⅲ-D-2 について 

（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分

（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画を

策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。経営改善計画は提出資料

ではなく備付資料とする。 

（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要を

記述する。 

 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 

第四次経営計画は、2023（令和 5）年度から 2027（令和 9）年度までの 5 か年間の経営ビ

ジョンを実現するための計画である。 

本計画の内容は、本学の半世紀余の歴史と実績、良さの伸長を図り、5 つの経営理念（ミ

ッション、ビジョン、バリュー）の基に短期大学の特色を生かし、コンパクトで魅力ある大

学として、「教学マネジメントの特色化」と「経営基盤の安定化への取組み」の二つの方針

をもって構成してある。 

 本計画の策定は、本学の存在意義となっている「建学の精神」を礎に、将来を見据えたグ

ランドデザインを踏まえつつ、教育内容の方向性を示し、ステークホルダーである学生や保

護者、地域社会から「選ばれる大学」として評価されることによって「経営基盤の安定化」

を図り、より充実した大学経営ができることを趣旨としている。 

本学の魅力（強み）は ①移転に伴い新校舎等の施設設備等が充実 ②柔軟性のあるカリ

キュラム編成が可能 ③「保育の沖女」ブランドとしての実績 ④学内に岐阜女子サテライ

ト校設置による編入学、免許状申請の優位性。 弱みとしては、①四大志向による学生確保

の困難性 ②県外からの入学志願の弱さがある。 

 外部環境分析（高等学校や地域の企業等からの評価、地域情勢等）は、①県内 18 歳人口

の緩やかな減少 ②本学周辺には、大型 MICE 施設、ホテル、、健康増進、医療関係施設等の

設置計画と地域の発展性 ③本学所在地与那原町の「スポーツツーリズム施設計画・脱炭素
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事業」との連携 ④与那原町内に、幼稚園・大学までの教育機関の立地による社会環境の形

成がある。 

内部環境分析は、①進路変更等を主な要因として中途退学率の改善 ②教職員年齢構成

の中長期的な改善がある。 

第四次経営計画は、2023（令和 5）年度から 2027（令和 9）年度において学生募集対策を

行なうことと、それに伴う整合性の取れた学納金計画を明確に策定している。 

教職員の人事計画は、経営計画を踏まえ行なっている。専任教員については、常勤及び特

別任用で採用し、教育研究上の業績や本学への貢献度、年齢構成など多角的観点から検討し

採用している。 

事務職員は、年齢構成、能力に応じた適材適所の配置、再雇用制度の活用等、効率的かつ

適切な人事を行なっている。 

施設設備は 2015（平成 27）年のキャンパス移転に伴い、教育機器や情報ネットワーク等

の整備を行なった。移転から 10 年が経過し買替時期が到来している。整備計画及び優先度

を確認しながら推進する。 

（イ）文部科学省の「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」に「コンパク

トでキラリと光る短大経営」の事業名で５つの事業計画で応募し県内唯一選定された。 

（ロ）沖縄県の産業界をＩＴで支える人材を育成する事業「未来のＩＴ人材育成創造事業」

を受託した。 

（ハ）私立学校共済事業団の女性研究者奨励金の獲得、科学研究費助成金も継続して採択さ

れている。 

本学は有休資産がないため、有休資産処分の計画は無い。 

令和 6（2024）年度の入学定員充足率は 81.1％、収容定員充足率は 85.0％となった。学

科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員を配置し適正な人件費を確保すると

ともに、各学科の教育研究の充実に必要な施設設備等の配分を行なっており、適切な定員管

理とそれに見合う経費のバランスはとれている。 

経営情報については、教職員全体会議を通し、共通理解・認識を図るとともに、学園のホ

ームページで財務情報を公開している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 

キャンパス移転は借入金で整備したためにその財政負担も大きく、今後の財的資源の課

題としては、①安定的な学生確保、②恒常的に保持すべき資金の確保、③将来に備えた特定

預金の充実、④外部資金の獲得により健全な財政基盤を図るなどが挙げられる。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞ 

(1)入学する学生の個性を豊かに、学生一人ひとりが持つよさのより良い伸長を図って 2024

（令和 6）年度入学者選抜のあり方を見直す。                                                 

① 入学者選抜の変更及び柔軟な対応にする 

  指定校及び男子学生の入学を柔軟に対応し基本的な男女共学での大学運営を図った。 

② 企業が主催する外部会場や高校で実施する「進学ガイダンス」への積極的に参加 
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③「OKIJO」サポーターズ」の活用 

④「トライアル OKIJO」の充実 

⑤県外を対象とした広報活動の拡大 

⑥ラジオ（FM 沖縄） 

⑦大学案内の迅速化 

(2)高等教育無償化への対応 

文科省による、経済的理由から修学を断念することのないよう、経済的負担の軽減を図る

「高等教育の修学支援制度」の認定機関となり授業料減免を実施した。 

(3)教育環境の整備 

視聴覚教室の椅子やプロジェクター等の切り替えを行なった。 

 

 

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画の実施状況 

① 教員の年齢構成のバランスの改善 

前回との比較で、40 代の教員が 50 代の年齢構成にシフトし、全体として 50 代と 60 代に

偏った構成になっている。長期的なスパンで年齢構成のバランスを改善していく。 

  前回の年齢構成                   令和 4 年 5 月 1 日現在 

学科 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

総合ビジネス学科 0 0 2 3 2 0 

児童教育学科 0 1 4 7 3 0 

合計 0 1 6 10 4 0 

構成率 0％ 5％ 28％ 48％ 19％ 0％ 

 今回の年齢構成                   令和 7 年 5 月 1 日現在 

学科 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

総合ビジネス学科 1 0 1 3 2 0 

児童教育学科 0 1 3 6 5 0 

合計 1 1 4 9 7 0 

構成率（％） 4％ 4％ 18％ 42％ 32％ 0％ 

 

② 共同研究の活性化 

研究名 研究者 

「プログラミング講座」の実施を通した効果的

なプログラミング教育の在り方に関する調査

研究 

・児童教育学科講師：新垣さき 

・インサイトラボ（株） 

・（社）ツクル 

大学間の分野横断的デジタルアーカイブの開

発に関する実践的研究 

・児童教育学科講師：新垣さき他 

・岐阜女子大学：加治工尚子他 
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③ 看護師や学校医の活用 

学力・心身に問題のある学生への対応は、キャンパス移転に伴い、保健室に学生相談室を

設け、教学部教学課・看護師・校医との連携を密にする他、月 1 回公認心理士との相談も実

施している。 

④ 委員会及び委員配置の整理統合 

各種委員会の数が多かったことから、令和 2（2020）年度の事務組織の改編とともに整理

統合し合理化を図った。 

⑤ 事務職員の年齢構成や適正な配置 

事務職員は、令和 7（2025）年の年齢構成比較では、30 代 21％、40 代 57％となっている。

年齢層は、30 代から 40 代が全体の 78%を占め偏りがある。60 代の割合も多いが、60 歳定年

退職者の再雇用制度及び特任事務職員の採用によるものである。 

中長期的な採用計画において、20 代、30 代の年齢構成のバランスを改善していく。 

  前回の年齢構成                令和 4 年 5 月 1 日現在 

区 分 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

事務職員 0 5 7 1 3 － 

構成率 6% 31% 44% 6% 19% － 

  今回の年齢構成                令和 7 年 5 月 1 日現在 

区 分 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

事務職員 0 3 8 1 2 － 

構成率 0% 21% 57% 8% 14% － 

 0％ 

増減 

10％ 

減 

13％ 

増 

2％ 

増 

5％ 

減 

 

 

⑥ 事務作業の効率化、大学職員としての改革 

事務作業の効率化については限られた人員の中で、どう効率化を図るか、日々念頭におき

ながら職務遂行にあたっている。人事異動も定期的に行っている。 

大学職員としての意識改革については、各種研修会及び大学コンソーシアム沖縄、沖縄県

私立大学協会主催の研修会及び SD 委員会等各種委員会を通して積極的に参加し意識改革に

取り組んでいる。 

⑦ 教育活動収支の改善 

キャンパス移転を機に、施設設備への投資による大幅な支出超過となったが、学生数や国

庫補助金等の増加による教育活動収支差額は、2023（令和 5）年度までは、増加傾向にあっ

たが 2024（令和 6）年度は学生数の減少等により悪化した。 

 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

特になし。  
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【基準Ⅳ 短期大学運営とガバナンス】 

 

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事会運営］ 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮してい

る。］ 

＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、当該年度の学内経営の基本

のスタンスを学内経営の 2 大重点方針と経営戦略として経営基盤の安定化（学生数の安定

的確保）、教学マネジメントの特色化（選ばれる大学）を策定し、役職員等（理事・評議員、

教職員等）へ周知し学園運営に携わっている。 

理事長は、学校法人の代表として、寄附行為に則り、業務を総理している。月 1 回の学内

理事等会議（理事長、常務理事、学長、事務局長、部署長等）を開催し、学園の重要事項の

処理方針、各部門の情報の確認、共有を図り、運営の方針等について協議している。 

 また、月ごとの「マンスリーガバンス」として経営実践計画の発信や、広報関係及び教学

関連の会議を随時開催し、法人の安定的な運営に向けた方策を協議し実践している。 

 

 

［区分 基準Ⅳ-A-2 理事会は法令等に基づき開催され、学校法人の意思決定機関として適

切に機能している。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ-A-2 の現状＞ 

理事会は学校法人嘉数女子学園寄附行為第 17 条（招集）に則り理事長が招集している。

学校法人嘉数女子学園寄附行為第 13 条（理事会の権限）及び寄附行為第 19 条（決議）に則

り理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 

理事会は、認証評価を重要な事項と位置づけ、認証評価の課題への対応として責任体制強

化のため、担当部署を明確化し大学の経営、運営に反映させている。 

理事会は、大学発展のために学内外の情報を収集し、大学運営のための判断材料としてい

る。学内理事等会議が、理事長の諮問として情報収集の直接的な役割を担っている。 

理事会は、学校教育法及び私立学校法に基づき、大学運営に責任のあることを認識してい

る。 

理事会は、就業規則など本法人の規程集に収められている多くの規程を制定し、学校運営

の諸般の事態に対応できるよう、規程を整備している。 

 

 

［区分 基準Ⅳ-A-3 理事は、法令等に基づき適切に構成されている。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ-A-3 の現状＞ 

私立学校法第 38 条（役員の選任）の規定に基づき、学校法人嘉数女子学園寄附行為第 6

条において理事の選任条項を定め、次のとおり選任している。 

【学校法人嘉数女子学園寄附行為（抜粋）】 
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第 6 条 理事は、次の各号に掲げる者とする。 

(1)この法人の創立者、後継人又はその代理と認められる者 1 人 

(2)この法人が設置する短期大学長の学長 

(3)評議員のうちから評議員会において選任した者     3 人 

(4)学識経験者のうちから理事会において選任した者    5 人 

 

学校法人嘉数女子学園寄附行為第 5 条に則り、理事を選択するときは、あらかじめ評議員

の意見を聴いている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事会運営の課題＞ 

第三次経営計画には、「安定的な経営状態を維持及び向上を目指す」こと及び「『新生沖女』

としての諸改革に取り組み、充実発展を通して存在意義を高め地域貢献の役割を果たして

いく」ことが示されている。 

本学の経営課題は、志願者数の安定的確保と教学マネジメントをどのように図るかであ

る。従って学内経営の基本スタンスは「1.経営基盤の安定化すなわち学生数の安定確保」と

学生確保のための「Ⅱ.教学マネジメントの特色化 すなわち選ばれる大学づくり」を図るこ

とである。これら２大方針を重点に「選ぶ大学」から「選ばれる大学」への変容を基本スタ

ンスにして理事長のリーダーシップを発揮することが課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事会運営の特記事項＞ 

理事長は、先頭に立って下記の項目について全教職員へ周知し経営基盤の安定化と本学

の存在意義を高め、地域貢献、人材育成を図っている。 

1．経営方針 

 本学の二大重点方針である「教学マネジメントの特色化（選ばれる大学）」、と「経営基盤

の安定化（学生数の安定的確保）」に取組み組織的な学生支援（卒業生含む）、学生募集活動

の充実・強化等を図り、次のような事項の実践化に努めている。 

(1)教学マネジメントの特色化（選ばれる大学） 

 ①教職員の専門性の特化 

 ②個を生かし合う授業実践 

 ③創造的カリキュラムの実践 

 ④ICT 授業の効果的実践 

(２)経営基盤の安定化 

①高校との連携・接続  

②入試・広報活動の充実 

③学社連携の効果的取組み 

④沖女ネットワークの活用 
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［テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営］ 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得させるために、教学マネジメントの確立に努めてい

る。］ 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

学長は、本学の児童教育学科その後総合ビジネス学科教員として、本学の発展及び人材育

成に尽力してきた。さらには、那覇市社会教育委員等を務め地域の教育・人材育成にも努め

ている。 

学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会の意見を参酌し

て最終的な判断を行っている。以上のことから、学長は、教学運営の最高責任者として、そ

の権限と責任において、教授会の意見を参酌して最終的な判断を行っており、また、人格が

高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有している。 

学長は、平成 27(2015)年度に適用された建学の精神を学内に浸透させる方法の一つとし

て、入学式式辞や学生に出会う行事の場、奨学金授与式等においても「建学の精神」に触れ

一人一人への周知に努めている。教職員に向けても、各種式の場や教授会等において「建学

の精神」に触れ、教育研究への意識向上に努めている。 

学長は、学生に対する懲戒の手続き等を定めており、学生便覧において「学則」を記載し

学生への周知も行っている。また、教学の長として公務を司り、令和 3 年 1 月より開始した

労務管理システム等も活用して所属職員を統督している。 

学長は、「沖縄女子短期大学学長選考規程」及び「沖縄女子短期大学学長選考細則」に基

づき選考される。本学の学長選考は、専任教員及び課長以上の事務職員の投票による選考方

法を見直し、平成 30(2018)年度からは理事会の権限強化を踏まえた選挙によらない学長選

考に改めた。新たな選考方法は、「沖縄女子短期大学の望ましい学長像」の方針を踏まえ、

理事（5 名）、教員（3 名）及び事務局長で構成された学長候補者選考委員会で、複数の学長

候補者を多面的な視点から評価し、上位者を理事会で審議し、理事長が任命する選考方法に

改めた。現学長は、この新たな選考方法による審査過程を経て就任している。 

教授会が意見を述べる事項を教授会に周知し、特に学生の入学、卒業、課程の修了、学位

の授与等、重要事項について教授会の意見を聴取した上で決定する姿勢を実行している。 

学長は、学則及び教授会規則に基づいて教授会を開催し、その内容を教授会において共有

し、短期大学における教育研究上の審議機関として適切に運営している。 

教授会では、常に各学科及び各種委員会についての審議や活動報告が行われ、即して議事

録の整備・保管が徹底されている。学長の下に設置している教育上の委員会等を規程に基づ

いて設置し、各委員会からの意見を聴取し適切に運営している。 

教授会は、学習成果及び 3 つの方針に対する認識を共有している。各学科や各種委員会等

で協議・実践した報告等により、更に意見交換をする機会とし共有を重ねている 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営の課題＞ 

入学した学生の充実した学生生活に向けて、教職員一人一人の力や個性が発揮できる職

場環境の整備に向けて課題と本学の特徴を整理しながら大学運営に取り組んでいきたい。

＾多様な学生の受け入れや新時代に対応する「カリキュラム」「授業づくり」「オンデマンド
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教材の開発」に取り組むための教育研究の向上、時間の担保等に尽力し、教学委員会、FD 委

員会の機能、全学での各種委員会の活性化に取り組む。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営の特記事項＞ 

姉妹校である岐阜女子大学と本学の間で全教員と一部職員が「特別客員」として委嘱され

人事交流による共同研究事業に取組んでいる。同大学共催、実施協働にて地域への講演会を

実施し、研究の幅を広げ学生の学修環境の充実、卒業生・地域への貢献を含めた教育研究を

推進し、短期大学の存在価値の発信に努めている。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づき適切に業務を行っている。］ 

＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

監事は、業務及び財産の状況について適宜監査を行なっており、理事会及び評議員会に出

席して議案内容及び審議状況等を確認するとともに、必要に応じて意見具申を行なってい

る。 

 財産状況の監査については、主に決算書類、財産目録をもって実施し、監査において公認

会計士とも連携して意見交換を行なっている。私立学校法第 37 条第 3 項の規定に従い、本

学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該年度終了

後 3 月以内に理事会、評議員会に提出している。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づき開催され、諮問機関等として適切に運営し

ている。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

学校法人嘉数女子学園寄附行為第 5 条第 1 項において理事の総数は 10 人と規定してい

る。評議員は同寄附行為第 19 条で 21 人と規定しており、理事の定数の 2 倍を超える評議

員をもって組織している。 

評議員は私立学校法第 42 条及び寄附行為第 21 条の規定に基づき、次の諮問項目につい

て理事長が評議員から意見聴取を行い、規定に従って運営している。 

①予算及び事業計画 

②事業に関する中期的な計画 

③借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産

の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

④役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及

び退職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準 

⑤予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

⑥寄附行為の変更 

⑦合併 

⑧目的たる事業の成功の不能による解散等 
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⑨寄附金品の募集に関する事項 

⑩その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 会計監査人は法令等に基づき適切に業務を行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 

会計監査人の選任については、学校法人嘉数女子学園寄附行為第 49 条に規定されており

評議員会の決議により選任されている。 

会計監査人は、学校法人の計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等については、学

校法人嘉数女子学園寄附行為第 54 条及び 67 条に規定されており監査を実施している。 

会計監査人は、学校法人嘉数女子学園寄附行為第 54 条に則り監査を行なったときは、会

計監査報告書を作成し、監事及び理事会に提出している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 

大学を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、本学園の経営は適切かつ健全に運営されて

おり、ガバナンス機能の強化も図られている。 

今後、更に充実・発展していくため第四次経営計画は、2023（令和 5）年度から 2027（令

和 9）年度までの 5 か年間の経営ビジョンを実現するための計画であり実践に努める。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 

第四次経営計画の内容は、本学の半世紀余の歴史と実績、良さの伸長を図り、5 つの経営

理念（ミッション、ビジョン、バリュー）の基に短期大学の特色を生かし、コンパクトで

魅力ある大学として、「教学マネジメントの特色化」と「経営基盤の安定化への取組み」の

二つの方針をもって構成してある。 

本計画の策定は、本学の存在意義となっている「建学の精神」を礎に、将来を見据えたグ

ランドデザインを踏まえつつ、教育内容の方向性を示し、ステークホルダーである学生や保

護者、地域社会から「選ばれる大学」として評価されることによって「経営基盤の安定化」

を図り、より充実した大学経営ができることを趣旨としている。 

 

［テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表］ 

［区分 基準Ⅳ-D-1 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を

公表・公開して説明責任を果たしている。］ 

＜区分 基準Ⅳ-D-1 の現状＞ 

学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報及び財務情報等をホームページで公表・公

開している。 

（教育情報） 

・大学の教育研究上の目的及び上記施行規則第 165 条の 2 第 1 項の規定により定める方

針に関すること 

・教育研究上の基本組織に関すること 
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・教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

・入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者及

び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

・授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

・学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

・校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

・授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

・大学が行なう学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

（財務情報） 

 ・財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書 

 ・監事監査報告書 

ガバナンスコードは、令和元年 5 月に学校教育法及び私立学校法が改正されたことに併

せて、今後は学校法人が私立学校法等の法令を遵守することだけにとどまらず、経営方針や

運営姿勢を自主的に点検し、経営の強化と、ステークホルダーに対して説明責任を果たすこ

とが求められている。また、認証評価や私学助成取得の要件等においても、さまざまな留意

事項が求められている。 

今般、本法人のガバナンスコードに基づく取組みの実施状況について 2024（令和 6）年 9

月 18 日付けで点検を行い、その内容を公表している。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表の課題＞ 

  特になし 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表の特記事項＞ 

  特になし 

 

 

＜基準Ⅳ 短期大学運営とガバナンスの改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実

施状況 

 監事による監査報告書には、財産の状況及び理事の業務執行状況についての記載はある

が、私立学校法の規定に従って学校法人の業務についても記載することが必要である。 

 その具体策として、直近の監事による令和 4 年度の監査報告書には私学法第 37 条第 4 項

に定めのある「学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況」についての

文言を追記し改善した。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 令和 4 年 5 月 1 日現在において、短期大学設置基準に定められている短期大学全体の専

任教員が 1 人不足している問題が認められた。 

 当該問題については、機関別評価結果の判定までに改善した。今後は、自己点検・評価を
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適切に行い、継続的な教育の質保証により一層取り組むことに努める。 

昨今の 18 歳人口減少による短期大学を取り巻く環境は、ますます厳しさを増してい

る。教職員が学園全体の経営現状、教育内容等を認識し、自己点検・評価活動に取り組む

必要がある。建学の精神に基づき策定された「経営改革計画」をもとに、理事長・学長の

リーダーシップの下、遂行するとともに各種委員会活動の充実を図り、教職員全体で自己

点検活動に取り組む。 

 


